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主 文

１ 甲事件原告ら及び乙事件原告らの請求をいずれ

も棄却する。

， ，２ 訴訟費用は 甲事件については甲事件原告らの

乙事件については乙事件原告らの各負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 平成１１年(ワ)第１２７０５号事件（以下「甲事件」という ）。

被告らは，甲事件原告らに対し，連帯して別紙損害一覧表１「被害額」欄記

載の金員及びこれに対する平成１１年１２月１０日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。

２ 平成１２年(ワ)第９９４号事件（以下「乙事件」という ）。

被告らは，乙事件原告らに対し，連帯して別紙損害一覧表２「被害額」欄記

載の金員及びこれに対する平成１２年２月１３日から支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は被告らの負担とする。

４ 仮執行宣言

第２ 事案の概要

本件は，甲乙両事件とも，平成９年９月３０日以降に訴外日本長期信用銀行

（以下「長銀」という ）の株式を購入した原告らが，長銀の当時の役員であ。

った被告ａ，被告ｂ，被告ｃ，被告ｄ，被告ｅ，被告ｆ，被告ｇ，被告ｈ，被

告ｉ及び被告ｊ（以上１０名を以下「被告元役員ら」という ）並びに長銀の。

監査をした被告監査法人に対し，被告元役員らが同年４月１日から同年９月３

０日までの期間（以下「本件中間期」という ）を対象とする半期報告書（以。

下「本件半期報告書」という ）の財務書類について，債権償却特別勘定への。

繰入額を過少に算定し，同繰入額を含む貸倒引当金の金額を過少に記載し，被
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告監査法人が本件半期報告書につき有用な会計情報を表示しているものと認め

る旨の監査証明を行っていたところ，その後，貸倒引当金の計上不足が明らか

になり，長銀の株価が低下し，さらには国有化されて株価が０円と決定された

ために，原告らが主位的には株式の購入価格と処分額との差額分，予備的には

購入価格と購入当時粉飾がなければ形成されていたであろう価格との差額分の

損害を被ったとして，被告元役員らについては証券取引法２４条の５第５項，

２２条，２１条１項１号に基づき，被告監査法人については同法２４条の５第

５項，２２条，２１条１項３号に基づき，各別紙損害一覧表「被害額」欄記載

の金員及びこれに対する甲事件については平成１１年１２月１０日から，乙事

件については平成１２年２月１３日から，それぞれ支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金を請求した事案である。

１ 争いのない事実等（証拠を掲記した事実以外は争いがない ）。

(1) 当事者

長銀は，長期信用銀行法に基づき設立された長期信用銀行である。

， ， ，被告元役員らは いずれも 本件中間期から本件半期報告書作成までの間

。 ， ， ， ， ，長銀の取締役であった者である 被告ａ 被告ｂ 被告ｃ 被告ｄ 被告ｅ

被告ｆ，被告ｇ及び被告ｊはそれぞれ代表取締役，被告ｉ及び被告ｈは取締

役であった（甲１ 。）

被告監査法人（太田昭和監査法人）は，本件半期報告書につき，証券取引

法上の監査を行ったものであり，被告訴訟承継人（新日本監査法人）は，平

成１２年４月１日，合併によって，被告監査法人を包括承継したものである

（以下被告訴訟承継人も含めて「被告監査法人」という 。。）

(2) 本件半期報告書（甲３，乙Ｆ１８）

長銀は，当時，証券取引所に上場されている有価証券の発行者として，証

券取引法２４条の５に基づき，毎事業年度が開始した日以後６か月間の営業

及び経理の状況を記載した半期報告書を，当該期間経過後３か月以内に大蔵
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大臣（当時。現在は総理大臣）に提出する義務を負っていた。

これに従い，長銀は，平成９年１２月２２日，大蔵大臣に対し，本件中間

期に係る本件半期報告書を提出した。

本件半期報告書中の中間財務諸表（以下「本件中間財務諸表」という ）。

， ，において 本件中間期末時点における貸倒引当金は４８４１億２５００万円

負債の部合計は２６兆９６３２億２２００万円と記載されていた。

これに先立ち，被告監査法人は，平成９年１２月１２日，長銀の本件中間

財務諸表に対する中間監査報告書において，一般に公正妥当と認められる中

間財務諸表の作成基準に準拠して長銀の本件中間期に関する有用な会計情報

を表示しているものと認める旨の意見を表明した。

なお，本件半期報告書には，中間財務諸表の追加情報として 「銀行業の，

決算経理基準が平成９年７月３１日に改正され，当事業年度末決算から適用

されることに伴い，当事業年度末決算においては，資産の自己査定結果を踏

まえた新たな償却及び引当金の計上基準を定め，その基準に基づき貸出金償

却及び貸倒引当金を計上することになりました。この結果，当事業年度末決

。」 。算においては多額の貸倒引当金繰入等が見込まれます と記載されていた

(3) 原告らによる株式購入

原告らは，別紙「損害一覧表」のとおり，平成１０年１月２８日ないし同

年７月３日にかけて，長銀の株式を購入した（甲損１ないし５９，ただし一

部に主張と証拠の齟齬がある 。。）

(4) 長銀の国有化

長銀は，平成１０年１０月２３日，金融機能の再生のための緊急措置に関

する法律６８条２項に基づき，金融再生委員会に対し，特別公的管理の申出

をし，同日，同委員会より特別公的管理開始決定を受け，事実上経営破綻に

至った。これがいわゆる長銀の国有化である。

長銀の国有化に伴い，長銀の株価は０円と決定された。
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(5) 証券取引法の規定

， ， ，証券取引法２４条の５第５項 ２２条１項 ２１条１項１号３号によれば

半期報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があった場合，当該半期

報告書を提出した会社の提出のときにおける取締役及び当該半期報告書に係

る監査証明において当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であるもの

を虚偽でないものとして証明した監査法人は，それぞれ，当該記載が虚偽で

あることを知らないで，当該半期報告書の提出者が発行者である有価証券を

募集又は売出しによらないで取得した者に対し，記載が虚偽であることによ

り生じた損害を賠償する責任を負うこととされている。

ただし，上記取締役が，記載が虚偽であることを知らず，かつ，相当な注

意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを立証した場合，上

記監査法人が，上記の（監査）証明をしたことについて故意又は過失がなか

ったことを立証した場合は，それぞれ，賠償責任を免れることができる（証

券取引法２４条の５第５項，２２条２項，２１条２項１号２号）ともされて

いる。

(6) 銀行における貸倒引当金の計上基準に関する法令及び通達

ア 商法

（ 。 。）商法 平成１１年法第１２５号による改正前のものを指す 以下同じ

２８５条の４は，会社の会計帳簿に記載すべき金銭債権の価額について，

第１項において，債権の名目上の金額によるのを原則とし，第２項におい

て取立不能のおそれがあるときにその見込額を控除することを求めてい

る。

しかし，商法は，取立不能見込額の判定基準については何らの規定も設

けておらず 「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計，

慣行ヲ斟酌スベシ （平成１７年法第８７号による改正前の同法３２条２」

項。以下同じ ）と定めるのみである。。
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なお，商法２８１条１項が定める貸借対照表の記載方法等については，

株式会社の貸借対照表，損益計算書，営業報告書及び附属明細書に関する

規則（以下「計算書類規則」という ）によるとされているが，長期信用。

銀行については「株式会社の貸借対照表，損益計算書，営業報告書及び附

属明細書に関する規則の特例に関する省令 （昭和５７年法務省令第４２」

号）第３条により，計算書類規則の適用が排除され，別途長期信用銀行法

施行規則（昭和５７年大蔵省令第１３号）に定めるところによるものとさ

れているところ，長期信用銀行法施行規則は，貸出金の償却・引当につい

て具体的な基準を定めていない。

イ 公正なる会計慣行

前述のとおり，商法３２条２項は 「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解，

釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」と規定するので，同法２８５

条の４の解釈に当たっては，公正なる会計慣行が斟酌されることになる。

しかしながら 「企業会計原則」及び「企業会計原則注解」は，一般的，

に，公正なる会計慣行を要約したものと理解されているが，いかなる場合

に，いかなる額の償却・引当を行うべきかについての基準は示していなか

った。

ウ 決算経理基準（甲５）

本件中間期当時，大蔵省は，大蔵省銀行局長昭和５７年４月１日付蔵銀

第９０１号通達「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について （平」

。）成１０年６月８日蔵銀第１４４３号により廃止される以前のものを指す

と題する通達をもって，銀行が遵守すべき経営姿勢，営業所，営業日と営

， ， ， ， 。業時間 資産運用 経理 認可届出など 銀行経営を詳細に規制していた

銀行の決算経理の実務は，基本的には，上記通達のうち 「第５ 経理，

関係」の「１ 決算経理基準 （平成９年７月３１日付蔵銀第１７７４号」

による改正前のものを指す。決算経理基準についての同改正は，平成９年
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度期末決算から適用されることとされており，本件中間期におけるその適

用はない。以下「決算経理基準」という ）に従って行われていた。。

決算経理基準は，次のとおり規定する。

① 回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損

失の発生が見込まれる貸出金については，これに相当する額を償却す

るものとする。

なお，有税償却する貸出金については，その内容をあらかじめ当局

に提出するものとする。

② 貸倒引当金（債権償却特別勘定・・・を除く）は，税法で容認され

ている限度額を必ず繰り入れるものとし ・・・，

③ 債権償却特別勘定への繰入れは，税法基準のほか，有税による繰入

れができるものとする。なお，有税繰入れをするものについては，そ

の内容をあらかじめ当局に提出するものとする。

②にいう「貸倒引当金」とは，税法上の貸倒引当金（貸付金の残高に法

人税法施行令９７条に示された法定繰入率を乗じたもの。債権償却特別勘

定繰入額を含まない ）である。本件中間財務諸表の貸借対照表において。

も，税法上の貸倒引当金として，税法上の貸付金の３．０／１０００に相

当する額を計上している。

これに対し，従来から，計算書類においては，上記の税法上の貸倒引当

金に加え，個別的な債権償却特別勘定繰入額も含めて「貸倒引当金」とし

て計上されることもあり，長銀の本件中間財務諸表における貸借対照表に

おいても同様であった（以下，単に「貸倒引当金」というときは，貸借対

照表における記載額を指し，債権償却特別勘定繰入額を含むこととす

る 。。）

そして，②によれば，銀行は，税法上，債権償却特別勘定へ繰り入れる

ことのできる金額については，必ず貸倒引当金に計上しなければならない
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ものとされていた。

なお，③のとおり，銀行側が任意に債権を有税償却することも認められ

ていたが，平成１０年度以降にいわゆる税効果会計が認められるなどして

有税償却の不利が緩和されるまでは，有税償却が行われる例は少なかった

（本件においても，有税償却の要否は争点とされていない 。。）

エ 法人税基本通達

法人税基本通達９－６－４（平成１０年６月２３日付課法２－７による

改正前のものを指す。以下同じ ）は，法人の有する貸金等に係る債務者。

が「債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し，事業好転の見通しが

ないこと，当該債務者が天災事故，経済事情の急変等により多大の損害を

被ったことその他これらに類する事由が生じたため，当該貸付金の相当部

分（おおむね５０％以上）の金額につき回収の見込みがないと認められる

」 ，「 」に至った場合 には その回収の見込みがないと認められる部分の金額

をその該当することとなった事業年度において損金経理により債権償却特

別勘定に繰り入れることができると規定する。

つまり，

① 債務者につき債務超過の状態が相当期間経過し，

② 事業好転の見通しがなく，

③ 当該貸金等の相当部分（おおむね５０％以上）の金額につき回収の

見込みがないと認められるに至った場合

という３要件を満たす場合には，その回収の見込みがないと認められる

部分の金額を債権償却特別勘定に繰り入れて，税法上の損金として処理で

きる（いわゆる「無税償却 。以下この呼称による ）というのである。」 。

この無税償却に当たっては，所轄税務署長の認定が必要と規定されてい

るが（上記通達９－６－４ ，銀行については，次に述べるとおり，不良）

債権償却証明制度が実施されていた。
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オ 不良債権償却証明制度の運用基準ー実施要領（甲６の３）

銀行については，大蔵省と国税庁の協議によって，債権償却特別勘定へ

の繰入れは，銀行が明細表を作成した上で大蔵省金融証券検査官に不良債

権償却証明を申請し，その証明を得られれば，原則として法人税法上損金

に認められるという制度（以下「不良債権償却証明制度」という ）が実。

施されていた。

平成５年１１月２９日付蔵検第４３９号「不良債権償却証明制度等実施

要領について （以下「実施要領」という ）７(2)ハ②は，法人税基本通」 。

達９－６－４について，次のとおり定める。

「 」 ， ，事業好転の見通しがないこと において 事業好転の見通しの有無は

事例に応じて個別的に判断するほかにないが，次に該当する場合は 「事，

業好転の見通しがない」と判断することは原則として適当ではないと考え

られる。

a 合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合。

ただし，９－６－５に該当する場合（引用者注：倒産手続の申立て及

び手形取引停止処分があった場合）は，この限りではない。

（ ， ， ，b 債務者に対して追加的な支援 融資 増資・社債の引受 債務引受

債務保証等）を予定している場合

(7) 早期是正措置制度及び自己査定

本件中間期当時，平成８年夏の金融三法の成立により，平成１０年４月１

日から，銀行監督行政において，早期是正制度が導入されることが予定され

ていた。

， （ ），早期是正措置の下では 各金融機関が自主的に資産を査定し 自己査定

必要と判断した償却・引当処理を行って決算をなすものとされ，監督官庁は

各金融機関の決算から算出される自己資本比率の数値に従って監督措置をと

ることとなった。これに伴い，平成９年３月ないし７月に，決算経理基準の
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改正（平成９年７月 ，資産査定通達（甲７）の発出（平成９年３月 ，４） ）

号実務指針（甲８）の発出（平成９年４月）など，通達や実務指針が整備さ

れていた。

本件中間期における自己査定制度の採用は，金融機関の裁量に委ねられて

おり，長銀は，これを採用していなかったので（他のほとんど全ての金融機

関も同様であった ，長銀の本件中間期決算において自己査定制度の適用。）

はない。

(8) 本件関連親密先

次に挙げる各社を総称して，以下「本件関連親密先」という。

以下のうち，日本リース株式会社（以下「日本リース」という ，エヌ。）

・イー・ディー株式会社（以下「ＮＥＤ」という ，長銀インターナショ。）

ナルリース（以下「長銀リース」という ，日本ランディック株式会社（以。）

下「ランディック」という ，第一ファイナンス株式会社（以下「第一フ。）

ァイナンス」という ）及び株式会社ジャリック（以下「ジャリック」とい。

う ）は，長銀内部においても大蔵省の金融検査においても，長銀の関連ノ。

ンバンクと位置づけられていた。

日比谷総合開発株式会社（以下「日比谷総合開発」という ，エル都市。）

開発株式会社（以下「エル都市開発」という ）及び日比谷総合開発の子会。

（ ， 「 」 。）社である軽井沢総合開発 以下 この３社を 日比谷総合開発等 という

は，長銀及び長銀関連ノンバンクの事業化会社と位置づけられていた。事業

化会社とは，長銀及び長銀関連ノンバンクの有する貸付債権の担保物件を長

銀グループの支配下におきつつ，事業化によって不良債権の回収を図るため

に設立された会社をいう。長銀及び関連ノンバンクは，その保有する担保付

きの貸金債権を事業化会社に譲渡し，融資先の担保不動産を事業化会社に譲

渡させるとともに，事業化会社に対し，貸金債権及び担保不動産を取得する

ために必要な資金を融資していた。
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ア 日本リースグループ

日本リースは，昭和３８年にリコー系リース会社として設立された国内

初のリース会社であり，昭和４９年ころより，代表取締役に長銀出身者が

， 。就任するようになり 長銀の関連ノンバンクとしての性格を持つに至った

日本リースは，新たな収益源を求め，不動産向けの営業貸付業務を拡大さ

せていた。

日本ビルプロヂェクト株式会社（以下「ビルプロ」という ）は，複合。

商業ビルの開発業務を手がけていた不動産会社であり，長銀や日本リース

からの借入金を原資として，土地を買収し，賃料収入又は転売による利益

をねらったプロジェクト事業を展開していた。ビルプロには，下記ビルプ

ロ３社その他の子会社があり，これを総称して「ビルプログループ」とい

う。

四谷プランニング株式会社（以下「四谷プランニング」という ，木。）

挽町開発株式会社（以下「木挽町開発」という ，竜泉エステート株式。）

会社（以下「竜泉エステート」という ）の３社は，平成５年１１月，日。

本リース及びその他の長銀関連会社により設立された株式会社であり ビ，「

ルプロ３社」と呼ばれていた（以下この呼称に従う 。）

（ 「 」 。）有楽エンタープライズ株式会社 以下 有楽エンタープライズ という

は，日本リースのグループ会社の一つである事業化会社であった。

以上，日本リース，ビルプロ，ビルプログループ各社及び有楽エンター

プライズを以下「日本リースグループ」と総称する。

イ ＮＥＤグループ

ＮＥＤは，日本最初のベンチャーキャピタル（今後陽の目を見るであろ

う技術や商品の開発力を持つ中小・零細企業を発掘，資金を投資するとい

った企業の育成指導により，最終的には株式公開（ＩＰＯ）を支援する業

務）として昭和４７年に設立された。長銀は当初より主要株主として出資
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しており，本件中間期末時点で，役員１２人中６人を長銀出身者が占める

など，親密な関係を保っていた。

（ 「 」エクセレーブファイナンス株式会社 以下 エクセレーブファイナンス

という ）は，ＮＥＤが約７９％，後記日本ランディックが約２１％の株。

式を保有するＮＥＤの子会社である。ＮＥＤのための多額の資金を金融機

関から調達するための会社であり，その資産のほとんどはＮＥＤに対する

貸付債権であった。

， （ 「 」 。） ，また 青葉エステート株式会社 以下 青葉エステート という は

ＮＥＤ主導で設立された，ＮＥＤの関連会社であり，ＮＥＤの有する債権

の移管を受けていた。青葉エステートの百パーセント子会社であるグラベ

ス株式会社，ユニベスト株式会社，プロクセル株式会社，日本ビゼルボ株

式会社，ペストーネ株式会社，コーポレックス株式会社，マーベスト株式

会社，キャピセル株式会社を以下「青葉エステート子会社８社」という。

以上，ＮＥＤ，エクセレーブファイナンス，青葉エステート及び青葉エ

ステート子会社８社の合計１１社を以下「ＮＥＤグループ」と総称する。

ウ 長銀リースグループ

， ，長銀リースは 長銀直系の総合リース会社として昭和６１年に設立され

平成４年に国内リース部門を日本リースに移管した後は，国際リース主体

の総合ファイナンス会社と位置づけられていた。

長銀リースの子会社であるあずさ興産，ＦＡＣ，ＡＬＣ及びＡＬＣの子

， ， ， ， ， ， ，会社であるＲＳＣ ＭＳＣ ＫＵＣ ＤＳＣ ＢＩＣ ＰＫＣ メープル

， 「（ ） 」 。ファイブの合計１１社を 以下 長銀リース 子会社等１１社 という

以上，長銀リースを含む合計１２社を以下「長銀リースグループ」と総

称する。

エ ランディックグループ

ランディックは，賃貸ビル事業，マンション事業，不動産仲介事業を行
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うために昭和４９年に設立され，訴外長銀不動産の事業部署の営業譲渡を

受けて，営業を開始した長銀の関連ノンバンクであり，不動産事業及び営

業貸付けを業務としていた。

ランディックの百パーセント子会社である芝中央ファイナンス株式会社

（以下「芝中央ファイナンス」という ，ランディックの受皿会社１３。）

社，不動産子会社６社を，以下「ランディックグループ」と総称する。

オ 第一ファイナンスグループ

第一ファイナンスは，昭和５６年３月に金銭貸付け及びその仲介業務等

を目的として設立され，信販会社との提携ローン等の業務を行っていた長

銀の関連ノンバンクである。平成９年９月末時点で，役員は全て長銀出身

者で占められていた。

第一ファイナンスは，平成７年７月に正常貸付債権を平河町ファイナン

ス（平成６年１１月設立）に移管し，平成９年９月時点では，破綻した取

引先ノンバンクの最後配当を待ちつつ，残存債権の回収業務に専念してい

た。また，第一ファイナンスは，同時に，長銀の取引先である事業会社，

金融機関の株式のうち，保有割合５％を超える場合や他の銀行とのバラン

スへの配慮から長銀が直接保有できない株式を保有する役割も担ってい

た。

すずらん恒産株式会社（以下「すずらん恒産」という ）及びはまなす。

興産株式会社（以下「はまなす興産」という ）は，従来は平河町ファイ。

ナンスが出資していたが，平成７年に第一ファイナンスの百パーセント子

会社となった。

以上，第一ファイナンス，すずらん恒産及びはまなす興産を以下「第一

ファイナンスグループ」と総称する。

カ ジャリックグループ

ジャリックは，その前身は昭和４５年に設立された不動産売買情報提供
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「 」 ， ，などの仲介業務を行う 日本不動産取引情報センター であるが その後

長銀の関連ノンバンクとして，不動産担保金融，抵当証券業務にも進出し

た長銀の関連ノンバンクである。

その後，仲介部門をランディックに移管させるなどして，本件中間期に

， 。は 長銀グループ向けを主とする貸出業務と株式保有業務とを担っていた

ジャリック及びその子会社であるジェーイーコーポレーションを，以下

「ジャリックグループ」という。

キ 日比谷総合開発等

日比谷総合開発は，平成６年２月に主として長銀の関連ノンバンクが権

。 ，利を有する不動産の事業化を推進するために設立された エル都市開発は

平成２年８月に，主として長銀本体が権利を有する不動産の事業化を進め

るために設立された。軽井沢総合開発は，平成７年３月に設立されたグル

ープ会社である。

２ 争点

(1) 商法２８５条の４第２項を本件中間期当時の公正なる会計慣行を斟酌して

， ，解釈したところに照らして 長銀の本件関連親密先に対する貸出債権につき

いかなる会計基準で債権償却特別勘定への繰入額を算定すべきであったか。

(2) (1)の会計基準を用いた場合，本件関連親密先に対する貸出債権につき，

本件財務諸表の債権償却特別勘定への繰入額及びそれに基づいて記載された

貸倒引当金の記載が虚偽であったといえるか。

(3) 被告ｊにつき，上記貸倒引当金への計上額が虚偽であったことを知らず，

かつ，相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったといえる

か（証券取引法２４条の５第５項，２２条１項２項，２１条２項１号・１項

１号 。）

(4) 被告監査法人につき，監査証明をしたことについて故意又は過失がなかっ

たといえるか（証券取引法２４条の５第５項，２２条１項２項，２１条２項
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２号・１項３号 。）

(5) 被告ｃにつき，上記貸倒引当金への計上について，無過失であったといえ

るか。

(6) 損害及び虚偽記載との相当因果関係

３ 争点についての当事者の主張

(1) 争点(1)（繰入基準）について

【原告らの主張】

ア 実施要領の「支援」の内容の意義

商法２８５条の４第２項は，回収可能性の見地から金銭債権を把握しよ

うという趣旨であり，将来の回収可能性の判定によって，回収不能見込額

が決せられることになる。

実施要領は，追加的支援を予定している場合について，事業好転の見通

しがないと判断することは「原則として」適当でないと規定しているに過

ぎず，例外を認めている。

実施要領７(2)②のａ項は 「合理的な」再建計画等との限定を付して，

いるにもかかわらず，ｂ項については，回収見込みのない追加支援でもよ

いという解釈は不合理である。やはり，ｂ項にいう追加的支援も，当然，

それによって債務者の事業好転・元本回収が見込まれることが前提となっ

ていると解すべきである。

文献資料（甲１６・８０頁）においても 「金融機関が，経営上の困難，

に直面した貸出先に対して金利減免等により支援を行っている債権は，関

係者の努力により元本が回収されることを前提に合理的な再建計画が実施

されている先に対するものであり，金利減免債権などについては，有税引

当を行うことについて，将来にわたって貸出金の元本の一部の回収を自ら

否定することになるとして……」とあるように 「支援」は，それによっ，

て債務者の事業が好転し，もって元本が回収されることが前提となってい
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た。

例えば，金融検査での査定に関し 「当面の貸出金等査定におけるⅢ分，

類及びⅣ分類の考え方について」と題する平成７年４月１３日大蔵省金融

（ ， 「 」 。）検査部管理課長発の事務連絡 乙Ｆ２ 以下 平成７年事務連絡 という

において，関連ノンバンクへの貸金債権について，関連ノンバンクに体力

がない場合 「再建計画が策定されていない場合」と「形式的に策定され，

てはいるが，実行可能性等に疑義がある場合」は同列に扱われていた。銀

行の決算は，決算経理基準に従って行われるところ，大蔵省の金融検査は

銀行の決算が決算経理基準に適合して正しく行われているか否かを検査す

るのであり，大蔵省の金融検査は銀行の決算処理と結びついていた。

したがって，上記ｂ項における「支援」とは，元本の回収を前提とした

合理的な計画に基づく「支援」を指すものと解される。そして，計画の合

理性については，平成１１年に定められた実務指針を参考にすれば，実質

債務超過の解消が求められているというべきであり，計画の実現可能性を

判断するに当たっては，当該計画が５年程度の期間を目途に策定されてお

り，かつ計画終了時には実質債務超過が解消されることが予定されている

（ ， ， ， ， ）。ことが必要となる 甲８ 甲２９の３０ ３１ ６６頁以下 甲３１の１

また，支援する側の銀行に，計画に沿った「支援」をするだけの財務面

の体力がない場合には，計画の実現可能性がないと判断されることになる

（ｋ供述参照 。）

実質債務超過額に当該関連親密先の借入れにおける特定の銀行からの借

入れの比率を乗じて，回収不能額を算定する方式をプロラタ方式という。

支援計画に合理性がなく，当該関連親密先の実質債務超過の解消が見込

まれない場合，当該関連親密先に対する貸出債権については，プロラタ方

式により算定された額又は回収不能額を，回収不能額として債権償却特別

勘定に繰り入れ，本件財務諸表において，貸倒引当金として計上すべきで
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あった。

なお，長銀に関する刑事事件の公判においても，支援先かどうかで評価

に差はなく（甲２９・３５頁 ，償却・引当先に対して追加貸出をするか）

どうかは経営判断であり，償却・引当と追加貸出は会計上は無関係である

（甲２９・８６頁以下）として，支援の有無と，償却・引当は原則として

無関係であることが証言されている。

イ 被告らの主張への反論

(ア) ｌ氏の著書の記述（乙Ａ２・５２頁）の趣旨は，通常，追加融資をす

るということは回収が予定されているので，回収不能として償却するの

は矛盾であるというにすぎない。

(イ) 日本興業銀行の住専に対する債権放棄については，母体行主義（母体

行が損失を優先的に負担する方式）によれば全額回収不能，プロラタ方

式（各債権者が損失を按分で負担する方式）によれば約４０％は回収可

能という事実関係のもとで，貸倒処分（直接償却）の要件である全額回

収不能と認定できるかが問題とされ，国税当局と高裁，地裁及び最高裁

とで判断が分かれたのである。

また，長銀の第一住金に対する債権の無税償却の否認も，日本興業銀

行と同じく，修正母体行主義による全額回収不能を前提とする貸倒償却

が否認されたものにすぎない（東京地裁平成１６年３月２５日判決・判

例時報１８５２号２１頁の同５７頁３行目 。）

本件においては，原告らは，母体行主義に基づく回収不能額の可否を

争点としないため，あえて，より引当償却計上額の少ないプロラタ方式

で主張しているものである。

【被告らの主張】

ア 原告らの主張への反論

(ア) 公正なる会計慣行であることの主張立証
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原告らの主張する基準は，当時の会計慣行に反するものであり，事実

に基づいたものではない。

商法３２条２項にいう「会計慣行」と認められるためには，広く会計

上のならわしとされているという一般性及び相当の時間繰り返し行われ

ているという反復継続性という２要件を満たしていなければならない

が，原告らのいうような「支援先であっても，実質債務超過に陥ってい

れば，実質債務超過分をプロラタ方式で按分した額を貸倒引当金として

計上する 」という方法につき，当時の事実としての慣行に即して，上。

記の２要件が満たされないのは明らかであるし，そのような計上をすべ

きであるという見解につき，主張立証はない（被告ｃら 。）

(イ) 唯一性の主張立証

商法２８５条の４第２項の「取立不能ノ虞アリタルトキ」は，債権の

評価という極めて評価的要素が高いものについての規定であり，その算

出過程において会計慣行，主観的判断及び予見的要素等が入らざるを得

ず，複数の方法が「公正なる会計慣行」と認められることは当然の前提

となっている（被告ｃら 。）

したがって，被告の用いた会計基準が公正なる会計慣行に反し商法上

違法なものであったというためには，原告らは，自己の主張する会計基

準が唯一の「公正なる会計慣行」であることを主張立証する必要がある

， ， （ ）。にもかかわらず 原告らは その主張立証をも欠いている 被告ｃら

イ 被告らの主張

(ア) 間接償却の例外性

本件中間期当時の償却・引当の基準は，全体としてみれば，税法上の

法定繰入率による限度額を税法上の貸倒引当金として計上するほか，形

式基準（法人税基本通達９－６－５）による場合は一定の割合を，認定

による場合は税務当局の認定した額を債権償却特別勘定に繰り入れるべ
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きものとするのが，公正なる会計慣行であった（被告ｉ 。）

長銀は，本件中間期において，全ての貸付残高に１０００分の３を乗

じるという一般貸倒引当金を計上しており，このように，期末残高に一

定率を乗じるという会計処理は，商法の「取立不能ノ虞アリタルトキ」

の解釈として，商法の注釈書及び公認会計士協会が合理的と認めている

ものであった（被告ｃら 。）

当時の実務において，貸倒引当金の計上は，税法上の貸倒引当金のみ

を計上するのが原則であり，債権償却特別勘定への繰入れにより計上す

るのは，あくまで例外であった。法人税基本通達は，昭和４２年に「実

質基準による無税の間接償却」を認めることを定めたが，課税対象法人

によって利益調整の方法として利用される可能性があったため，税務当

局は，恣意的な利用がされないように，一貫して，無税の間接償却を認

める範囲を厳格に運用する態度を示しており，金融機関については，後

記の不良債権償却証明制度の実施要領のとおり，厳格に運用されていた

のであって，それが公正なる会計慣行として定着していた（被告ｃら，

被告ｉ 。）

債権償却特別勘定繰入れによる無税償却につき，税務当局が法人税基

本通達９－６－４の「回収不能」の認定を厳しく制限する解釈運用をし

ていたことは，母体行である興銀が住専に対する債権を閣議決定に沿っ

て債権放棄し，回収不能であると判断して損金処理をしたところ，国税

当局がこれを否認したという最高裁判決平成１６年１２月２４日（民集

５８巻９号２６３７頁）の事案からも明らかである（被告ｃら 。）

さらにいえば，関連親密先について，銀行が将来において事業廃止を

， ，予定していた場合も 損失計上時期の恣意的な選択を許さない立場から

具体的に清算等を実行した時点でしか無税償却が認められない扱いが一

般的であった。このことは，平成８年１月に閣議決定された処理案によ
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る住専処理における税務当局の対応からも明らかであり，長銀も住専の

１社である第一住宅金融株式会社に対する約２６７２億円の債権放棄が

平成８年３月期において有税扱いとされている（被告監査法人 。）

むしろ，大蔵省は，銀行の関連ノンバンクに対する支援の問題を，法

人税基本通達９－４－２の問題と捉え，同通達による損金算入を認める

手続を整備拡充することにより 銀行に対し 金融支援を促していた 乙， ， （

Ｂ４・１４６頁以下 。）

(イ) 支援を予定している貸出先に対する債権についての実務慣行

本件当時の実務では，実質債務超過に陥っているなど業況不振の債務

者であっても，主力銀行が消極方針に転じず，資金支援を継続している

場合には，当該債務者の経営破綻は回避され，支援先の金融機関に対す

る支払が遅滞に陥ることはないので，貸付金が回収不能に陥ることはな

いと考えられていた。したがって，支援が予定されている場合にも，貸

（ ，出債権が回収不能の状態に陥ることはないと考えられていた 被告ｃら

被告 。）

このように，当時の実務の考え方として，支援先，特に関連ノンバン

クに対する貸付金について，支援をしながら債権償却特別勘定へ繰り入

れ，貸倒引当金に計上することには矛盾する側面があると考えられてい

た（乙Ｆ３ないし５，被告監査法人，被告ｃら 。）

したがって，実施要領に規定されていたとおり，支援を予定している

先に対する貸付金については，債権償却特別勘定への繰入れはできない

（ ）。 ，というのが会計慣行であったのである 被告ｃら このような場合に

仮に支援を予定している先について，償却証明申請を出す金融機関があ

ったとしても，当然，受け付けられるはずがなかった（被告ａ 。）

また，銀行が自らの関連ノンバンク等の関連会社に対する貸付金につ

いて，償却証明制度に基づく債権償却特別勘定への繰入れを申請するこ
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となどは，およそ考えられないことであったし，仮にそのような申請を

行ったとしても，受け付けられるはずもなかった。

大蔵省金融検査部も，金融機関が支援を継続しながら，他方で，貸出

金に回収リスクがあるとして償却引当を行うことは自己矛盾であり，こ

のような処理をとりえないとの見解を示していた（乙Ｆ５・１頁，乙Ｂ

４・１６１頁 。当時の大蔵省大臣官房金融検査部審査課長補佐ｌ氏の）

著書（乙Ａ２・５２頁）においても 「債務者に対して追加融資を予定，

している場合，無税償却適状にならないことは当然であるが，このとき

有税償却すれば追加融資自体が背任的な行為となるおそれがある点に留

意する必要がある 」と述べられている（被告ａ 。。 ）

なお，原告らが引用する平成７年事務連絡には 「関連ノンバンクに，

対するⅣ分類と償却の関係については，当面，考慮せず査定作業を行う

こととする 」との注記が付されており，本件で問題となっている税法。

基準の解釈や貸出金の償却とは関係がない。むしろ，上記注記は，関連

ノンバンク向け貸出金については，たとえ金融検査でⅣ分類とされたと

しても，償却証明が出されるわけではなかったことを示すものである。

(ウ) 実施要領の解釈

大蔵省金融検査部は，実施要領において，法人税基本通達９－６－４

のうち 「事業好転の見通しがないこと」という要件につき 「ａ合理， ，

的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合」のほか，

「 （ ， ， ，ｂ債務者に対して追加的な支援 融資 増資・社債の引受 債務引受

債務保証等）を予定している場合」には，事業好転の見通しがないと判

断することは適当ではないとの解釈指針を示していた。

法人税基本通達９－６－４は，恣意的な無税償却が利益調整の手段に

用いられるのを防ぐために無税償却の範囲を限定する趣旨で設けられて

いる規定であり，実施要領７(2)ハ②もその判断基準を示した規定であ
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るから（実施要領１「方針」参照 「合理的な」支援でなければなら），

ないなどという明文にない要件を読み込んで，無税償却の範囲を拡大さ

せるのは，規定の趣旨に反する（被告ｃら，被告ｉ 。）

実施要領の前記規定のａ項には 「合理的な」合併計画，再建計画と，

いう条件が付されているが，同項は，具体的な支援がない場合や再建計

画が作成中の場合であっても，再建計画等の合理性が証明できる場合に

は無税償却の対象としないという規定である。対して，ｂ項は「追加的

な支援を予定している場合」としか規定しておらず 「合理的な」とい，

う文言はなく，かつ，具体的な支援の存在を前提とするａ項と同列に考

えることはできないから，ｂ項の支援が「合理的な」支援を意味すると

解することはできない（被告監査法人 。ａ項は債務者サイドの状況に）

関する規定であり，ｂ項は，金融機関の債務者に対する支援姿勢に関す

る規定であり，ｂ項は，追加支援の具体例として主要な貸借対照表に計

上される与信取引（融資，増資・社債の引受，債務引受，債務保証等）

を例示したものであり，メインバンク・母体行の債務者に対する姿勢が

消極又は取りやめに転じない限り，法人税基本通達９ー６－４の適用は

認めないということを明示している（被告ｉ 。）

したがって，銀行がその関連親密先に対し，新規融資，既往融資の折

り返しの実行などの「支援」を行う意思を有する場合には，これら関連

親密先に対する貸付金については，法人税基本通達９－６－４に基づく

無税による債権償却特別勘定への繰入れが認められる余地はなかった。

原告らは，長銀刑事事件における証言等（甲２９等）も引用するが，

その引用部分は，全て，早期是正措置制度及び自己査定制度下における

行政上の指針等の解釈が述べられているに過ぎず，税法基準の内容につ

いて述べられたものではない。

(エ) 「支援」の意義
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ここにいう「支援」とは，債権放棄・現金贈与等による損益支援のみ

ならず，残高維持（返済期限の繰延べや借換え，新規融資を行うことに

より貸付債権について即時回収を図らず，貸付額を一定に保つことをい

う ・資金繰り支援・営業支援・人材派遣・恒常的な母体行としての。）

バックアップ体制の採用等，当該企業を存続発展させるための幅広い支

援も含まれる（被告監査法人，被告ａ 。）

原告らは，支援の目標が元本の回収にあることが必要である旨主張す

るが，経営不安に陥った関連親密先の再建のために，母体行として行う

べき支援は，当該企業の債務超過を収益支援により直ちに一掃すること

まで目的とするものではない（被告ａ 。）

なぜなら，日本のメインバンクシステムの下では，当該関連親密先の

財務内容が雪だるま式に悪化している状況を回避し，他行の信頼を保て

るレベルまで収益支援を行い，その後は，母体行としての恒常的な支援

を続けることにより，収益力を回復させ，当該企業が自力で回転しうる

体力を付けさせることで支援の目標は達せられると考えられていたから

である（被告ａ 。）

原告らの援用する平成１１年の実務指針については，早期是正措置導

入に伴い，行政上の指針が変遷した後のものであり，本件中間期当時の

会計慣行の裏付けとはなりえない（被告ｃら 。）

(オ) 長銀の資金支援の体力の必要性

原告らは，債権償却特別勘定繰入れの要件として長銀の体力の存否を

主張し 「支援の体力がない場合」には繰入れが認められる旨主張する，

が，銀行側の体力の存在は，法人税基本通達及び実施要領において，債

権償却特別勘定への繰入れの要件となっておらず，かかる主張は失当で

ある（被告監査法人 。原告らの主張は，乙Ｆ４号証におけるｋの報告）

，「 ，中 支援する銀行の体力がなく支援自体が現実的でない場合をのぞき
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分割処理も可能と理解していました」との記載を根拠とするようだが，

この記載は，支援損の分割処理に関する記載に過ぎない（被告監査法

人 。）

(2) 争点(2)（繰入額の算定及び虚偽記載の有無）について

ア 総論

【原告らの主張】

(ア) 原告らが本件関連親密先に対する債権の回収不能額を算出したのは，

各甲号証に基づく。刑事事件と本件とで，対象となる会計基準時が異な

ることは認めるが，本件関連親密先各社の経営，財務状況の判断資料と

しては，刑事事件における証拠も有用である。

原告らが本件関連親密先及びその関連会社等の含み損を検討している

のは，回収可能性を検討するためには，当該債務者の実質的な財務内容

が問題になるからであり，実施要領の「７審査基準」(2)ハ①において

も 「債務超過は，資産について再評価を行い，実質的に債務超過にな，

っているかどうかで判定する 」と明記されている。。

したがって，法人税基本通達９－６－４に該当するか否かを判断する

際には，貸付先の資産を時価評価して，債務超過か否かを算定すること

が求められている。

(イ) 本件関連親密先各社の経営，財務状況の資料は，本件中間期と平成１

０年３月期とで概ね共通であり，各社の経営・財務状況の判断について

も，概ね一致するものであるから，刑事事件における供述調書も信用に

足りるものというべきである。

(ウ) 長銀の資金支援の体力

常務会資料（甲１３等）によれば，長銀に資金支援する体力が既にな

かったことは明らかである。

【被告らの主張】
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(ア) 原告らは，刑事事件の供述調書及びこれに添付された各種資料を参考

として本件関連親密先各社の損益状況ないし実質債務超過額等を推計し

たものと思われる。しかし，これらの資料の大半は，早期是正措置の導

入を控え，不良債権処理の促進等を部内で検討するために計数等を記載

， ， 「 」したものであり 特に関連ノンバンク 関連親密先各社の 貸借対照表

については，その時点において清算をしたと仮定したいわゆる「清算バ

ランス」によって作成されており，事業の継続を前提とした資産評価を

行ったものではない。このような清算バランスは，当該企業をその時点

で法的破綻をさせた場合の評価方法であり，税法基準では，例えば，保

有不動産の評価損失が無税償却の対象として認められていなかったこと

をみても明らかなように，国税当局は，このような清算バランスに基づ

く損益支援計画を認めていなかった。

上記資料は，常務会の経営判断の資料として，一定の目的から便宜的

に作成された書類というべきである。

例えば，甲１１で，関連ノンバンクの「含み損益」と標記されている

ものは，貸付金の無担保部分を機械的に全額回収不能と扱い損失に計上

しているものと推察され，平成１０年３月期の会計基準（担保による回

収できない部分についても，Ⅲ分類，Ⅳ分類債権の回収可能性に応じて

回収可能額を検討することとされていた ）よりも厳格な評価である。。

しかも，貸付先における不動産の含み損の評価の問題としてみれば，不

動産の含み損はいわゆる減損会計の導入によって認識されるべきもので

， （ ， ）。あり 現時点においてすら強制されていないものである 乙Ｆ６ ７

甲１１は，常務会の経営判断の資料として便宜的に作成された書類であ

り，償却・引当金の算出の資料とするのは妥当でない（被告ａ 。）

少なくとも本件中間期当時は，会計制度上，取得原価主義がとられ，

時価会計は採用されていなかったのである（被告ｉ 。）



25

むしろ，平成１０年３月末を基準日とする日銀考査においても，本件

関連親密先に対する貸付金に関する長銀の自己査定と日銀考査には差異

がほとんどなく，Ⅳ分類債権も全く存在しなかった（被告監査法人 。）

(イ) また，長銀の刑事事件における供述調書は，自己査定制度を前提とす

る平成１０年３月期決算に関するものであり，本件中間期については全

く意識しないまま作成されたものであるから，信用性の保証はない（被

告ａ 。）

(ウ) 長銀の資金支援の体力（被告監査法人，被告ａ）

仮に，長銀の支援のための体力が問題になったとしても，長銀の業務

純利益は，平成７年度約２０３６億円，平成８年度約１９６６億円，平

成９年度約１６４７億円と，２０００億円前後で推移しており（乙Ｆ１

６の１ないし３ ，本件中間期時点において，毎年２０００億円前後の）

支援を続ける体力があったことになる。長銀に体力があったことは，金

融監督庁が平成１０年３月末を査定時点として平成１０年９月に行った

検査の結果において，長銀の平成１０年３月期の自己資本が７８７１億

円存し，要追加償却額２７４７億円と含み損１６８４億円を差し引いて

も３４４０億円存したとされていることからも裏付けられる（乙Ｆ１

７ 。）

また，長銀は，本件中間期において，必要資金の６割強を金融債の発

行によっており，当時の長銀の金融債に対する格付は投資適格であった

から（Ｓ＆ＰではＢＢＢ＋（ＢＢＢ以上が投資適格 ，ムーディーズで）

はＢａａ２（Ｂａａ以上が投資適格 ，資金調達能力にも問題はなか））

った。

長銀が事業継続能力が喪失したのは，平成９年１１月に，拓銀が破綻

したことを契機として日本の金融システムに対する不安が生じ，平成１

０年６月から，法の不備をついた外資による株式の空売り攻勢を受け，
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同年夏ころに格付が下げられ，複雑な政治的思惑が絡み合った結果，特

別公的管理開始決定を受けることになったという本件中間期以降の事情

による。

したがって，本件中間期当時，支援計画の実現性を疑うべき事情はな

かった。

（エ）法人税基本通達９－６－４により，債権償却特別勘定に繰り入れて損

金処理を行うためには，争いのない事実（６）エに摘示されている３つ

の要件を満たす必要があり 「事業好転の見通しがない」がいかなる場，

合に当たるかについて，実施要領は，７（２）ハ②ａ項及びｂ項に該当

する場合は「事業好転の見通しがない」と判断することは適当ではない

という指針を示し，上記ａ項及びｂ項に該当する事実の有無が「事業好

転の見通しがない」と言えるか否かのメルクマールとなっていた。

そして，平成９年９月期当時，原告らが償却引当不足を主張している

すべての関連親密先に対して，支援を予定していたのであるから，関連

， （ ） ，親密先については 実施要領７ ２ ハ②ｂ項に該当する事由が存在し

法人税基本通達９－６－４による債権償却特別勘定への繰入れができな

かったことは明白である。

原告らは，実施要領の要件について，平成９年９月期当時，関係親密

先において，②「事業好転の見通しがない」という事由が存在していた

と主張しているが，当時の税法基準の解釈として，原告らの主張を裏付

ける証拠はなく，実質上，実質債務超過の事実のみで法人税基本通達９

－６－４による債権償却特別勘定への繰入要件を満たすと述べているに

等しく，主張は失当である（被告ｃら 。）

イ 日本リースグループ

【原告らの主張】

(ア) 日本リース本体
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日本リースは，不動産向けの営業貸付業務を拡大していたが（甲４６

・３～５丁 ，平成２年以降のいわゆるバブル崩壊により，不動産業者）

向け貸付金の多くが不良債権化し，平成３年３月期には，受皿の事業会

社に対する元加利息や未収利息を収益から除いた実質ベースでは，赤字

決算に陥っていた（甲４６・５，６丁 。）

その後も事業化未了物件の含み損は拡大していき，平成６年３月期に

は，不良債権が１兆円を超え，形式上は貸借対照表の資本の部は７３５

億円となっていたが，飛ばし債権（日本リースの一般貸付先に対する貸

付金が不良債権化したため，当該不良債権を日本リースが日本リースの

事業会社に融資し，当該事業会社に，当該不良債権又は担保物件を不良

債権額の簿価で買い取らせたもの。日本リースは受皿会社に対する貸付

債権を有することになるが，その大部分は回収不能であった ）を除い。

た債権の含み損等のみを含めただけでも，２２６０億円の実質債務超過

であった（甲４６・資料１，５丁 。）

， ， ， ，そこで 日本リースは 平成６年４月以降長銀に支援要請し 長銀は

日本リースの有する不良債権約１兆１５００億円のうち，飛ばし部分約

４５００億円を秘匿したまま事業会社に分離し，公表した不良債権７６

００億円に対する支援として５年間で２４４０億円の損益支援（債務者

の損益の改善に繋がる現金贈与・貸付債権の放棄などの支援を行うこと

をいう ）を行う計画を作成し，国税庁に提出した（甲４６・１７～１。

９頁 。その後，日本リースは，平成８年３月期までに，資本勘定の取）

（ ）崩しや長銀からの２か年で約１６００億円の損益支援 甲３６号証３頁

により，約４５００億円の不良債権処理をして，長銀からの支援を終了

させたものの，平成８年３月期時点で，決算上５５３億円の債務超過で

あり，さらに不良債権，不動産等の含み損を加えると，約６０５８億円

の実質債務超過であった。長銀は，他の銀行系のノンバンクの動きに合
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わせて，平成８年３月期の決算前に不良資産処理の収束感を打ち出すた

めに，支援を終了させたのである。

日本リースは，本件中間期において，公表決算では資本確定２２２億

円であったところ，実際には，日本リースが有する貸付債権（リースを

除く）１兆０３３４億円（未収利息４５４億円を除く）のうち，回収不

能額は６３２６億円に上り，５１６０億円（６３２６億円－１１６６億

円）が償却・引当不足であったので（甲４４・資料１，甲４４・資料３

２丁以下 ，４９３８億円の実質債務超過であった（甲４５・資料５，）

末尾から５丁 。）

そして，平成９年３月期の日本リースの営業利益は２５６億円であっ

たが，この内約８０億円は日本リースの事業会社に利息相当分を追い貸

しして，それを原資にして利息を支払ったことにしたもので，実質の営

業利益は約１７６億円であった（甲３７号証７，８頁 資料２，３ 。）

したがって，日本リースが自己の収益のみで実質債務超過を解消する

となると２８年以上かかる計算となり，しかも，既に平成９年１１月時

点で４０００億円の資金ショートが予測され，かつ，長銀に資金支援す

る体力が既になかったのであるから，日本リースは遅くとも平成９年９

月には実質的に破綻していたというべきである。実際，日本リースは資

金繰り破綻を回避するため，平成１０年１月から３月は新規リース契約

の成約をストップせざるを得なくなったのである（甲３６・７～１７頁

資料２末尾の資料，甲３７・１０頁 資料５ 。）

したがって，本件中間期当時，長銀の支援によって日本リースの実質

債務超過の解消が見込まれるという状況にはなかったから，合理的な支

援を予定していたという場合には当たらない。

よって，日本リースの債務超過額４９３８億円につき，日本リースの

借入金総額２兆１７１５億円に対する長銀からの借入金２５５７億円の
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比率を乗じた金額（プロラタ方式 ，すなわち，）

４９３８億円／２兆１７１３億円×２５５７億円＝５８１億円

を債権償却特別勘定に繰り入れなければならなかった。

なお，日本リースの受皿子会社に対して長銀は１８３６億円の貸付け

があり，これらの相当部分についても貸倒引当金に計上されるべきであ

ったと考えられるが，ビルプロ３社，有楽エンタープライズ以外の受皿

子会社の状況が不明なので，本訴訟では主張しない。

(イ) ビルプロ

ビルプロは，バブルの崩壊等によって平成２年から経営状況が急激に

悪化し，平成５年７月には大幅な債務超過で経営破綻していることが明

らかになり，長銀・日本リース以外の金融機関の多くは平成６年３月ま

でにビルプロに対する債権を債権買取機構に売却したが，法的処理等に

よって長銀・日本リースの不良債権を一括償却することは長銀・日本リ

ースの存続にもかかわることから，同年１１月ころからビルプロの処理

を先延ばしする目的で再建計画が立てられることになった。

そして，それに伴い，各金融機関から日本リースに対して，ビルプロ

グループ向け不良債権の圧縮を求められたため，平成５年１１月，ビル

プロ３社を設立し，ビルプロ３社が長銀からの約４５８億円の借入れを

原資として日本リースのビルプロに対する不良債権約４７０億円を簿価

で買い取ることになった。同不良債権は移管当時から２００億円以上の

担保割れであり，額面の半分以下の担保しかない不良債権を簿価で譲渡

することには，法律上・税務上の問題があるため，担保物件に事業計画

があることにし，４～５年は事業化を進めて最終的にできなかったとす

ることで，引当償却を先へ延ばすことが合意された（甲４１・１～３７

丁 。）

ビルプロ３社のうち，木挽町開発移管債権の担保物件と四谷プランニ
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ング移管債権の担保物件については，事業化の理屈をつけることもでき

なかったため，平成９年７月時点で長銀も償却引当を予定していた。残

る竜泉エステート移管債権の担保物件については，平成８年７月にパチ

ンコ業者との間で事業用定期借地権締結に向けた合意書が取り交わされ

たことを理由に償却引当を回避する意向が示されていたが，現実には本

契約締結の目途も立っていなかった（甲４１・６５～６８頁 。現に，）

平成９年１１月の長銀特定債権対策委員会においても，ビルプロ３社は

事業化は全く進捗しておらず，実質破綻先として担保非カバー分はⅣ分

（ ）。類と査定するしかないことが報告されている 甲４１・９１～９２頁

平成８年７月期において，ビルプログループに対する長銀グループの

貸付けは合計２８１７億円，長銀グループ以外の金融機関からの借入れ

を含めたビルプログループの借入金合計は５６２２億円であったのに対

し，ビルプログループの資産は，簿価では借入額合計と同じ５６２２億

円であるものの，その時価は１１９０億円に過ぎず，極端な債務超過で

あった。しかも，同期での損益は，最終損失３６６億円，繰越損失７９

５億円であった。

このように，ビルプロは平成８年７月時点で既に破綻しており，長銀

は，平成９年９月までビルプロに対する金利一部免除の支援を続けてい

たものの，支援を再開するとしても，実質債務超過の解消に向けた支援

は実現不可能であった。

平成９年９月８日時点での長銀グループのビルプログループに対する

債権額は１８４４億円（元本１５９５億円，未収利息２４９億円）であ

ったが，そのうち１６１６億円（元本１３６７億円，未収利息２４９億

円）は回収不能であった（甲４１・資料１１）ので，長銀は，ビルプロ

グループに対する債権のうち１６１６億円を債権償却特別勘定に繰り入

れなければならなかった。
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(ウ) 有楽エンタープライズ

有楽エンタープライズは，平成８年４月ころまでに大阪市日本橋以外

の保有物件を全て売却して多額の売却損を計上し，平成９年３月期で決

算上も総資産１６１億円に対して３０億円の債務超過であった。日本橋

の物件についても，パチンコビルを建築する計画があったが，平成８年

９月賃借予定のパチンコ会社が倒産したため事業計画は白紙になってい

た。

本件中間期末時点で，有楽エンタープライズ保有地全体の時価評価は

２０億円（日本橋の土地の簿価（取得価格）は約１５３億円）に過ぎな

かったのに対し，長銀からの借入れは約６３億円，日本リースからの借

入金は約１３０億円であった（甲３８号証，甲３９号証 。）

， ，このように 有楽エンタープライズは既に破綻していたのであるから

実質債務超過の解消に向けた支援は実現不可能であり，長銀の貸付債権

のうち，担保によりカバーされない４３億円（保有不動産は長銀の優先

担保が設定されていた）は回収不能であり（甲４４・資料１，２丁 ，）

債権償却特別勘定に繰り入れなければならなかった。

(エ) 小括

以上によれば，長銀は，本件中間期において，日本リースに対する債

権について５８１億円，ビルプログループに対する債権について１６１

６億円，有楽エンタープライズに対する債権について４３億円の，合計

２２４０億円を債権償却特別勘定に繰り入れ，貸倒引当金に計上しなけ

ればならなかった。

【被告らの主張】

(ア) 日本リース

日本リースは，長銀の業務を補完する関連ノンバンクであった。日本リ

ースは，流通業などが相次ぐ大型店舗の建設・出店などに対応して土地取
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得資金や店舗建設資金について融資業務も併せ行うことを通じ，営業貸付

部門が拡大していたが，バブルの崩壊によって，同部門における不良債権

化が拡大した（被告ｉ 。）

日本リースに対しては，長銀は平成３年度，５年度に資金面での支援

を行ってきたが，同社の経営状況はその後も悪化していた（被告ａ，被

告ｉ 。）

そこで，長銀は，平成６年３月以降，支援計画を検討し，平成７年３月

期を初年度とし３年間で１０２５億円の損益支援を行うとともに，日本リ

ース自体も自社保有資産の含み益及び剰余金を取り崩すことによって，不

良債権の重みを克服し，再び自転可能な状態に復元させることを目的とす

る再建計画を策定し，国税当局の承認を得た（被告ｉ，被告ａ，被告監査

法人 。）

なお，原告らは，上記日本リースの再建・損益支援計画について『不良

債権のうち飛ばし部分４５００億円を秘匿したまま ・・・損益支援計画を，

国税庁に提出』と主張し，あたかも支援計画に胡散臭さがあるかのごとく

主張している。しかしながら，不動産の評価損については，税法上，損金

計上が認められていなかった。したがって，日本リースに対する損益支援

計画においても，それらの不動産は法人税基本通達９－４－２による子会

社に対する損益支援の対象として認められなかった。長銀は，原告らが主

張する不動産については，国税当局に開示しており，秘匿などしていなか

った（被告ｉ 。）

配当事件判決（東京地裁平成１７年５月１９日判決（乙Ｂ４ ）も，長銀）

が「日本リースに対する貸出金を全額放棄し，同社は，他の金融機関から

も一部債権放棄を受けるなどして不良債権の含み損等６０００億円の損失

を処理するとの計画が示された」と判示して，再建計画の存在を認めてい

る（被告監査法人 。）
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こうして，長銀は初年度の平成７年３月期に４９０億円（４９１億円）

の損益支援を実施し，さらに，平成８年３月には，予定額の倍近い１１

００億円（１０９８億円）の損益支援を前倒しで実施した（被告ｉ，被

告ａ，被告監査法人 。）

この結果，日本リースは自転可能な状態になり，再建に目処が立った

ため，長銀はこれをもって損益支援を完了した（被告ｉ，被告ａ 。本）

件中間期において，具体的な損益支援の予定はなかったものの，それは

必要な支援を実施済みであったからである（被告監査法人 。）

また，日本リースは，このように自転できる状況に復帰した上，長銀か

ら引き続き広義の支援を受けていた（被告ｉ 。長銀は，本件中間期にお）

いて，日本リースグループに対して，従前と同様に支援することを予定

（ ） ， （ ）。していたこと 乙Ｂ２ は 原告らも認めるところである 被告ｃら

そして，日本リースは，当時，朝日監査法人による監査済みの財務諸

表上で，平成９年３月期における経常利益は１８億７０００万円，平成

（ ） ，１０年３月期における経常利益は３７億１８００万円 乙Ｆ８ であり

黒字を上げて自転していたのであり，本業部門の営業基盤は確立されて

いたことから，事業好転の見通しがなかったとはいえない（被告監査法

人 。）

したがって，日本リース及びそのグループ会社に対する貸出債権は，債

権償却特別勘定繰入れの要件を満たしていなかった。

なお，原告らは，平成９年１１月時点において日本リースの資金ショー

トの可能性や，同社の新規リース成約ストップを指摘して，平成９年９月

中間期には同社経営は既に破綻していたと主張している。しかし，そもそ

も，平成９年１１月の北海道拓殖銀行，山一證券，三洋証券の相次ぐ破綻

による未曾有の金融危機は，本件中間期以降に発生した現象である。この

， ，ような金融危機において 金融機関の貸出姿勢が一斉に消極化した以上
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日本リースが新規リース契約を一時的にストップしたのはいわば当然の施

策であった。新規リース契約の一時的ストップとは，リース事業の拡大を

一時断念することであって，既存のリース契約は継続していたので，リー

ス事業を中断したわけではない。こうした動きは，日本リースばかりでな

く，他の大手リースも金融機関からの資金調達難を踏まえ，同様に行って

いたことであり，金融環境が落ち着きを見せてきた翌年の平成１０年４月

からは，日本リースも新規リース契約を再開しているのである（被告ｉ 。）

(イ) ビルプロ，ビルプロ３社及び有楽エンタープライズ

， ，ピルプロ３社及び有楽エンタープライズ等に対する融資は それ自体

事業化会社を利用して，担保対象不動産を移管させて，これを開発・事

業化させるという日本リースに対する「事業化支援」の一環として行わ

れたものであった（被告ａ 。）

上記各社は，日本リースから融資不動産を買い取り，長銀は，その買

取資金を融資し，以後，事業化が完了するまでは，長期借入金について

は返済条件の変更という形で残高維持（返済期限の繰延べや借換え，新

規融資を行うことにより貸付金債権について即時回収を図らず，貸付額

を一定に保つことをいう ）を予定していたのであり 「追加的な支援」。 ，

を予定していた（被告監査法人 。）

このうち，ビルプロは，平成５年１１月から平成７年１０月にかけて

第１次自主再建計画を策定し，取引金融機関に対しては期間中の約定弁

済の猶予と金利一部支払を要請したが，市況が依然として低迷していた

ため，本件中間期当時，平成７年１１月から平成９年１０月までの第二

次自主再建計画を実行中であり，従業員をほぼ半減させるなどの人件費

削減を行った上，大型物件を売却し，賃貸物件の稼働率を向上させてい

。 ，「 」た 各金融機関も上記計画の進行を見守っており 再建計画が進行中

であった（被告監査法人 。）
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ビルプロ３社及び有楽エンタープライズにおいても，保有物件につい

て，複合共同ビルの建設計画（四谷プランニング）やパチンコ店舗建設

計画（竜泉エステート ，パチンコ業者向け賃貸ビル建設計画（有楽エ）

ンタープライズ）といった事業化計画があり 「再建計画」が作成中あ，

るいは進行中であった（被告監査法人 。）

したがって，長銀は，日本リース及び上記各社に対する貸出債権につ

いて，債権償却特別勘定に繰り入れることはできなかった（被告監査法

人 。）

確かに，日本リースの有楽エンタープライズ，ビルプロ３社を含む事業

化会社が保有する不動産に関し，引取り後の地価下落により含み損失が生

じていたが，事業化会社はこれら不動産について逐次事業化を進め，金利

等のキャリングコストの吸収に努めていたのであり，支援の合理性は明ら

かである（被告ｉ 。）

また，事業化会社による対象物件の活性化は，一種のプロジェクトフ

ァイナンスであったから，事業化が完成するまではキャッシュフローを

生まず，赤字が累積することは当然の前提であった（被告ａ 。）

ウ ＮＥＤグループ

【原告らの主張】

(ア) ＮＥＤ本体

ＮＥＤは本来はベンチャー企業に対する融資を目的とした会社であっ

たが，バブル期に不動産関連融資を一気に増やし，バブル崩壊により，

その業績を著しく悪化させた。

ＮＥＤは長銀グループの協力の下，不良債権を受皿会社９社などに簿

価譲渡するなどして業績悪化の隠蔽を図ったが，国税庁の指導により平

成９年３月期には受皿会社へとばした不良債権等をＮＥＤ本体に買い戻

した（甲５７・２～４頁，甲５９号証５～１１頁 。なお，同不良債権）
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は，平成８年３月時点でその約８７％が回収不能見込みであるⅣ分類債

権であった（甲５８・資料⑪ 。）

ＮＥＤの実質債務超過額は，平成９年３月期は１３０６億円，平成１

０年３月期は２７０６億円であった（なお，甲５８・１４頁では平成９

。 ，年３月期は２３１８億円の実質債務超過とされている 甲５８・資料⑪

⑬では平成８年３月，１０年３月期の資産状況が表示されているが，資

料⑫の平成９年３月期は資産の部がおそらく刑事弁護人の不同意により

白紙となっているので，資料としては確認できない。平成８年３月期か

ら１０年３月期までの実質債務超過額の推移を見ると，甲５８・１４頁

の方が正しいと考えられるが，原告らとしては債務超過額の少ない甲１

１・２７丁によるものとする 。）

ＮＥＤの基礎収益たる経常利益をみると，平成９年３月期に１３億０

３００万円，平成１０年３月期に１６億６８００万円を計上しているも

のの，これは表面的な数字に過ぎず，実質的な利益といえない未収利息

， ， ，等を控除すると 平成９年３月期 平成１０年３月期の経常利益合計は

実質的には大幅な赤字であった（１３億０３００万円＋１６億６８００

万円－１０８億２４００万円＝－７８億５３００万円，甲５８・資料⑪

～⑬ 。）

このように，ＮＥＤは，平成９年３月期，１０年３月期には，実質大

幅な経常赤字かつ実質債務超過であり，また，ＮＥＤが国税局へ提出し

た支援計画を予定通りに平成１０年３月期まで実施しても債務超過の解

消には全く足りない状況にあり，実質債務超過解消の目途は立っていな

かった。ＮＥＤに対する支援計画は，ＮＥＤの再建に向けられたもので

はなく，ＮＥＤの破綻隠しのために最小限の債権放棄をしていただけで

ある（甲５７，５９ 。）

したがって，長銀は，ＮＥＤに対する貸付債権のうち，平成９年３月
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期の債務超過１３０６億８２００万円からエクセレーブファイナンスか

らの借入れ４５０億円を除いた８５６億８２００万円をプロラタ方式で

按分した

８５６億８２００万円×１５億１０８１万円／（４９７６億０１０

０万円－４５０億円）＝２９２億４７００万円（原告の平成１５年７月

１５日付準備書面記載の原文のママ ）。

を債権償却特別勘定に繰り入れなければならなかった（なお，平成９年

３月期の長銀借入額は不明であったため，負債額等は平成１０年３月期

の金額を使用した 。）

(イ) 青葉エステート（甲５１－２，甲５８・資料⑬，甲１１・２７丁）

青葉エステート及びその子会社８社はいずれも本店所在地を同じく

し，いずれも当初から従業員が全くおらず，ＮＥＤに業務委任をしてい

るという，全く幽霊会社であった（甲５１～５６ 。）

青葉エステートの平成９年３月時点の借入れは４９４億５５００万円

（借入先の内訳は長銀２４７億８４００万円，第一勧銀２４６億７１０

）， ， ，０万円 資産の時価は３８億８６００万円であり 実質資産としては

不良資産たる不動産，短期信託受益権のみで，負債が実質資産の約１３

倍ある破綻会社であった。

したがって，その実質債務超過の解消に向けた支援は実現不可能であ

った。青葉エステート及びその子会社８社とエクセレーブファイナンス

は，そもそも実態の存在しない受皿会社であり 「再建」について論じ，

るまでもない。

長銀は，債務超過分を借入額で按分した

４５６億５２００万円×２４７億８４００万円／４９４億５５００万

円＝２２８億７８００万円

を債権償却特別勘定に繰り入れなければならなかった。
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なお，母体行主義をとれば長銀貸付全額が回収不能となるが，母体行

， （ ） 。主義をとることは強制ではないので 按分方式 プロラタ方式 による

また，青葉エステート子会社８社についても，平成９年３月期にＮＥ

Ｄが不良債権を買い戻した後，不良債権保有時のキャリングコスト（利

息追貸分，不良資産売却損など）に相当する借入れのみが残り，一方資

産が全くない完全な破綻先となっており，実質債務超過の解消に向けた

支援は実現不可能であった。

したがって，長銀は，上記８社に対する貸付金１２６億３０００万円

については，その回収が見込まれないので，債権償却特別勘定に繰り入

れなければならなかった。

(ウ) エクセレーブファイナンス（甲５８・１１，１２頁 資料⑥～⑩）

エクセレーブファイナンスの業務は長銀やその他の長銀グループから

融資を受けて無担保でＮＥＤに貸し付けることであり，その業務をＮＥ

Ｄに委託していた。すなわち，ＮＥＤが長銀グループから資金調達する

， ，際のトンネル会社に過ぎず その資産総額４５０億７３００万円のうち

４５０億円がＮＥＤに対する貸付けであった。

したがって，長銀グループのエクセレーブファイナンスへの貸付けの

回収可能性は，エクセレーブファイナンスのＮＥＤへの貸付けの回収可

能性と全く一致するものであった（甲５８・５～１２頁 。）

ＮＥＤは前記のように平成９年３月には既に２千億円以上の巨額の債

務超過で実質的に経営破綻しており，合理的な支援は実現不可能であっ

たから，エクセレーブファイナンスのＮＥＤに対する無担保貸付けは全

額回収不能であるので，本件中間期には，長銀は，エクセレーブファイ

ナンスに対する貸付債権３００億円全額を債権償却特別勘定に繰り入れ

なければならなかった。

(エ) 小括
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以上によれば，本件中間期，長銀はＮＥＤグループに対する債権につ

いて，少なくとも

①ＮＥＤ本体について ２９２億４７００万円

②青葉エステートについて ２２８億７８００万円

③青葉エステート子会社８社について １２６億３０００万円

④エクセレーブファイナンスについて ３００億円

の合計９４７億５５００万円を債権償却特別勘定に繰り入れなければな

らなかった。

【被告らの主張】

(ア) ＮＥＤ本体

ＮＥＤは，ベンチャーキャピタルとして設立された長銀の関連ノンバン

クである（被告ｉ 。）

長銀としては，上場大企業が証券市場の発展に伴い資金調達の場を間

接金融から直接金融に軸足を移していく方向が予測される中，ＮＥＤに

よるベンチャーキャピタル業務（ＩＰＯ支援業務）の展開が最重要な施

策であると判断してきた。ＮＥＤについては，本業を補完する観点から

営業貸付部門に取り組んできたが，この事業部門においてバブルの崩壊，

地価の下落から不良債権が拡大したため，ＮＥＤは，取引金融機関からの

借入を維持継続させるべく，黒字決算確保に向け，保有資産の売却益を計

上するなどの自助努力につとめた。

しかし，ＮＥＤの自助努力のみでは限界があり，母体行の長銀では，国

税当局から承認を得た期間５年，損益支援総額１８５４億円の再建計画に

基づき，平成６年３月期から支援を開始し，平成９年３月期までの４年間

に１０５１億円の支援を行っており，残高維持といって資金支援も継続さ

れていた。その後も地価が持続的に下落したことから，再建計画の見直し

を行う必要を生じた。新たな見直し計画は，平成１０年３月期から平成１



40

４年３月期までの５年計画であり，支援総額２９５１億円（当初計画から

の通算４００２億円）とするものであった。国税当局は，長銀の申出が他

の関連ノンバンクである長銀リースの見直し計画と時期が重なること，長

銀リース，ランディック２社の前倒し終了と輻輳することなどから，ＮＥ

Ｄについては，平成１０年３月期は当初計画の承認残枠の範囲で損失処理

を認めることとし，見直し計画の承認は平成１１年度に行うことにしたい

旨要請した。そこで長銀は国税当局の要請を受け，本件中間期よりも後の

平成１０年３月期に２００億円（２０２億円）の損益支援を行ったのであ

る（甲１１・１，２丁，被告ｉ，被告監査法人 。）

配当事件判決（乙Ｂ４）でも 「平成１０年３月２３日開催の常務会にお，

いて，当初の計画を延長し，５年間（平成１０年３月期から平成１４年３

月期まで）で，総額２９５１億円の支援を行い，不良債権３０１０億円を

処理する修正計画を立案・了承し，この計画に基づき，国税当局と折衝し

て，新たに無税の承認を受けて，エヌイーディーの不良債権を処理し，同

社の本業部門（ベンチャーキャピタル業）を不良債権部分から分離しこれ

を再建する計画を実施する旨決定した 」旨判示されているように，再建計。

画は明確に存在した（被告監査法人 。）

よって，長銀は，本件中間期において，ＮＥＤグループに対して，今

（ ， ）。後の追加的支援を予定していたことは明らかである 乙Ｂ２ 被告ｃ

また，上記の支援の結果，ＮＥＤは，朝日監査法人（現あずさ監査法

人）による会計監査済みの計算書類上も，平成９年３月期に１３億０３

００万円，平成１０年３月期に１６億６８００万円の経常利益を計上し

ており，事業好転の見込みを有していた（乙Ｆ２５，２６ （被告監査）

法人 。）

(イ) 青葉エステート

青葉エステート及びその受皿子会社８社の不良債権は，ＮＥＤの再建計
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画及び支援計画に組み込まれており，平成１４年３月期までの支援により

全て処理される予定とされていた（甲１１中の「エヌイーディー㈱の処理

について」別添１，被告ｉ 。）

上記９社につき，ＮＥＤグループ会社一体として支援計画を立てられ

ていたことは，甲１１・２２丁中段左側の枠内の「受け皿会社に対する

当行資金支援」との記載からも明らかであり，上記ＮＥＤ支援計画にお

いては，一体処理について国税局の承認を得ていた。また，受皿会社の

， 。 ，債務については 全てＮＥＤが保証又は保証予約していた したがって

その債務は実質的にＮＥＤの債務と同視できるものであったから，受皿

会社に対する債権につき，ＮＥＤと切り離して債権償却特別勘定に繰り

入れることは不可能であった（被告ｃ，被告監査法人 。）

(ウ) エクセレーブファイナンス

ＮＥＤにとっては，長銀からの損益支援（債権放棄）は，損益面の償

却・引当財源となるとともに，資金面の手元資金となる。したがって，

ＮＥＤのエクセレーブファイナンスからの借入金は，この手元資金増加

分により返済できるわけであるから，長銀のＮＥＤに対する損益支援計

画の対象先として，エクセレーブファイナンスを挙げる必要は全くなか

った。

換言すれば，エクセレーブファイナンスのＮＥＤに対する貸出金は，

常時，回収可能な資産である。

したがって，長銀のエクセレーブファイナンスに対する貸付金につい

て償却・引当すべき理由はなかった。

(エ) 小括

ＮＥＤグループ各社については，以上のように，支援が予定されてたの

であるから，本件中間期において，これらに対する貸出債務について，債

権償却特別勘定繰入れの要件を満たしていなかった。
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エ 長銀リースグループ

【原告らの主張 （甲１１・１３丁以下）】

長銀リースは本来償却すべき不良債権の償却を免れるため，不良債権を

関連１１社に簿価譲渡をするなどして償却をせずに済ませてきたが，監査

法人等の指摘もあり，これらの不正な決算対策を修正するため，受皿会社

向け債権約３００億円を償却する必要が生じた。しかし，長銀リースは自

力で資金調達が困難な状況であった。

このような状況下，長銀は平成６年３月期から平成１０年３月期まで５

か年で合計５６５億円の債権放棄による支援を計画し，平成９年３月期ま

でに５０５億円の債権放棄を実施したにもかかわらず，長銀リースは，受

皿会社に対する貸付金を全く償却することができなかった（甲１１・１３

丁 。）

長銀リースの平成９年３月期の資産状況は，１６億円の資産超過，時価

で９１３億円の債務超過であり，長銀グループ向け債権のうち，ビルプロ

グループに対する債権についての２８億円の回収不能額を加えると９４１

億円であった（なお，関連１１社向け貸付け及び連結子会社株式は，これ

らが破綻会社でありかつ無資産であることから，時価評価は０円として算

定した。また，長銀グループ向け貸付け及び未収収益については，多額の

含み損があったと予想されるが，現在その内容が判明しないので，時価と

簿価を同一として計算している 。一方，税引き前利益は３６００万円に）

過ぎなかった。

また，長銀リース関連１１社の平成９年３月期の資産状況も，簿価で３

０１億円，時価で３６２億円の債務超過であり，また，経常利益は２９億

円以上の赤字であり，全くの破綻状態であった。

以上を連結し，関連１１社の債務超過分と長銀リースの債務超過分を合

計すると１３０３億円となり，これから長銀リース保有の関連１１社に対
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する貸付金及び株式を控除すると，平成９年３月期で長銀リースグループ

で約１０６０億円の債務超過，約２９５億円の当期損失であったことにな

る。

また，平成９年３月には，長銀リースは既に新規貸出を実質的にストッ

プし，資産及び負債の整理を進めるだけの会社になっていた。その後，平

成１０年３月には，長銀は，平成１０年３月期から平成１４年３月期まで

合計１０１４億円の債権放棄による支援を計画したが，計画終了後の清算

を予定せざるを得なかった（甲１１・１５丁 。長銀リースグループに対）

する支援計画は，甲１１・１６丁で対外的には支援終了を装いつつ，約２

６０億円の不良債権は平成１３年３月期まで処理をしないこと及び不動産

受皿会社の処理はしないことが明記されているように，一部の不良債権を

， 。隠蔽した支援計画であり 損失処理の先延ばしを図るだけのものであった

甲１１・１７丁では，平成１３年３月期以降は清算も含めて検討すること

とされており，存続が困難との認識があった。

以上によれば，長銀リースは，既に長期間（少なくとも３年以上）大幅

な債務超過であり，新規貸出はしていないなど事業好転どころか事業の将

来への継続自体予定されていなかったのであるから，合理的な支援計画は

存在しなかったといえ，長銀の長銀リースグループに対する貸付金約１５

， （ ）。７１億円のうち １０００億円以上の回収不能が見込まれていた 甲９

したがって，長銀は，本件中間期において，少なくとも，長銀リースグ

ループ全体の実質債務超過額１３０３億円につき，全体の借入額２８７８

億円における長銀からの借入額１５７１億円の比率に従って按分した７１

１億円を，回収不能見込額として債権償却特別勘定に繰り入れなければな

らなかった（平成９年３月期の金額に基づき算出 。）

【被告らの主張】

長銀リースは，長銀の国際融資業務と一体をなし，これを補完するもので
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あった（被告ａ 。）

長銀リースは，バブル崩壊後，営業貸付部門の不良債権が拡大したため，

長銀は同社の再建計画を作成し，平成６年３月期から同１０年３月期まで５

年間，損益支援総額７９７億円とする支援計画について国税当局の承認を得

て，この計画に基づき平成９年３月期まで４年間で合計５０５億円の支援を

行った（被告ｉ，被告監査法人 。）

この再建計画は，前記ＮＥＤに関する事由と同様の事情により，見直しが

必要となったため，長銀は，平成１０年３月期を１年目とし，同１４年３月

期を最終年度とする期間４年とし，損益支援総額１０１４億円（当初計画か

， ）らの通算金額は１５１９億円 平成１０年３月期に４４１億円の損益支援

とするさらなる支援計画につき国税当局の承認を得ており（甲１１・２，１

）， ， （ ）。３丁 本件中間期において 今後の追加的な支援を予定していた 乙Ｂ１

なお，長銀は不良債権の前倒し処理を急ぐため，国税当局の了解を得て，同

１０年３月期に，７９８億円の損益支援を行うことにより，見直し後の損益

支援を１年で完了させた（被告ｉ，被告監査法人 。）

また，上記の支援の結果，長銀は長銀リース本体及び受皿会社全社に関す

る不良債権を全て処理し（甲１１ ，自転可能な状態に復した（被告ｉ，被）

告ａ 。長銀リースは，平成９年３月期及び平成１０年３月期に約１０億）

円の経常利益を挙げており（乙Ｆ２３ ，事業の継続が可能な状態であっ）

た（被告監査法人 。）

したがって，長銀リース及び受皿会社に対する貸出金については，債権償

却特別勘定繰入れの要件を満たしていなかった。

なお，長銀リース関連１１社については，長銀リース等からの貸付けが

なされているのみで，長銀本体からの貸付けはないので，これらの会社に

対する無税償却の可否を検討する必要はない（被告監査法人 。）

オ ランディックグループ
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【原告らの主張】

平成９年３月期当時，ランディック単独で時価で１９６９億円の債務超

， 。過 ランディックグループで時価で２９９４億円以上の債務超過であった

そして，収益状況をみると，平成８年３月期に６５２億円の経常損失，

平成９年３月期に３８２億円の経常損失を上げており，資産売却及び長銀

グループからの追加融資（大幅債務超過，経常大幅赤字への追加融資であ

る）によって資金不足を補填するしかない状態であった。実際，長銀グル

ープからの借入れは，平成７年３月期から平成１０年３月期にかけて，３

１３４億円から４６２７億円まで増加している（甲１１・５丁 。）

一方，長銀によるランディックグループに対する支援計画は，乙Ｂ１・

９丁に「支援終了後も関係会社貸付は相当残る 「残存不良債権のキャ」，

リング負担」とあるように，一括償却すべき損失の一部のみを償却・引当

していく手段でしかなかった。

このように，ランディックグループは大幅な債務超過及び長期にわたる

経常損失の状態にあったのであり，長銀は，平成９年３月には総額１９７

３億円の支援（うち，平成９年３月期は３０２億円）及びランディックの

百パーセント子会社である伸栄開発向け不良債権４００億円につき，肩代

わりによる支援をしたものの（甲１１・４丁 ，これにより，実質債務超）

過の解消が見込まれていたわけではなく，事業好転の見通しもなかったの

で，長銀の貸付債権は，債権償却特別勘定への繰入要件（第１，６）に該

当するものであった。

そして，ランディック本体については，実質債務超過額１９６９億円，

総負債６３７５億円，うち長銀からの借入れは１５１１億円であるから，

プロラタ方式による長銀の回収不能見込額は，４６６億円であり，その他

グループ会社については，実質債務超過額２１５８億円，総負債５６１２

億円，うち長銀からの借入れは２７７３億円であるから，プロラタ方式に
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よる長銀の回収不能見込額は１０６６億円であった。

よって，長銀は，ランディックグループ全体に対する貸出債権４２８４

億円のうち，１５３２億円を債権償却特別勘定に繰り入れなければならな

かった。

なお，ランディックグループの長銀グループ向け貸付けについては，そ

（ ） ， （ ）の内容 相手先の特定など が分からないので 含み損 回収不能見込額

は０として算定したものであり，長銀グループ向け貸付けの内容が判明す

れば，さらに回収不能見込額は増加するものである。

【被告らの主張】

銀行にとって，不動産事業，すなわち土地の売買情報の入手，これによる

， ，売買仲介 さらには自らの買取による賃貸ビルやマンションの建設保有等は

銀行業務を補完する必須の業務であり，ランディックは長銀にとって重要な

関連ノンバンクであった。ランディックは，副業として行ってきた営業貸付

部門において，バブルの崩壊，地価の大幅，かつ持続的な下落を背景に不良

債権が増大し，平成９年以降は，含み資産による自力決算が不可能となった

（被告ａ，被告ｉ 。）

このため長銀では，期間５年の再建計画を作成し，５年間総額１，９７３

， ，億円の損益支援につき国税当局の承認を得て 平成９年３月期に３０２億円

平成１０年３月に１６７１億円（合計１９７３億円）の損益支援を実施し

た。平成１０年３月期には，国税当局の了解を得て，３年前倒しの損益支援

を実施したものである（甲１１№１，被告ｉ，被告ａ 。）

この損益支援によって，ランディック本体は自転可能な状態となった（被

告ａ 。）

このように，長銀が本件中間期において，ランディックに対するさらなる

支援を予定したことは明らかであり（甲１１，乙Ｂ１ ，債権償却特別勘定繰）

入れの要件を満たしていなかった（被告ｃ 。）
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， ， ，また 明和監査法人による会計監査済みの計算書類上も ランディックは

長銀の残高支援等のもと，平成９年３月期には５２億５４００万円（乙Ｆ

２８ ，平成１０年３月期には２億１０００万円（乙Ｆ２９）の経常利益）

を上げており，本業たる賃貸ビル事業は，稼働率がほぼ１００％という高

水準を維持していたため，事業継続が可能な状態にあった（被告監査法

人 。）

ランディックの受皿１３社，不動産子会社６社については，長銀からの

貸付けはなく，ランディック等からの貸付けがされているにすぎないこと

から，長銀として独立に無税償却の可否を検討する余地はない（被告監査

法人 。また，ランディックの不動産子会社については，国税当局が不動産）

の評価損失については無税処理を認めないこととしているので，事業化や事

業化物件の稼働率向上により活性化することとしたが，長銀ではランディッ

クの営業力・事業力からみて十分可能であると判断していた（被告ｉ 。）

芝中央ファイナンスについては，その借入債務につきランディックの保

証又は保証予約がされていることから，ランディックと一体として評価す

べきである（被告監査法人 。）

以上より，本件中間期において，ランディック本体及び芝中央ファイナン

（ ， ） ，ス 及び受皿子会社１３社 不動産子会社６社 に対する貸出金については

債権償却特別勘定繰入れの要件を満たしていなかった。

カ 第一ファイナンスグループ

【原告らの主張】

第一ファイナンスは，バブル経済の崩壊後不良債権が急増し業績が悪化

し，特に平成７年度に入って，取引先の関西系ノンバンクが破綻し，外部

資金の調達が困難となったため，経営危機に陥った。

そのため，平成７年７月ころ，第一ファイナンスの正常債権と不良債権

とが分離され，平河町ファイナンスに正常債権と他行からの借入れが移管
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され，第一ファイナンスは不良債権と多額の含み損を抱えた有価証券を資

産とする，長銀のみを借入れ先とする清算予定会社となった。これ以後，

第一ファイナンスは新規融資は行わず，保有する不良債権の回収のみが業

務という事業実態のない実質清算会社となっていた。

また，すずらん恒産及びはまなす興産は，平河町ファイナンスが出資し

た，第一ファイナンスの不良債権の受皿会社であったが，上記正常債権と

， ，不良債権との分離に合わせて 平河町ファイナンスの負担を軽減するため

同時期から第一ファイナンスの百パーセント子会社に変更された。

このように，第一ファイナンスには，再建計画も，再建見通しもなく，

長銀の決算を繕うために清算・処理が先延ばしにされていただけの状態で

あった（甲１１・２８丁，甲３２，甲３５ 。）

第一ファイナンスは，平成８年９月時点で，長銀からの借入れ１３０２

億円，他からの借入れ２億円に対し，本体の資産（時価）が８７５億円，

グループ全体の資産が７６５億円（時価。グループ子会社の資産と負債と

， 。の差から算出される債務超過額を 第一ファイナンスの資産から控除する

以下同じ ）であった。資産のうち，第一ファイナンスグループの外部に。

対する貸付金は，簿価で５７８億円（６０２億円－２０４億円＋１８０億

円）であったが，このうち，５４５億円の貸付債務についての平成１０年

３月時点での状況は，甲１１・２８，３０丁のとおりであり，大部分の貸

付先が破産，特別清算，会社整理など既に法的に破綻しており（新京都信

販は平成８年６月自己破産，他は法的破綻日不明 ，ヒロシ興産，大阪フ）

ァイナンス，九州流通サービスは，平成９年１２月までに実質的に破綻し

ており（甲３４・５～８丁 ，甲１１・３０丁で唯一正常先とされていた）

ＴＩＳＣ，ＤＩＭについても，甲１１・２８丁では「利払いを継続してい

るが，元本償還は困難」とされており，いずれも法的・実質的な破綻先と

して，担保等により回収が見込まれない部分は，法人税基本通達９－６－
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１，２に基づき，直接償却すべき債権であった。なお，資産の保有株式の

うち，非上場株式４４億円は，長銀グループの株式であり，実質上は無価

値か著しく価値が下がっていることは明らかであるが，その価格低下分は

時価に算入していない。

その後，第一ファイナンスグループの資産状況はさらに悪化し，平成１

０年３月時点では，長銀からの借入れ１２４６億円，他からの借入れ２億

円に対し，本体の資産（時価）が５８８億円，グループ全体では資産（時

価）が４５０億円であったから，この時点で，長銀の第一ファイナンスに

対する貸付け１２４６億円のうち，７９８億円は回収の見込みがなかった

といえる。

一方，当然であるが，第一ファイナンスグループでは，不良債権の回収

によるわずかな収入しかなく，平成８年３月以降，一貫して大幅な赤字を

続けていた。

以上のとおり，第一ファイナンスグループの実態は不良債権の回収のみ

を行う実質清算会社であり，かつ平成９年３月期には既に負債（長銀借入

れ）が資産（時価）の２倍に及ぶ全く破綻企業であったから，清算処理を

先延ばしにしていたものであり，実質債務超過に向けた支援計画の実現は

不可能であった。

よって，本件中間期の資産を時価評価した証拠資料はないが，少なくと

も平成９年３月期の実質債務超過分６０４億円は，明らかに本件中間期末

でも回収不能であったといえ，長銀は，これを債権償却特別勘定に繰り入

れなければならなかった。

【被告らの主張】

第一ファイナンスは，金融機関系ノンバンクなどを中心に，貸出業務を拡

大したが，関西系ノンバンクの破綻に伴い長銀以外の金融機関からの資金調

達が円滑に進まないおそれが生じた。このため，長銀は平成６年１１月に設
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立した平河町ファイナンスに，同７年７月に正常貸付債権及びこれに見合う

借入金を移管するという抜本的なリストラを実施した（被告ｉ 。）

第一ファイナンスは，このリストラ実施以降，長銀のみの一行取引とし，

債権回収業務に専念することになったが，債権回収業務の完了にはまだ相当

な年数を要する見込みであったし，有価証券保有という形態で，長銀に代替

して出資するという機能を引き続き担っていたので，長銀にとっては，なお

極めて重要な関連ノンバンクであった（被告ｉ 。）

そこで，長銀は，本件中間期当時，母体行として，第一ファイナンス及び

そのグループ会社に対し，折返し融資（ロールオーバー）の実行，新規融資

や返済条件の変更による残高維持，回収・管理のための人材派遣等の支援を

継続しており，追加的な支援を予定していた（甲１１中の「第一ファイナン

ス㈱の処理について」№２，乙Ｂ１ （被告ｉ，Ｃら，被告監査法人 。） ）

また，第一ファイナンスは，資産の約半分が市場性のある有価証券であ

り，証券市場の動向によっては財産状態に大幅な改善の可能性を有してお

り（甲１１・３０丁 ，追加的な支援によって，将来の精算時はいざ知ら）

ず，当面の事業の維持は可能であった（被告監査法人 。）

原告らは，第一ファイナンス及びその子会社について，事業実態のない実

質清算会社であり，長銀決算取り繕いのため清算処理を先延ばししてきたな

どと主張するが，第一ファイナンスは前記のとおり，依然として長銀にとっ

て重要な機能を有していたのであり，支援を継続していたのであるから，原

告らの主張は失当である。

また，原告らは，平成８年の大蔵省検査において同社の保有有価証券がⅣ

分類と査定された事実があると指摘している。しかし，この大蔵省検査は，

平成７年４月１３日事務連絡にしたがって関連ノンバンクの査定を行ったも

のであるが，同事務連絡の脚注に記載されているとおり，大蔵省検査におけ

る関連ノンバンクの資産査定は，償却・引当とは無関係に行われていた。同
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社の保有有価証券については，低価法により査定され，評価損はⅣ分類とさ

れたが，これは，償却・引当とは結びつくものではない。

ちなみに，甲１１によれば，長銀は，平成１０年３月期に第一ファイナ

ンス向け債権のうち，同社の繰越損失相当額部分１３８億円について有税

償却しており，同時期ですら，有税による処理しかできなかったのである

から，自己査定制度の導入以前である本件中間期に，無税償却ができるは

ずがないことは明らかである（被告ｃら，被告監査法人 。）

はまなす興産及びすずらん恒産については，長銀本体からの貸付けはな

， （ ）。いので 独立して無税償却の可否を検討する必要はない 被告監査法人

キ ジャリックグループ

【原告らの主張】

ジャリックグループの平成８年３月期の資産状況は，簿価で３３億７７

００万円，時価で３９億８４００万円以上の債務超過であった（甲１３・

４ないし６丁 。）

損益をみると，ジャリックは，平成７年３月期で４００万円，平成８年

３月期で９００万円の税引前利益を計上していたが，これらは，平成７年

３月期においては，未収利息２億２７００万円，資産売却益１億５４００

万円を，平成８年３月期においては未収利息６９００万円，資産売却益１

， ，億３１００万円を計上したことなどの決算調整によるものであり 実態は

平成７年３月期で３億７７００万円以上の当期損失，平成８年３月期は１

億９１００万円以上の当期損失であり，資産売却によって資金繰りをつけ

ていたものである（甲１２・４丁，甲１３・４丁 。）

このようにジャリックは，純資産の約８０％にも上る貸付金についての

含み損を計算に入れなくとも，既に債務超過であり，かつ数期連続の実質

赤字であった。

ジャリックグループに対する支援計画については，グループ各社はいず
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れも長銀からの借入れにより長銀グループの不良資産を買い取った受皿会

社であり，その破綻を表面化させないため，元本返済を猶予し，利息分を

負い貸ししていただけであり，これを「支援」ということはできない。

よって，ジャリックグループの実質債務超過額は６７億円（実質債務超

過額３９億円に長銀グループ向け貸付け以外の貸付金の回収不能見込額２

８億円を加算したもの）であり，長銀からの借入金は８３０億円，その他

（長銀グループ）からの借入れが１０５億円であったから，長銀は，プロ

ラタ方式により，

６７億円×８３０億円／（８３０億円＋１０５億円）＝５９億円

を債権償却特別勘定に繰り入れなければならなかった。

【被告らの主張】

ジャリックは，昭和４５年に設立された不動産売買情報提供などの仲介業

務を行う「日本不動産取引情報センター」を前身とし，その後，不動産担保

金融，抵当証券業務にも進出した長銀の関連ノンバンクであるが，その後，

仲介部門をランディックに集中移管するなどして，本件対象期の本件中間期

には，貸出業務（長銀グループ向けが大部分）と株式保有業務とを主体とし

ていた（被告ｉ 。）

長銀は，本件中間期において，母体行として，ジャリック及び同社グルー

プに対し，返済資金の融資による借換えの方法による残高維持などの資金支

援を行っており，かつロールオーバーに応じるなどの追加支援を予定してい

た（乙Ｂ１，被告ｃら，被告監査法人 。）

， ， ，また 明和監査法人による監査済みの計算書類によれば ジャリックは

貸借対照表においても債務超過ではなく，経常利益を上げて自転していた

（乙Ｆ３０，３１，被告監査法人 。）

したがって，ジャリック及び同社グループに対する長銀の貸出金は，本件

中間期において，債権償却特別勘定繰入れの要件を満たしていなかった。
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なお，原告らは，ジャリック及び同社のグループ会社であるジェーイーコ

ーポレーションについて，その実質債務超過額は６７億円に達しており，こ

れに応じた償却・引当が必要であると指摘するが，原告ら引用の書証は，長

銀が大蔵省検査に際し，不良債権処理を促進する観点から作成し提出した清

算バランスの評価方式による試算結果であり，企業評価の一つの基礎資料に

過ぎず，企業会計上の基準による貸出金の評価ではない（被告ｉ 。）

ク 日比谷総合開発等

【原告らの主張】

日比谷総合開発は，平成６年３月期において，総資産が簿価１億円，借

入れが０円，平成７年３月期において，総資産が簿価７５３億円（時価６

４４億円 ，借入れが７５３億円（全て長銀）であり，平成７年３月期ま）

では実体がなく，同期に長銀又は長銀関連会社の受皿会社として長銀の融

資で不良資産を簿価で買い取っただけの会社であった。そして，平成８年

３月期には，簿価で１３億円の債務超過，時価で１１４億円以上の債務超

過であり，１０億円の当期損失を計上していた。

このように同社は，平成７年３月期に受皿会社として不良資産を長銀の

融資で簿価で購入しただけの会社で，元々実質債務超過であり，簿価譲渡

後も大幅な赤字計上を続けるだけの決算対策のためだけの破綻企業であっ

た（以上，甲１３・４～６丁 。）

なお，同社の長銀グループ向け債権３５９億円については，その貸付先

及び内容が分からないので，含み損を０円として算定してあるが，それが

判明すれば，粉飾額はさらに増加する。

エル都市開発は，平成７年３月期に長銀及び長銀グループからの融資に

よって不良資産を簿価で購入していることから分かるように，長銀及び長

銀グループ各社の受皿会社であった。

エル都市開発は，平成６年３月期以降，大幅な当期損失を出しており，
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平成８年３月期で，長銀からの借入れは１３６６億７０００万円，簿価で

， ，８６億４６００万円 時価で６６６億６９００万円以上の債務超過であり

２８３億９９００万円の当期損失であった。

このように，エル都市開発も，大幅な債務超過でかつ連続大幅赤字であ

り，単に債権者である長銀及び長銀グループが債権を回収しないことによ

って存続できている実質破綻会社であった（以上，甲１３・４～６丁 。）

以上によれば，日比谷都市開発等は，いずれも長銀からの借入れにより

長銀グループの不良資産を買い取った受皿会社であり，その破綻が表面化

しないため，元本返済を猶予し，利息分を負い貸ししていただけであり，

これをもって「支援」ということはできない。

よって，日比谷都市開発の借入れは全て長銀からであるので，長銀は，

日比谷総合開発に対する貸付債権のうち，同社の実質債務超過額１１４億

円を債権償却特別勘定に繰り入れるべきであり，エル都市開発の長銀から

の借入れ１３６６億円のうち，実質債務超過額６６６億円，他からの借入

金１,３０９億円（なお，全て長銀グループからの借入れである ）であ。

るので，

６６６億円×１,３６６億円／（１,３６６億円＋１,３０９億円）＝３

３８億円

は回収不能見込額といえるので，これを債権償却特別勘定に繰り入れなけ

ればならなかった。

なお，長銀グループ借入れの債権者が特定されれば，その長銀グループ

， 。会社の債務超過額は増加し 同社に対する長銀の粉飾額はさらに増加する

また，エル都市開発の長銀グループ向け貸付金は１０７億円あるが，これ

も貸付先が判明しないため含み損を０としているが，貸付先が判明すれば

エル都市開発の債務超過額はさらに増加し，長銀の粉飾額も増加するもの

である。
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【被告らの主張】

長銀は，バブル崩壊により，長銀及び関連ノンバンク（ＮＥＤ，長銀リー

ス，ランディック及び日本リース）の有する不良債権について，値の下が

った担保不動産を債務者から切り離し，その事業化により付加価値を付け，

事業収益を確保するため，平成２年，主として長銀本体が権利を有する不動

産の事業化を進めるために，エル都市開発を設立し，次いで，平成６年，関

連ノンバンク各社の権利を有する不動産について事業化を本格的に進めるた

めに，日比谷総合開発を設立し，担保不動産を移管させるとともに，不動産

取得に必要な資金を融資した（被告ｉ，被告ａ 。）

不動産の事業化は，計画の立案から竣工までに数年の期間が必要な一種の

プロジェクトファイナンスであり，事業化が完成するまではキャッシュフ

ローを生まず，事業収益が得られるまでの金利などのキャリングコストにつ

いては，支援が不可欠である（被告ｉ，被告ａ 。）

したがって，長銀は日比谷総合開発及びそのグループ会社と，エル都市開

発に対し，事業収益が得られるに至るまで金利等のキャリングコストについ

て，返済資金の融資による借換えの方法によって，残高維持の資金支援を行

っており 本件中間期においても 追加的な支援を実施する予定であった 乙， ， （

Ｂ１，被告ｃら，被告監査法人 。）

また，各社とも，長銀及び関連ノンバンクの融資担保不動産のうち優良

物件を鑑定価格にて取得し，権利関係等の調整をした上で，保有物件につ

，「 」いて賃貸ビル・マンション等の開発・事業化を計画しており 再建計画

が作成中あるいは進行中であった（被告監査法人 。）

したがって，上記各社に対する長銀の貸出金は，本件中間期において，債

権償却特別勘定繰入れの要件を満たしていなかった。

なお，原告らは，上記の点に関し，エル都市開発を取り上げ，大幅債務超

過，連続大幅赤字，実質破綻会社であるとの主張をするが，不動産の事業化
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に当たっては，前記の理由で，赤字が累積することは当然の前提であると

いう事業化会社の特色等を考慮しない短絡的な見方というべきである（被告

ａ，被告ｉ 。不動産価格のさらなる下落により，含み損を抱えることになっ）

た事例も少なくないが，このことから直ちに当時の事業化会社の構想が合理

性を欠いていたとはいえない。

ちなみに，平成８年に行われた大蔵省検査においても，日比谷総合開発，

エル都市開発及び両社のグループ会社についてはⅡ分類の査定とされていた

（甲１３・の資料６，被告ｉ 。）

ケ 本件中間期以後の有税償却について

【被告監査法人の主張】

自己査定導入後においても，債権償却特別勘定繰入れ要件の認定による

無税償却はあいかわらず容易ではなく（乙Ｆ２１ ，原告らが，本件中間）

期に法人税基本通達９－６－４により無税償却できたと主張する債権の一

部について，長銀は，平成１０年３月期に償却・引当を実施しているが，

現実に支援を実施して支援損が認められた長銀リース，ランディック，Ｎ

ＥＤを除き，全て有税による償却・引当となっている。ＮＥＤ，エクセレ

ーブファイナンス，青葉エステート，日本リース等に至っては，平成１１

年３月末までに特別清算や会社更生を申し立てているにもかかわらず，相

当部分について有税引当を余儀なくされている。

そもそも，有税償却は課税金額を増大させるだけでなく，税効果会計導

入前の当時においては税引後利益の額をも圧縮するのであるから，無税償

却できるものをわざわざ有税償却する理由は一切ない。

仮に原告らが主張するように，長銀が無税償却のための開示によって本

件関連親密先の実態が明らかになることを恐れていたのであるなら，一部

について無税償却し，課税金額の増加を防止する方が合理的であり，すべ

てを有税償却することはない。
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したがって，上記債権については，平成１０年３月期においてさえ，無

税償却することはできなかったのである。

さらに，国有化後の平成１１年３月期においてすら，本件関連親密先の

うち少なくともＮＥＤ，エクセレーブファイナンス，青葉エステート，日

， 。本リース等については 相当部分について有税引当を余儀なくされている

【原告らの主張】

原告らが貸倒引当金に計上すべきと主張する債権の一部について，長銀

が，平成１０年３月期において，有税償却せざるを得なかったのは，不良

資産を隠蔽し，各社の経営状況，財務状況を良好に見せかけていたためで

ある（甲３３・１６頁以下 。無税償却を避けたのは，本件関連親密先の）

実態が明らかになるのを回避するためである（各供述調書 。）

コ まとめ

【原告らの主張】

以下に述べるところによると，貸倒引当金の計上額の粉飾及びそれに基

づく本件半期報告書の虚偽記載の内容は以下のとおりである。

貸倒引当金の粉飾額（債権償却勘定に繰り入れるべきであった金額）の

内訳

日本リースグループ ２２４０億円

ＮＥＤグループ ９４７億円

長銀リースグループ ７１１億円

ランディックグループ １５３２億円

第一ファイナンスグループ ６０４億円

ジャリックグループ ５９億円

日比谷都市開発等 ４５２億円

合 計 ６５４５億円

貸倒引当金
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本件中間報告書における計上額 ４８４１億円

真正に計上すべき額 １兆１３８６億円

負債の部 合計

本件中間報告書における計上額 ２６兆９６３２億円

真正に計上すべき額 ２７兆６１７７億円

資本の部 合計

本件中間報告書における計上額 ９５４４億円

真正に計上すべき額 ２９９９億円

中間純利益

本件中間報告書における計上額 １００億円

真正に計上すべき額 △６４４５億円

【被告らの主張】

本件半期報告書に記載した貸倒引当金の金額は適正なものである。

本件関連親密先に対する貸付債権につき，債権償却特別勘定に繰り入れ

るべきものはなかった。

サ 中間財務諸表の監査の特殊性等

【原告らの主張】

(ア) 中間財務諸表作成基準（乙Ｆ１０）によれば 「中間財務諸表は，中，

間決算のために特に必要と認められる会計処理を除き，正規の決算に適

用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならな

い （第一，二８９頁）と明記されている。。」

そして，被告監査法人の引用する中間財務諸表監査基準（乙Ｆ９）に

よれば，中間財務諸表の監査は 「中間会計期間に係る有用な会計情報，

を提供しているかどうかを確かめる」ことを目的として 「中間財務諸，

表作成の基礎となった会計記録の信頼性及び中間財務諸表項目の金額の

妥当性を確かめ 「中間財務諸表の作成の基礎となった会計記録につ」，
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いては，取引記録に関する通常実施すべき監査手続によって，信頼性の

程度を確かめる」と明記されている（上記第一 。）

このように，中間財務諸表の監査においても，中間財務諸表の項目の

， ， ，金額の妥当性が監査の主たる対象であり 監査法人は 除外事項の指摘

意見表明差し控えその他の監査意見の表明を義務づけられている（上記

第二 。）

また，中間財務諸表に基づく有価証券半期報告書にも，証券取引法上

虚偽記載の規定があることは，前記争いのない事実等のとおりである。

したがって，中間監査においても，中間財務諸表の項目の金額の妥当

性について，監査法人が監査責任を負うことは明らかである。

(イ) 被告監査法人への反論

本件半期報告書の注記は，自己査定の導入に伴い，従前の債権償却特

別勘定繰入額等だけでなく，これまで貸出金償却及び貸倒引当金に計上

されていなかった要注意先債権，破綻懸念先債権の相当額についても償

却又は引当を計上しなければならなくなるという予告であり，従前から

計上すべきであった債権償却特別勘定繰入額についての粉飾の問題を何

ら是正するものではない。

【被告監査法人の主張】

中間財務諸表は，一事業年度の上半期という独立の会計期間でない期間

について，有用な会計情報を提供するものである（乙Ｆ９・中間財務諸表

監査基準 。有用な会計情報とは，当該中間会計期間を含む事業年度の損）

益予測に資する会計情報という意味である。

すなわち，中間財務諸表は，当該中間会計期間を独立した会計期間とし

て期末時点における期間損益確定のための損益状況についての会計情報を

提供するものではなく，事業年度末時点における期間損益確定のための損

益状況についての会計情報を提供する財務諸表とはその性格を大きく異に
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している。

ところで，金融機関については，早期是正措置の導入により，自己資本

比率が金融機関の健全性を表す最重要指標とされることに伴い，平成１０

年３月期決算から，自己資本比率算定に重要な影響を持つ償却・引当制度

について大幅な変革がなされることとなっていた。すなわち，早期是正措

置の不可分の前提として，従来，大蔵省検査に基づいて行われてきた資産

分類を金融機関自らが行う自己査定制度が導入され，この自己査定制度に

基づく新しい償却・引当制度を平成１０年３月期決算から導入するため

に，資産査定通達や４号実務指針が新たに作成された。資産査定通達や４

号実務指針は，税法基準以外に，金融機関が従うべき償却引当の会計処理

の具体的な実務指針をはじめて明らかにしたものである。

そして，各金融機関では，これらの実務指針が示されたことにより，自

己査定導入後の平成１０年３月期決算では，償却・引当の大幅な積み増し

が予定されていた。

以上のような事情から，本件中間報告書では，監査証明の対象となる中

間財務諸表自体の追加情報として 「銀行業の決算経理基準が平成９年７，

月３１日に改正され，当事業年度末決算から適用されることに伴い，当事

業年度末決算においては，資産の自己査定結果を踏まえた新たな償却及び

引当金の計上基準を定め，その基準に基づき貸出金償却及び貸倒引当金を

計上することになりました。この結果，当事業年度末決算においては多額

の貸倒引当金繰入れ等が見込まれます 」と記載し，中間貸借対照表，中。

間損益計算書と当該追加情報を合わせて読むように注意を促していた。

本件中間財務諸表は，かかる注記事項も含めて，長銀の実態に応じた有

用な情報，すなわち事業年度末の損益予測に資する情報を提供しているこ

とは明らかであり，仮に貸倒引当金の計上額がある程度誤っていたとして

も，全体としてみれば，虚偽記載はなかった。
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(3) 争点(3)（被告ｊの善意無過失の抗弁）について

【被告ｊの主張】

被告ｊが長銀の常務取締役であったのは，平成８年１２月から平成１０年

初めまでである。

被告ｊは，資金調達担当の常務取締役であったことから，本件関連親密先

に対する債権の処理を行っていた事業推進部の作業に関わる立場になかった

， ， ， ，ため 関連親密先の財務内容については 取締役会 常務取締役会を通じて

各会が開催されている時間内に，そこに提出された資料及びその説明によっ

てのみ，関連親密先に関する半期決算報告の当否を判断することができたに

過ぎないのであり，そこに，不正の存在を示す根拠があれば格別，そうでな

い限り一般的な注意義務としての個々の貸付けの返済状況や関連親密先の財

務内容について，自ら必要資料を調査する注意義務はなかった。

被告ｊは，本件中間期決算に先立って，本件中間期決算案が平成１０年３

月期決算からの早期是正措置の導入に備えるためのトライアルであること，

本件中間期決算が被告監査法人により無限定適正意見を得ていること，関連

親密先のうちで財務内容が悪化しているものについては担保不動産を用いた

事業化計画があり，または，追加支援により収益率の高い事業展開を行わせ

て債権回収を図る計画となっていることなどにより債権回収の見込みが立っ

ていることなどの説明を受けた。その際の資料及び説明には，上記説明に不

正があることを窺わせるに足りるものは何一つ存在しなかった。

しかも，長銀の年間業務純益は２０００億円に達し，その他有価証券や不

動産の含み益，剰余金取崩可能額を勘案すれば，従前の他の金融機関との協

調融資を前提とする限り，本件関連親密先に対する支援の体力にも何の不安

もなかった。

そこで，被告ｊは，本件中間期決算案を承認したのであり，そこにおける

貸倒引当金の額が虚偽であることを知らず，かつ，相当な注意を用いたにも
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かかわらず知ることができなかった。

【原告らの主張】

被告ｊは，常務取締役会に出席し，提出された資料を閲覧し，それに関す

る説明を聴いていたことを認めている。

甲１０ないし１３，２８及び甲３６，４１，４３，４７，５０の供述調書

添付資料のうち 「常務会資料」と記載されたものは，常務取締役会提出資，

料であり，これらはいずれも本件関連親密先に対する不良債権の状況を開示

し，その不良債権の処理を認識せしめたものであり，常務取締役以上の役員

は，粉飾に直接関与していたのである。

(4) 争点(4)（被告監査法人の善意・無過失）について

【被告監査法人の主張】

日銀考査は，個別金融機関との契約によって行われるものであるが，当該

契約は日本銀行法４４条に基づくものであり，契約を締結しなければ，日銀

と取引を行うことができず，結果，各種決済業務を行うことができなくなる

ことから，事実上強制されたものである。

日銀考査は，金融機関への立入調査などの手法により実施され，金融庁に

よる検査に準じた調査が実施されるものであり，また，金融機関の関連ノン

バンクに対する償却については，他の金融機関における処理を比較して実施

していることから，当時の金融機関における償却引当の実務を忠実に反映し

ていた信頼性の高い考査であった。

本件の場合，日銀考査は，平成１０年３月末を基準日として，同年５月か

ら６月について実施されたが，その日銀考査の結果は，長銀が平成１０年３

月に行った自己査定と大きく食い違っておらず，むしろ，第一ファイナンス

やジャリックにおいては，日銀考査の方が自己査定よりもⅠ分類債権が多か

った。

また，長銀の第一住宅金融株式会社に対する約２６７２億円の債権放棄が
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平成８年３月期において有税扱いとされている事実は，銀行が関連親密先に

ついて事業廃止を予定している場合も，税務当局が銀行による損失時期の恣

意的な選択を許さない立場から，具体的に清算等を実行した時点でしか無税

償却を認めない扱いをしていたことを示していた。

さらに，日本興業銀行における住専に対する債権放棄の有税扱いの可否に

ついて，地裁・最高裁が無税，高裁が有税というようにその判断が分かれる

という状況であった。

したがって，平成９年９月当時において，長銀が本件関連親密先に対する

債権について無税償却しなかったことを許容し，証明したとしても，被告監

査法人に故意又は過失はない。

【原告らの主張】

主張は争う。

(5) 争点(5)被告ｃらの無過失について

【被告ｃらの主張】

仮に，被告ｃらが主張する「公正なる会計慣行」とは異なる会計基準に

より，違法な会計処理であると認定されたとしても，被告ｃらは，当時の

会計慣行に従った会計処理を行ったのである。

また，その会計慣行が適法なものと信じた根拠について，これまで述べ

てきたように，商法上の法解釈や税務上の指針，大蔵省などの行政の見解

に従ってきたもので，類似の民事事件と刑事事件とでも判断が分かれてい

るところである。

したがって，このよう会計処理は 「公正なる会計慣行」と信頼できる，

ものであったから，被告ｃらは，無過失である。

【原告らの主張】

主張は争う。

(6) 争点(6)損害及び相当因果関係について
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【原告らの主張】

ア 主位的主張

(ア) 平成１０年１０月１０日よりも前に株式を処分した原告らの損害額

は 「取得額から処分額を控除した残額」である（別紙損害一覧表１の，

原告ら番号１５，２４，２５の欄参照 。）

本件半期報告書における虚偽記載と，処分時に取得時よりも株価が下

落していたこととの間には，相当因果関係がある。

(イ) 株式を処分していない原告らの損害額は 「取得額から口頭弁論終結，

時における時価を控除した残額」であるが，長銀株式は，平成１０年１

０月１０日，特別公的管理開始決定により時価が０円に確定しているの

で，その金額は「取得額」そのものとなる（別紙損害一覧表１の原告ら

番号１５，２４，２５以外の欄参照。なお，甲２３・５７０頁２行から

７行及び，甲第２２・２８４頁９～１４行，同２８５頁 注(9)，甲２

４・５１３頁，５１７頁注(7)参照 。）

イ 予備的主張

購入価格と，購入当時粉飾がなければ形成されていたであろう価格との

差額を損害として主張する。

上場株式の市場価格は，多数の不確定な要因で形成されているものであ

り，本件想定価格を立証することは，その性質上極めて困難であるため，

民訴法２４８条が適用されるべきである。

裁判所が相当な損害額を認定する際の一つの算定方法として，類似業種

比準方式が考えられる（甲６２ 。類似業種比準方式は，非公開大会社の）

株価を鑑定，算定する際に一般的に行われている方法である。

ウ 被告への反論

長銀は，健全な銀行が風評などによって予想外の破綻をしたものではな

く，虚偽記載によって隠蔽していた真実の経営状況が露呈したために破綻
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したのである。

【被告らの主張】

ア 本件半期報告書には，前記のとおり，平成１０年３月期決算において多

額の貸倒引当金繰入れが見込まれる旨の追加情報があるから，当時の株価

はこれを織り込んだ価格になっていたはずであり，本件半期報告書の貸倒

引当金の数字に虚偽があったことと，株価の下落との間には因果関係がな

い。

すなわち，自己査定の導入により平成１０年３月期には償却・引当の大

幅積み増しが予定されていたことは証券市場において公知の事実であり，

かつ，本件半期報告書自体でも平成１０年３月期年度末決算での償却の大

幅積み増しが予定されていることが追加情報によって開示されていたので

ある。原告らは，これらの情報が開示された後に長銀の株式を購入してお

り，この時点で，平成１０年３月期に大幅に貸倒引当金が増加するという

予測も含めて市場価格が形成されていたことは明らかである。実際に，長

銀は，平成９年１１月２５日に，中間期決算短信の参考資料中で「自己査

定制度が導入される平成１０年３月期に貸倒引当金を３６００億円以上，

大幅に積み増すことになる 」旨公表し，その直後に株価は大幅に下落し。

ていた（被告ｊ 。）

さらに 平成１０年２月以降は 金融ビジネス 財界 経済界 週， ，「 」「 」「 」「

間東洋経済 「週刊ダイヤモンド 「日経ビジネス 「投資経済」等の経済」 」 」

誌，週刊誌「サンデー毎日」が，相次いで，資産自己査定により，長銀の

貸倒引当金が大幅な積み増しとなる見通しであることや，それに伴う長銀

株の株価下落に基づく株式評価損の計上等についての予測記事が掲載され

ており，原告らが株式を購入した当時の株価は，本件半期報告書に計上さ

れた貸倒引当金の金額だけでなく 後発事情も考慮して決定されていた 被， （

告ｊ 。）
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そして，長銀は平成１０年３月期において貸倒引当金を大幅に積み増し

ている（被告監査法人 。原告らの過半数は，長銀の平成１０年３月期決）

， ，算が公表された同年５月以降に株式を取得しており この当時の株価には

なおさら，償却・引当の大幅な積み増しは織り込まれている。長銀は，本

件中間期の後に，拓銀破綻などによる平成９年から平成１０年にかけての

金融システムに対する極度の不安，平成１０年６月を中心として，法の不

備を突いた外資による長銀株の空売り攻勢及び行政的・政治的思惑が複雑

に絡み合った結果，特別公的管理開始決定を受けているのであり 「虚偽，

記載」が明らかになったことにより，長銀が公的管理となったという関係

にはない（被告監査法人 。）

イ 原告らは，虚偽記載がなければ株式を取得しなかったので，取得価額自

体が損害であり，口頭弁論終結時に価値があればこれを控除すればよいと

主張しているが，そのような主張を認めることは，実質的に証券取引法１

９条の適用を認めることになり，妥当でない。

すなわち，証券取引法１９条は，有価証券の発行市場において，発行会

社自身により不適切な開示がされると，発行会社以外による不実開示や流

通市場における不実開示よりも不公正な資金配分が行われる蓋然性が高い

， ， ，ことから 特に投資家保護のために定められたものであり 本件のような

有価証券の流通市場における責任又は発行市場における役員等の責任には

適用されないものである。

ウ 原告らの主張する類似業種比準方式は，取引相場のない株式の評価方式

であること，３０％の減価をしていること（この減価は，非公開会社株式

の評価において，換金性のなさを根拠に行われるものである ）から，何。

ら合理性のない算定である。

第３ 争点に対する判断

１ 認定事実
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前記争いのない事実，関係各証拠（括弧書きしたもののほか，乙Ｂ５，７，

乙Ｆ３ないし５）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認定することがで

きる。

(1) 貸倒引当金の計上にに係る法令及び通達の変遷について

ア 商法

旧商法２８５条の４第２項（平成１１年法第１２５号による改正前のも

。 。） ， ，の 以下同じ は 会社の会計帳簿に金銭債権の額を計上するに当たり

債権の名目上の額を基準としつつも，取立不能の虞があるときは，その見

込額を控除することと規定していた。

しかしながら 「取立不能ノ虞アルトキ」とはどのような場合をいうの，

かにつき，同条は何ら規定することがなく，その解釈の方向性としては，

個別的な債権につき取立不能の虞につき個別的に判定する場合と，同種の

集合的な金銭債権につき集団的又は全体的に判定する場合があると説明さ

れていた。しかし，そのような説明によっても，取立不能の虞の有無及び

その見込額を具体的，数値的にどのように評価するのかにつき，何らの指

針も条文上，規定されていなかった。

他方，旧商法３２条２項（平成１７年法第８７号による改正前のもの。

以下同じ ）は，商業帳簿の作成に関する規定の解釈に当たっては 「公。 ，

正ナル会計慣行 （以下，特に断りがなければ，片仮名を平仮名に改めて」

記載する ）を斟酌するよう規定しており，同法２８５条の４第２項の解。

釈に当たっても，同様に「公正なる会計慣行」を斟酌して解釈すべきもの

とされていた。しかしながら，ここでも「公正なる会計慣行」とは何か，

いかなる会計慣行がこれに当たるかにつき，何らの解釈上の指針は明らか

ではなかった。

なお，長銀においては 「株式会社の貸借対照表，損益計算書，営業報，

告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令 （昭和５７年法務」
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省令第４２号）により，一般の株式会社に適用される「株式会社の貸借対

照表，損益計算書，営業報告書及び附属明細書に関する規則」は適用され

ず 「長期信用銀行法施行規則 （昭和５７年大蔵省令第１３号）による， 」

べきものとされていたが，同規則にも，回収不能な債権の貸倒引当金への

繰入れに関する基準について，具体的基準を定めるところがなかった。

イ 企業会計原則

企業会計原則及び企業会計原則注解は 「企業会計の実務の中に慣習と，

して発達したものの中から，一般的に公正妥当と認められたところを要約

したもの」とされており，一般的には，公正なる会計慣行を要約したもの

と理解されている。

， 「 」 ，「 ，そして 企業会計原則の 貸借対照表原則四の(一) では 受取手形

売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は，原則として，その債権が属す

る科目ごとに債権金額または取得価額から控除する形式で記載する 」と。

規定し，同注解１８においても 「将来の特定の費用又は損失であって，，

その発生が当期以前の事象に起因し，発生の可能性が高く，かつ，その金

額を合理的に見積もることができる場合には，当期の負担に属する金額を

当期の費用又は損失として引当金に繰り入れ，当該引当金の残高を貸借対

照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする ・・・発生の可能性。

の低い偶発事象に係る費用又は損失については，引当金に計上することは

。」 。 ， ， ，できない としている しかし この規定によっても いかなる場合に

いかなる額を償却・引当すべきかの基準は明確となっているとはいえな

い。そのため，本件においては，企業会計原則そのものをもって「公正な

る会計慣行」とすることはできない。

ウ 監査委員会報告

昭和４０年４月６日付監査委員会報告第５号「貸倒引当金に関する会計

」（ ， ） ，処理及び表示と監査上の取扱い 昭和５１年４月６日改正 甲６０ は
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貸倒引当金の会計処理及び会計監査における基準を示している。

その中の「１ 意義及び性格」によると 「企業は決算に際し期末にお，

ける債権についてその回収可能性を検討し，合理的かつ客観的基準に基づ

いて貸倒見積高を算出し費用に計上しなければならない。対象債権は，右

記費用計上に当たって直接減額されることなく，貸倒引当金として引当計

上されることにより間接評価される」と規定し 「解説」においては，そ，

のⅢ２(1)①において 「貸倒見積高算出の方法として示されているとこ，

ろは単なる例示にすぎずこのいずれかによるべきものであることを要求し

ているものではない。重要なのは，期末における債権に対する将来の貸倒

見積額をいかに適正に算出するかにあるのであり，種々の方法が考えられ

よう。

また，適正な貸倒見積高を算出することが目的であるから一定の算出基

準を定めてその基準を継続して適用すればよいということにはならず，見

積時の経済状況，金融状況及びその業種の状況等を常に勘案してその算定

基準が適正な貸倒見積高を算出するものであるように補正をしなければな

らない 」と記載し，同②では，。

「ａ 総括的に見積もる方法

イ 期末残高に一定率を乗ずる方法

ロ 個々の勘定ごとに主として年令調べによって算出する方法

（注）税法規定による貸倒引当金は右記イの方法に属するものと考

えられる。

ｂ 個別的に見積る方法

個別的に債務者ごとに債権の取立見込を実地に調査して貸倒見積額

を算出しかつ個別的に管理する方法

（注）税法の債権償却特別勘定はこの方法に属するものである。

実務上は，右記の方法のうちいくつかを組合せた方法を採用してい
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る企業が多く見られるようである 」としている。。

もっとも，上記基準のうち，長銀をはじめとする金融機関は，貸倒引当

金の算定について，いわゆるａの総括的に見積もる方法のうち，イを採用

， ， 。しており 後述する決算経理基準においても この方法が採用されていた

一方，ｂの個別的に見積もる方法は，後述する法人税基本通達９－６－

４により無税償却を行う場合がこれに当たるが，これは，貸倒引当金の見

積方法としてはむしろ例外的な処理であった。

エ 税法及び法人税基本通達

税法は，一般貸倒引当金及び債権償却特別勘定として，一定額を税法上

の損失と定めている。そして，以下のような経緯により，無税の間接償却

が形式的基準からだけではなく，実質的基準からも認められるようになっ

た。

昭和２５年，法人税基本通達（直法１－１００）により，貸金が回収不

能と認められる場合について「実質基準による直接償却」が認められるこ

ととなった。また，昭和２９年に「売掛債権の償却の特例について （直」

法１－１４０）により，一部切捨につき債権の貸倒の特例－４として「形

式基準による直接償却」を認めるとともに，債権償却引当金勘定の設定に

つき債権貸倒の特例－１として「形式基準による間接償却」を認め，昭和

３９年の法人税基本通達の改正により，条文が整備された。

そして，昭和４２年，法人税基本通達の改正により，それまで，形式基

準でしか認められていなかった無税の間接償却が，債務超過先等にかかる

貸金債権についても，実質基準に基づいて認められるようになり，国税庁

長官発昭和４４年５月１日直審（法）２５（例規）において，法人税基本

通達９－６－４として整備された。

昭和５７年４月１日付蔵銀第９０１号通達「普通銀行の業務運営に関す

る基本事項等について」の決算経理基準（平成１０年６月８日付蔵銀第１
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４４３号通達により同月１０日限りで廃止 ）は，銀行が遵守すべき経営。

姿勢，営業所，営業日と営業時間，資産運用，経理，認可届出など銀行経

営を詳細に規制したもので，決算経理基準は，銀行の決算経理の実務を規

制するものであった。

決算経理基準においては，貸倒引当金の計上の仕方についての規定があ

り，その内容は 「①回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大，

な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金については，これに相当する

額を償却するものとする。なお，有税償却する貸出金については，その内

容をあらかじめ当局に提出するものとする。②貸倒引当金（債権償却特別

勘定・・・を除く）は，税法で容認されている限度額を必ず繰り入れるも

のとし ・・・③債権償却特別勘定への繰入れは，税法基準のほか，有税，

による繰入れができるものとする。なお，有税繰入れをするものについて

は，その内容をあらかじめ当局に提出するものとする （争いのない事。」

実(6)ウ）とされていたが，貸倒引当金の計上にあたっては，法人税法及

び法人税基本通達との関係が問題となった。

旧法人税法５２条１項（平成１３年３月３０日法律第６号による改正前

のものを指す。以下同じ ）は 「内国法人が，その有する売掛金，貸付。 ，

金その他これらに準ずる債権（略）の貸倒れによる損失の見込額として，

各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額につ

いては，当該金額のうち，当該事業年度終了の時における貸金の額を基礎

として制令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は，当

該事業年度の所得の金額の計算上，損金の額に算入する 」と規定し，こ。

れに対応して，旧法人税法施行令９７条３項（平成１０年３月３１日政令

第１０５号による削除前のものを指す。以下同じ ）は 「金融及び保険。 ，

業 千分の三」として，損失の見込額を定率的に定め，又は過去３年分の

経験値による貸倒見込額のいずれかに限定しており，長銀もこの規定に従
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って，貸倒引当金を計上していた。

また，貸倒引当金の計上との関係で，法人税基本通達は，法人税法上の

規定のほかに，損金処理が認められる場合を規定していた。本件との関係

でいえば，法人税基本通達９－４－２及び同通達９－６－４がこれに当た

る。

法人税基本通達９－４－２は，以下のとおり，無利息貸付についての寄

附金課税の例外を規定していた。

「法人がその子会社等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利

率で貸し付けた場合においても，その貸付が例えば業績不振の子会社等の

倒産を防止するために緊急に行う資金の貸付で合理的な再建計画に基づく

ものである等その無償又は低い利率で貸し付けたことについて相当な理由

があると認められるときは，その貸付は正常な取引条件に従って行われた

ものとする 」。

この規定により，金融機関の関連ノンバンクに対する損益支援等は，税

法上，寄附金ではなく，損金として処理することが許容されることになっ

た。もっとも，この規定は 「合理的な再建計画に基づくものである等 ，， 」

「相当な理由があると認められるとき」という文言により「支援」につい

て損金処理が認められる場合につき一定の要件を付し，無税償却が認めら

れる範囲を限定していた。また，この規定は，当期において支援を実施す

ることを前提としていたため，将来の支援予定分については適用がないと

されていた。

法人税基本通達９－６－４（昭和５５年１２月２５日直法２－１５（例

規）によるもの。なお，平成１０年６月２３日課法２－７（例規）による

改正前のものを指す ）は，法人の有する貸金等に係る債務者が「債務者。

につき債務超過の状態が相当期間継続し，事業好転の見通しがないこと，

当該債務者が天災事故，経済事情の急変等により多大の損害を被ったこと
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その他これらに類する事由が生じたため，当該貸付金の相当部分（おおむ

ね５０％以上）の金額につき回収の見込みがないと認められるに至った場

合」には 「その回収の見込みがないと認められる部分の金額」をその該，

当することとなった事業年度において損金経理により債権償却特別勘定に

繰り入れることができると規定していた（争いのない事実(6)エ 。）

これにより，税法においては，個々の債権を直接評価することは行わな

いとする原則に対し，例外として，法人税基本通達９－６－４に示されて

いる上記事由に該当する場合は，債権償却特別勘定に繰り入れることが許

されることとなった。すなわち，この通達により，実質基準による無税の

間接償却が認められることとなったのである。

ただし，その運用に際しては，課税対象法人によって利益調整の方法と

して利用される可能性があったため，税務当局は一貫してその適用範囲を

明確にし，恣意的な利用がなされないよう厳格に対処してきた。金融機関

については，後述する不良債権償却証明制度の実施要領の厳格な適用によ

， 。り 上記の法人税基本通達９－６－４の適用が制限されてきたものである

オ 不良債権償却証明制度及び実施要領

平成５年１１月２９日付蔵検第４３９号「不良債権償却証明制度等実施

要領について （平成６年２月８日付蔵検第５３号一部改正 （甲６の３）」 ）

は，不良債権償却証明制度の運用に関する通達であるが，その中では，金

融證券検査官による決算期末の審査における調査事項について 「要償却，

債権の全貌（申請債権のほか要償却債権の有無，その金額について調査す

る 」とされている。この実施要領に規定された審査を経て承認が得ら。）

れれば，法人税基本通達９－６－４が適用され，債権償却特別勘定への計

上が認められることとなる。

債権償却特別勘定への計上が認められる要件として 「 事業好転の見，「

通しがないこと」において，事業好転の見通しの有無は，事例に応じて個
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別的に判断するほかにないが，次に該当する場合は 「事業好転の見通し，

がない」と判断することは原則として適当ではないと考えられる。

ａ 合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場合。た

だし，９－６－５に該当する場合（引用者注：倒産手続の申立て及び手

形取引停止処分があった場合）は，この限りではない。

ｂ 債務者に対して追加的な支援（融資，増資・社債の引受，債務引受，

債務保証等）を予定している場合」

と規定していた（争いのない事実(6)オ 。）

この結果，債権償却特別勘定への繰入れが認められれば，決算経理基準

に基づき，貸借対照表上は貸倒引当金として計上し，償却引当をしなけれ

ばならないこととなった。

また，金融機関に対しては，決算経理基準に従いつつ，上記の支援額に

ついてのみ，順次償却する計画的段階処理が認められていた。

もっとも，不良債権償却証明制度を利用するためには，上記のとおり，

， ，，金融証券検査官が審査した上 大蔵大臣の承認を得ることが必要であり

不良債権償却証明制度は，実施要領に基づき，厳格に運用されていた。す

なわち 「金融機関等が必要な償却を行い，資産内容の充実を図ることは，

望ましいが，証明官の審査が厳に失し，あるいは寛に流れるときは本制度

， ，の本来の意義を失うおそれがあるので 税務当局と密接な連絡を保ちつつ

適正且つ慎重に審査を行うこととする 」とし（甲６の３ ，慎重な審査。 ）

・運用が行われていた。

なお，決算経理基準においては，前記のように，債権償却特別勘定に繰

り入れなくとも，有税償却（企業会計上は損失として経理することが認め

られるが，税務上は当期の損金としては認められない債権の償却）を任意

で行うことも認められていた。

もっとも，本件当時の金融機関は，無税償却が認められる限度で貸倒引
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当金への計上を行い，かつ，法人税基本通達９－４－２により，関連ノン

バンクの支援については，支援損として計上し，税法上の損金処理を行う

のが一般的であり，有税による引当償却も，会計上の不利が大きいことか

ら，あまり活用されてはいなかった。

本件との関連でいえば，当時としては，支援先を有税償却の対象とする

こと自体，支援を決定していながら，損金として貸倒引当金に計上するこ

ととなり，自己矛盾に当たると考えられており，さらには，貸倒引当金に

計上するような支援を行うこと自体，回収不能の虞を認識しながら支援を

行うことになるため 背任行為に当たるおそれもあると指摘されていた 乙， （

Ａ２ 。）

なお，事業好転の見込みの判断要素の１つとなる大蔵省の金融検査にお

ける資産査定の分類基準について，以下の通り定義されていた（甲６の

２ 。）

Ⅰ分類 Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ分類以外の資産

Ⅱ分類 債権確保上の諸条件が満足に充たされないため，或は信用上疑

義が存する等の理由により，その回収について通常の度合を超え

る危険を含むと認められる債権及び何等かの理由により銀行資産

として望ましくないとされる債権。

Ⅲ分類 最終の回収又は価値について重大な懸念が存し，従って損失の

発生が見込まれるが，その損失額の確定し得ない債権（Ⅲ分類額

の５０％相当額は正味自己資本算定上損失とする 。。）

Ⅳ分類 回収不可能又は無価値と判定される債権。

この定義とほぼ同内容の定義が，後述する資産査定通達や金融検査マニ

ュアルにも採用されていた（ただし，分類は，正常先，要注意先，破綻懸

念先，実質破綻先，破綻先と５分類とされている 。。）

この資産査定の分類との関係で，平成７年４月１３日付検査官宛事務連
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絡「当面の貸出金等の査定におけるⅢ分類及びⅣ分類の考え方について」

（以下「平成７年事務連絡」という。乙Ｆ２。なお，平成９年４月２１日

付検査官宛事務連絡により廃止。乙Ｄ３ ）が出されている。これは，関。

連ノンバンクに対する貸出金の査定の考え方を含め，不良債権の内容につ

いて，より実態を反映した形で把握するため，Ⅲ分類及びⅣ分類の査定の

考え方をまとめたものである。

平成７年事務連絡によると，関連ノンバンクの取扱いについて「原則と

， ， ， ，して 営業貸付金の査定結果を親銀行の貸出金の査定に当たって Ⅳ Ⅲ

Ⅱ分類の順に充当する」と規定した上で （注３）として「関連ノンバン，

クに対するⅣ分類と償却の関係については，当面，考慮せず査定作業を行

うこととする 」と記載していた。これは，大蔵省の資産査定によってⅣ。

分類と査定されたことと，それを債権償却特別勘定に繰り入れ，貸倒引当

金に計上し償却すべきかということとは，必ずしも関連しないことを意味

していた。このことは，関連ノンバンクに対する再建計画の策定の有無に

よって区別はされていたが，その内容は大きく異ならなかった。ただし，

再建計画が策定されている場合は，支援損等の計上が予定されている場合

について，支援損相当額をⅣ分類とし，その他をⅡ分類とすることが許容

されていた。

(2) 平成９年当時における会計の在り方について

ア 本件当時，会計処理については，いわゆる税法基準で行うのが一般的で

あるとされていた。税法基準とは，企業決算を税法の運用を前提にした内

。 ， ，容でもって確定させる基準のことをいう 我が国の企業会計法制が 商法

証券取引法及び税法の各規制が相互に影響を及ぼし，あるいは牽制しあう

「トライアングル体制」であり，税法基準は，企業の確定した決算を前提

に法人税の課税義務を決することから根拠づけられる基準である。なお，

税法基準は，金融機関以外にも，様々な業種の企業において，採用されて
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いた（乙Ｂ２ 。）

イ 中間財務諸表は，一事業年度の上半期という独立の会計期間ではない期

間について，有用な会計情報の提供が目的であって（乙Ｆ９ ，確定され）

た決算数字を示すものではない。有用な会計情報とは，当該中間会計期間

を含む事業年度の損益予測に資する会計情報のことをいう。ただし，中間

財務諸表に基づく有価証券半期報告書についても，証券取引法上，虚偽記

載や重要な事項の不実記載に対する刑罰や損害賠償責任についての規定が

存在する。

ウ 自己査定基準は，平成１０年４月１日から導入された早期是正措置に伴

い導入されたものである。その策定に当たっては，資産査定通達や４号実

務指針の分類に拘束されるというものではなく，合理的に説明できれば，

資産査定通達と異なる内容のルールを定めることが容認されており，それ

ぞれの金融機関の実情に沿ったより詳細な自己査定に関する基準を自主的

に作成することが望ましいとされていた。

， ，平成８年のいわゆる金融３法の制定により 早期是正措置の導入に伴い

自己査定基準の策定が求められたが，早期是正措置は平成１０年４月１日

から導入されることになっていた。そのため，平成９年当時は，自己査定

基準は，トライアルの段階に過ぎず，実際に平成９年９月期中間決算にお

いて，自己査定基準を採用していたのは株式会社東京三菱銀行（現株式会

。 「 」 。） ，社三菱東京ＵＦＪ銀行 以下 東京三菱銀行 という １行のみであり

長銀を含めた他の金融機関については，これを採用した例はなかった。す

なわち，本件当時，早期是正措置に基づく通達等の適用はなかったもので

ある。

(3) 本件中間期以降の会計基準の変容について

ア 自己査定基準導入の経緯

長銀は，平成８年３月期決算において，長銀系列の住専の１つであった
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第一住宅金融に対する２６７２億円の債権放棄について，無税償却を前提

とした申告を行ったところ，課税庁により否認され，過少申告課税を含む

更正処分を受けた。長銀は，平成８年９月，この処分に対して国税不服審

判所に審査請求したが，平成９年１０月請求棄却され，同年１１月，さら

に更正処分の取消訴訟を東京地裁に提起したが，前記のとおり，長銀が国

有化されたため，訴えは取下げとなった。

平成８年４月から６月にかけて，長銀に対して，大蔵省による資産の検

査査定が行われた。この資産査定は，大蔵省が銀行監督行政上の手段とし

て４，５年に１度のサイクルで行われていたものである。

平成８年夏，いわゆる金融三法が成立し，不良債権処理の加速のため，

平成１０年４月１日より早期是正措置の導入されることに伴い，金融機関

に対して，自己査定基準の策定が求められた。

平成８年１１月１１日，長銀の内部で「今後の不良債権処理について」

（甲２５）という常務会資料が作成されているが，これによると，同年６

月の大蔵省による長銀に対する検査査定の結果が明らかとなり，関連親密

先との関係では，Ⅱ分類が９９０４億円，Ⅲ分類が５１４０億円，Ⅳ分類

が１９６１億円と査定されていた。Ⅳ分類の中には，ランディック，ＮＥ

Ｄ，長銀リース，第一ファイナンスが含まれていた。長銀の処理計画とし

ては，ＮＥＤ，第一ファイナンスについては，将来的な清算を視野に入れ

， 。 ，つつも 企業維持が前提とされていた そのほかの関連親密先についても

支援が予定され，平成９年度は，１４６０億円を償却処理する予定であっ

た。

平成８年１２月２６日，大蔵省に設けられた早期是正措置に関する検討

会より 「早期是正措置に関する検討会中間とりまとめ」が公表された。，

ここでは，自己査定ガイドラインや有税償却の活用のために，税効果会計

を導入することなどの提言が盛り込まれていた（甲２９ 。この中で 「各） ，
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金融機関においては，このガイドラインをベースに創意・工夫を生かし，

それぞれの実情に沿ったより詳細な自己査定に関する基準を自主的に作成

することはむしろ望ましい」として，自己査定基準の策定に当たっては，

資産査定通達のガイドラインを前提としつつも，各金融機関の一定程度の

独自性が認められていた。

平成９年３月５日付蔵検第１０４号「早期是正措置制度導入後の金融検

査における資産査定について （資産査定通達，甲７）は，早期是正措置」

制度の導入に伴い，平成１０年４月１日以降に適用されるものである。

これは，早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定が，金融

機関による自己査定を前提として，より適切かつ統一的に行なわれるため

に作成されたもので，金融証券検査官宛に出されたものであった。また，

金融機関に対し，自己査定のための体制整備を促すものであった。

ただし，金融機関の策定する自己査定基準に関し，債務者区分及びそれ

に基づく資産分類についての指針を示しているが，その分類結果に基づき

どのような償却引当を行うべきかは言及していない。

平成９年４月１５日付日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第

４号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒

」（ ， ） ，償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針 ４号実務指針 甲８ は

日本公認会計士協会が，自己査定制度の整備状況の妥当性及び査定作業の

査定基準への準拠性を確かめるための実務指針を示し，貸倒償却及び貸倒

引当金の計上に関する監査上の取扱いを明らかにしたものである。資産査

定通達と同じく，自己査定基準の導入を前提としているから，原則として

平成１０年４月１日以降に適用される。

ただし，４号実務指針は，平成９年９月期中間決算について，自己査定

に係る内部統制を構築し，その旨表示した場合のみ適用されると規定され

ていた。しかし，後述するとおり，当時，ほとんどの金融機関で自己査定
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基準が導入されておらず，長銀も導入していなかったので，長銀において

も適用されることはなかった。

平成９年４月２１日付事務連絡として 「金融機関等の関連ノンバンク，

」 。に対する貸出金の査定の考え方について が金融証券検査官宛に出された

これによると 「関連ノンバンクに対する貸出金については，当面の方針，

として，当該貸出金の分類額が直ちに引当・償却に結びつけられるか否か

は別にして，いわゆる母体行主義を前提とし，将来の親金融機関等の経営

に与える影響等を総合的に把握することに重点を置き，査定を行っている

ところである 」との記載があった（乙Ｄ３ 。。 ）

平成９年４月２８日付「早期是正措置への対応と今後の不良債権処理に

ついて （甲２６）は，自己査定基準について大蔵省のガイドラインと長」

銀の策定した自己査定基準との対比を行った長銀の常務会資料である。こ

の資料を基に，自己査定基準の策定及び不良債権処理のための対応が検討

された。また，一般先と関連親密先とで，査定の基準や不良債権の処理方

法について，異なる対応を取ることも検討された。

「 」（ ） ，平成９年５月２３日付 早期是正措置への対応について 甲２８ は

早期是正措置への対応をするための自己査定基準の策定及び不良債権処理

の方針を検討した常務会資料である。この中で，関連親密先に対する長銀

独自の自己査定基準の策定や自己査定トライアルに向けたスケジュールが

検討された。

平成９年７月４日，不良債権償却証明制度が廃止された。これにより，

銀行が不良債権の範囲を自ら認定し，引当金を積み増したり，償却を行う

。 ， ，かどうかを自ら決定できるようになった 同月１１日 この廃止を受けて

， 「『 』全国銀行協会連合会により 関連ノンバンク向けの 資産査定について

に関するＱ＆Ａ（案 」が作成され，各金融機関に送付された（甲１７ 。） ）

平成９年７月３１日付蔵銀第１７１４号により，決算経理基準の一部改
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正がなされた（甲５。ただし，この改正条項は，平成１０年３月期決算か

ら適用され，本件中間期決算には適用されない 。この改正は，平成１。）

０年４月１日からの早期是正措置の導入に伴い，各金融機関が自己査定基

準を策定し，それに従って償却引当処理を行うことになるから，それに沿

うように表現を改めたものであった。

平成９年９月２日 「自己査定トライアル結果と９７年度不良債権償却，

計画」と題する長銀の内部資料が作成された。これによると，平成９年６

月を基準時とした長銀による自己査定トライアルの結果が明らかになり，

これを受けて，平成９年度不良債権償却計画が策定されたが，平成９年９

月期中間決算には，他の金融機関が東京三菱銀行以外，自己査定基準をま

だ採用していなかったこともあって，トライアルの結果を反映させなかっ

た（甲９ 。自己査定トライアルの結果は，大蔵省の平成８年の検査査定）

の結果とほぼ同水準であったが，関連親密先との関係では，Ⅱ分類が全体

で２７００億円増加し，Ⅲ分類は２００億円の増加，Ⅳ分類は，ほぼ同じ

水準であった。

平成９年１１月ころ，大蔵省は，再び決算経理基準を改正し，銀行の保

有有価証券について，従来の低価法から原価法・低価法の選択制に変更し

た。

平成９年１１月１０日，常務会資料として「今後の当行グループ会社の

管理・運営について」と題する書面が作成，配布された（乙Ｂ１ 。この）

資料によれば，長銀は，関連親密先について，平成９年１１月以降も，い

わゆる母体行主義に基づいて，それぞれの自主性を重んじながらも，経営

に関与し，支援していく方針を明らかにしていた。

平成９年１１月２５日，長銀は，本件半期報告に基づき，中間財務諸表

に添付された中間決算短信にて，業績予想を行い，不良債権処理額の見込

み及び債権償却特別勘定の残高予定額を記載し，発表した。その参考資料
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中，追加情報として，平成１０年３月期決算において，自己査定基準の導

入に伴い，貸倒引当金について３６００億円以上の積み増し予想を記載し

たところ，これを受けて長銀の株価が下落した。

イ 平成１０年以降の動向

， ， ，平成１０年３月期決算時 長銀は 本件中間報告書の業績予想のとおり

直接償却も含めて，本件中間期と比べて新たに５１９７億円の償却引当を

行った（甲４ 。そのうち，損益支援が認められたＮＥＤ，長銀リース，）

ランディックを除いては，有税償却となった。これにより，結果的に，長

銀は，約１３３３億円の課税負担を負った。

平成１０年３月２３日，長銀の内部資料として 「関連ノンバンク支援，

税務問題」と題する資料が作成された（甲１１ 。これは，平成１０年３）

月期決算における支援計画の見直しと平成１０年度の処理方針を検討する

ために作成されたものである。この中で，長銀リース及びランディックに

対する支援の前倒し処理による終了，ＮＥＤに対する継続的支援が検討さ

れていた。

また，第一ファイナンスについての不良債権処理の方針及び将来的な清

算予定についても検討されていた。

平成１０年４月１日，早期是正措置制度が導入され，自己査定基準の適

用が始まった。これに伴い，資産査定通達，４号実務指針が適用されるこ

ととなった。長銀も，独自の自己査定基準を用いて，関連親密先の資産査

定を行っていた。

平成１０年５月２１日から，平成１０年３月期決算を基準とする日銀考

， 。 ，査のため 日銀の検査官による長銀内部の立入検査が行われた その中で

長銀の担当者と日銀の検査官との間で，長銀の自己査定基準の債権者の分

類をめぐり，意見の相違がみられた（甲３０ 。もっとも，その結果は，）

後述するとおり，長銀の自己査定に基づく数字と，大きな差があったわけ
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ではなかった。

なお，日銀考査とは，日本銀行法４４条に基づき，信用秩序の保持・育

成などを目的に，取引先金融機関等の業務及び財産の状況について，当該

金融機関等に日銀が立ち入って行う調査のことをいう。対象金融機関との

契約に基づき実施されるものであるが，当該契約の締結は事実上強制され

ており，銀国監査当局による考査として大蔵省検査に準じた調査が行われ

ている。日銀は，当該業務に専属する考査局を設け，都市銀行を含む全国

の金融機関を対象に考査を継続して実施している。

平成１０年６月２２日，大蔵省から独立して，金融監督庁が発足した。

そして，平成１０年７月から９月にかけて，金融監督庁により，長銀に対

して，金融検査として，平成１０年３月期決算を基準時とする資産査定が

実施されたが，ＮＥＤに対する支援，再建計画については，合理性有りと

して，破綻懸念先と認められた（甲３１の１，２ 。）

平成１０年８月以降，金融監督庁において，金融検査マニュアルのとり

まとめが始まり，平成１０年１２月２２日，金融検査マニュアル中間とり

まとめが公表された（乙Ｄ２ 。）

平成１１年３月期決算において，長銀は，既に特別清算や会社更生を申

し立てているＮＥＤ，エクセレーブファイナンス，青葉エステート，日本

リースについても，貸倒引当金の計上を行ったが，相当部分につき，有税

引当となった。

平成１１年法第１２５号による商法改正により，旧商法２８５条の４に

第３項が新設され，市場価格のある金銭債権について時価主義の採用がさ

れた。なお，この改正前の商法は，資産評価について，原則として額面主

， ， （ ）義を採用しており 金銭債権については 取得時価格主義 取得原価主義

をとっており，時価主義が一部について採用されたのは平成１１年の商法

改正以降であった。
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また，平成１１年３月期決算より，銀行については，税効果会計（有税

償却に関して一定の要件を具備したものは，将来減額される税金相当額の

繰延税金資産としての計上を認める会計方法）が前倒し導入された。これ

により，貸倒引当金の有税償却・引当をした場合でも，会計上の不利は，

解消されることとなった。

平成１１年４月８日，金融監督庁より金融検査マニュアルの最終とりま

とめが公表された（乙Ｄ４ 。）

平成１１年７月１日付金検第１７７号「預金等受入金融機関に係る検査

マニュアルについて」が金融証券検査官等を名宛人として発せられ，別紙

として金融検査マニュアルが添付された。なお，これに伴い資産査定通達

が廃止された。

この通達によると，金融検査マニュアルの性質について 「・・・金融，

検査マニュアルはあくまでも検査官が金融機関を検査する際に用いる手引

書として位置づけられるものであり・・・，マニュアルの各チェック項目

は，検査官が金融機関のリスク管理態勢及び法令等遵守態勢を評価する際

の基準であり，これらの基準の達成を直ちに法的に義務づけるものではな

い。マニュアルの適用に当たっては，金融機関の規模や特性を十分に踏ま

え，機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する必要がある・・・」と

の記載があった。

(4) 母体行主義及びメインバンク制度

ア 母体行主義

母体行主義とは，銀行が母体行責任を負う，いわゆる関連ノンバンク等

の関係会社については，母体行がこれら関係会社の経営に特別の影響力と

責任を有してその信用保証機能を負担することをいう。本件当時，それが

金融システムの秩序を維持するため不可欠の仕組みとして認知されてい

た。そのため，決算経理基準の下においても，母体行が関係会社に対して
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有する債権については，偶発的損失のリスクが極めて少ないこと，経営に

問題のある関係会社に対する母体行の「支援」としての債権放棄や追加融

資が存在すること等の，一般債務者に対する債権の場合とは質的に異なっ

た要素を考慮した会計方法が合理的会計方法として通用していた。

このシステムのもとで，銀行は企業に対してメインバンクとしての貸手

及び株主であるばかりでなく，平常時においても，役員の派遣・人材の供

， ，給・営業機能の住み分け及び営業支援等により 企業の経営に深く関与し

確実にその企業を自行のグループ企業として位置づけてきた。

母体行主義のもとでは，メインバンクに求められているコーポレートガ

バナンスの担い手としての機能，他行が資金を供給する際メインバンクに

求める事実上の信用保証機能は更に明確となり，メインバンク制度を容認

して金融システムの安定の根幹としてきた行政の期待もメインバンクに対

する以上に強いものがあった。

こうした母体行と関係会社の密接な関係は，金融取引の基本的ネットワ

ークを形成し，母体行としての各銀行がこのシステムを維持することは，

金融システム維持の根幹を担う基本ルールとして守られてきた。

計画的段階処理とは，支援の対象とする関係会社に対する貸出金につい

ては，大蔵省の金融検査において当該ノンバンク等に対する貸出金の査定

分類がいかなるものであったかとは連動することなく，大蔵省の提出した

再建計画に基づき各年ごとの支援額のみを順次償却していく決算処理のこ

とをいう。

税務との関連では，銀行は関連ノンバンク等に対する複数年にわたる損

益支援（債権放棄等）による再建計画を事前に国税当局に提出して承認を

得た上で，これをその承認の範囲内で計画的に実行することにより，各年

度の債権放棄等につき寄附金課税を受けることもなく，無税による償却が

認められていた（法人税基本通達９－４－２ 。）
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イ メインバンク制度

戦後の日本経済の発展成長過程では，企業に対する資金供給は間接金融

を中心に行われてきた。

日本の間接金融の仕組みは，メインバンクを頂点として，多数の銀行が

協調的に参加する形を取るのを常とし，これにより企業は銀行借入による

安定的な資金調達を確保することができた。

メインバンクは，融資先企業の経営状態を常時監視するとともに（監視

機能 ，その企業の信用度を「融資の実行」という形で他の銀行に伝達す）

ることにより（借用補償機能 ，他の銀行からの貸出を誘い出し，単独で）

は満たし得ない企業の旺盛な資金需要を満たす役割を果たしていた。

このシステムのもとで，銀行はメイン先を超えた幅広い企業貸出基盤を

形成でき，それが銀行の収益・審査能力に結びついていた。

反面このシステムにおいては，メインバンクは融資の安全性を事実上他

の銀行に対し「保証」していることになるため，借入企業が経営危機に瀕

した際は，率先して救済に乗り出すことが求められた。こうした暗黙の了

解に基づく銀行間の協調関係が，我が国の金融システムの安全弁として働

いていた。

我が国においては，大企業間で広範に「株式の持合制度」が存在した。

銀行についても取引先の株式保有が認められ，貸手及び株主の二重の立

場から企業に関与することが可能であった。その結果，メインバンクは平

時においては「声なき安定株主」の地位に留まっていたが，いざというと

きには大株主として，借入企業の経営に介入し得る権利を行使し，経営の

判断・役員の派遣等を通じ，再建を進めるという役割を担ってきた。この

ような制度は，取引先に対し，資金の安定供給を確保するためにも，融資

の安定性及びメインバンクとしての名声を維持確保するためにも有効であ

った。
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(5) 本件関連親密先の財務状況と支援の実体について

ア 長銀の支援体力について

長銀の支援体力は，平成１０年７月の金融監督庁の検査（資産査定通達

及び４号実務指針をもとに，厳格に実施されたもの）によっても，平成１

０年３月期の自己資本は，約７８７１億円あり（甲４ ，要追加償却額２）

７４７億円と含み損１６８４億円を差し引いても，自己資本はまだ３４４

０億円はあった（乙Ｆ１７ 。）

長銀の年間業務純益は，約２０００億円であり，有価証券や不動産の含

み益，剰余金取崩可能額を勘案すれば，他の金融機関との協調融資を前提

とする限り，支援体力に何ら不安はなかった。

長銀は，長期資金の安定供給のための専門銀行であり，また，その所要

資金は主に金融債の発行（利付金融債，割引金融債）により賄ってきたた

め，証券市場に最も関係の深い銀行であった。

それに，本件中間期における長銀の投資適格の格付について，投資格付

会社であるＳ＆Ｐによる格付は，ＢＢＢ＋（ＢＢＢ以上が投資適格 ，同）

， （ ）じく投資格付会社のムーディーズでは Ｂａａ２ Ｂａａ以上が投資適格

という格付であり，長銀の資金調達能力の面でも問題がなかった。

長銀が破綻した原因は，平成９年１１月の山一證券，北海道拓殖銀行の

相次ぐ経営破綻により金融不安があおられ，平成１０年６月の月刊誌「現

代」の記事による長銀に対する信用不安により，平成１０年７月３１日，

Ｓ＆Ｐの格付がＢＢＢ－から投資不適格であるＢＢ＋に，同年８月１２日

にムーディーズの各付けがＢａａ３から投資不適格のＢａ１に引き下げら

れたことも影響していた。これにより，金融債の主な購入先であった機関

投資家が長銀の金融債を購入することが困難となり，長銀の資金調達の途

が事実上閉ざされ，事業継続能力を喪失していった。また，平成１０年２

月以降，各種経済誌，週刊誌等により，長銀の貸倒引当金の大幅積み増し
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の見通しや株価下落による株式評価損の計上等について予測記事を掲載さ

れるようになり，海外の投機筋から，長銀株が大量に空売りされ，株価が

暴落した。そして，政府の方針として，銀行への公的資金注入に対する拒

否反応という国民感情を重視して，公的資金注入による再建ではなく，金

融不安を早期に脱するべく，政府の不良債権処理に対する姿勢をより積極

的に見せるという政策的判断から，長銀の国有化が実行されることとなっ

た。

このように，長銀の破綻の原因は，単に経営体力がないことを隠すため

に財務諸表の虚偽記載を行ったということよりも，他の金融機関の破綻に

よる風評被害や外資による長銀株の空売り攻勢，金融不安を早期に乗り切

りたいという政策運営の結果など複合的要因によるものであった。

イ 支援の意義

実施要領７(2)ハ②にいう「支援」には，債権放棄・現金贈与等による

損益支援のほか，残高維持（返済期限の繰延べや借換え，新規融資を行う

， ）ことにより貸付債権について即時回収を図らず 貸付額を一定に保つこと

・資金繰り支援・営業支援・人材派遣・恒常的な母体行としてのバックア

ップ体制の採用等も含むものとされていた。

長銀は，関連親密先に対する債務免除などの損益支援などについて，計

画的段階的処理に基づき，大蔵省による承認を受け，法人税基本通達９－

４－２の適用により，損金処理をしていた。

前述の母体行主義によると，経営不安に陥った関連親密先の再建のため

に，母体行として行うべき支援は，当該期の債務超過を収益支援により直

ちに一掃するものでなくともよかった。その理由は，当該関連親密先の財

務内容が雪だるま式に悪化している現状を回避し，他行の信頼を保てるレ

ベルまで収益支援を行い，その後は，母体行としての恒常的な支援を続け

ることにより，収益力を回復させ，当該企業が自力で回復しうる体力を付
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けさせることで，支援の目的は達せられると考えられていたからである。

そして，長銀は，関連親密先に対して，自転が可能になったものも含め

て，平成９年１１月以降も追加支援の予定があった（乙Ｂ１ 。それが，）

母体行の関連ノンバンクに対する態度として，当時，当たり前とされてい

たことであった。もっとも，このことにより，関連親密先の長銀からの借

入が，他行からの借入と比して増大していくという状況になり，長銀への

借入の依存度が高まっていたのも事実であった。

前述のとおり，平成１０年５月から６月にかけて，長銀に対し，平成１

。 ，０年３月期を基準時とする日銀考査が実施された このときの日銀考査は

自己査定基準導入後であったことから，資産査定等において，資産査定通

達等を前提とする厳格な審査がなされた。しかし，その結果は，以下のよ

うなものであった。

すなわち，ＮＥＤの平成１１年３月期の支援予定額４００億円のみ，Ⅳ

分類と査定された。また，長銀リースについて９６億３１００万円，日比

谷総合開発について１８９億１８００万円，エル都市開発について５７７

億６６００万円と，それぞれⅢ分類に査定された債権が増えたものの，日

本ランディック，日本リースについては，長銀の自己査定基準の結果とほ

ぼ同じ査定であり，第一ファイナンス，ジャリックに至っては，第一ファ

イナンスが４４０億円あまり，ジャリックが６２０億円あまりとむしろⅠ

分類の方が増えていた。

以上のように，自己査定基準導入後の日銀考査の結果は，長銀の自己査

定の結果と類似していた。

ウ 関連親密先について

(ア) 日本リースグループ

， ，a 日本リースは 昭和３８年に設立されたリコー系リース会社であり

我が国最古のリース会社であった。昭和４０年ころまでは，長銀は主
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力銀行に過ぎなかったが，昭和４９年長銀の常務であったｍ氏の社長

就任より，関連ノンバンクとなった。本件当時は，業界第２位のリー

ス会社であった。

その後，日本リースは，流通業などの相次ぐ大型店舗の建設・出店

などに対応して土地取得資金や店舗建設資金について融資業務も併せ

行うことを通じ，営業貸付部門を拡大していったが，平成２年以降の

バブルの崩壊により同部門における不良債権が拡大した。

長銀は，平成３年１１月ころ，事業化などの所要資金について支援

融資を行い，平成５年５月ころから，不稼働資産の移管のために受皿

会社に対して支援融資を行った。

しかし，平成６年３月，日本リースの経営状況はますます悪化し，

自力再建不可能として，長銀に対し支援要請をしてきた。

そこで，長銀は，平成７年３月期から期間３年で，１０２５億円の

損益支援（債務者の損益の改善に繋がる現金贈与・貸付債権の放棄な

どの支援を行うことをいう ）を実施して，さらに日本リース自らが。

自社保有資産の含み益及び剰余金の取崩しにより不良債権の重みを克

， 。服し再び自転可能とする再建計画を策定し 国税当局から承認を得た

長銀は，平成７年３月期に，初年度４９１億円の損益支援を実行し

た。すると，平成８年初めころ，日本リースの基礎収益力は，長銀の

損益支援及び日本リースの自助努力の成果により，目標であった年間

２００億円に回復することが明らかになった。

， ， ，そこで 長銀は 平成８年３月期に１０９８億円の損益支援を行い

さらに剰余金等の取崩しを実行することで，支援を計画より早めに終

了させた。しかし，その後も，長銀は，長銀以外の金融機関からの借

入残高を維持させるため，母体行として日本リースのために肩代わり

支援を行うなどの支援を継続していた。
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結果として，日本リースは，長銀の支援により自転可能となり，朝

日監査法人による監査によっても，平成１０年３月期の負債は２兆２

１９２億８３００万円で，純資産は２３７億５２００万円であり，債

務超過は認められなかった（乙Ｆ８ 。）

確かに，平成１０年１月から３月ころにかけて，日本リースの新規

リース契約が一時期ストップしてはいたものの，既存のリース契約は

， ，継続しており 金融環境が落ち着きを見せてきた同年４月ころからは

新規リース契約を再開した。

それでも，日本リースの経常利益は，平成９年３月期決算では１８

億７０００万円，平成１０年３月期決算では３７億１８００万円であ

った（乙Ｆ８ 。）

b ビルプロについて

ビルプロは，日本リースの担保物件の内，優良物件を取得し，これ

を開発・事業化することが主業務（後述するビルプロ３社，有楽エン

タープライズも同様の業務をしていた ）であった。長銀は，担保対。

象不動産を移管させ，開発・事業化するという日本リースに対する事

業化支援の一環として，ビルプロへの融資を行っていた。平成２年こ

ろからバブルの崩壊により，地価が下落したため，ビルプロの経営状

況が悪化し，平成６年３月ころまでには，長銀及び日本リースを除く

多くの他の金融機関は，ビルプロに対する債権を債権買取機構に売却

していた。しかし，長銀は，融資不動産の買取資金を融資しつつ，事

業化が完了するまでは，返済条件の変更という形での残高維持を予定

していた。長銀は，ビルプロについて，将来的には法的清算を予定し

つつも，それまでは，企業が維持されるよう支援していた。少なくと

も，本件中間期においては，ビルプロを清算する予定はなかった。

そして，長銀は，ビルプロについて，平成５年１１月から同７年１
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０月にかけて再建を行う第１次自主再建計画を策定し，取引金融機関

に対しては期間中の約定弁済の猶予と金利の一部支払を要請したが，

市況が依然として低迷していたため，同年１１月から同９年１０月に

かけて再建を行う第２次自主再建計画を策定し実行中であり，人件費

削減や大型物件の売却，賃貸物件の稼働率を向上させるなどの再建計

画を実施していた。各金融機関も，上記再建計画の進行を見守ってい

た。

確かに，ビルプロの保有する不動産に関し，引取り後の地価下落に

より含み損失が生じていたが，事業化を進めることで，長銀は，金利

等のキャリングコストの吸収に努めていた。また，ビルプロには，長

銀からの短期借入金があったので，これを返済条件の変更という形で

の，残高維持が行われていた。

なお，長銀は，ビルプロの無担保債権部分約５１３億円について，

平成１０年３月期に引当実施したが，有税扱いとなった。

c ビルプロ３社（四谷プランニング，木挽町開発，竜泉エステート）

について

ビルプロ３社も，平成５年１１月に設立された長銀の保有物件の事

業化及び活性化を主業務とする会社である。複合共同ビルの建設計画

やパチンコ店舗建設計画等の事業化計画が存在した。前記ビルプロと

同様の目的で，長銀は，融資を行っていた。

長銀は，ビルプロ３社について，金利の一部免除の支援を行い，不

良債権処理の検討をしていた。ビルプロ３社も，逐次事業化を進めて

， 。 ， ，おり 金利等のキャリングコストの回収に努めていた また 長銀は

新規融資や返済条件の変更等の残高維持の支援を行っており，日本リ

ースは，ビルプロ３社の借入債務について，保証予約を行っていた。

d 有楽エンタープライズについて
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有楽エンタープライズも，主にパチンコ業者向け賃貸ビル建設の事

。 ，業化を主業務としていた 日本リースの保有不動産の事業化のために

長銀は，融資を行っていた。有楽エンタープライズは，不動産の引取

り後の地価下落により，保有不動産について含み損失が生じていたも

のの，逐次事業化を進めており，金利等のキャリングコストの回収に

努めていた。長銀も，残高維持等の支援を行っていた。

(イ) ＮＥＤグループ

ＮＥＤは，昭和４７年設立された，ベンチャー企業に対する融資を目

的としたベンチャーキャピタルとしての機能を持つ長銀の関連ノンバン

クである。ＮＥＤは，長銀自体の証券業務への進出と表裏一体の戦略と

して，次なる融資基盤の早期醸成のため必要なものと位置づけられてお

り，ＮＥＤの役員１２人中６人は，長銀出身者で占められていた。

ＮＥＤは，本業補完の観点から営業貸付部門に取り組んでいたが，こ

の事業部門において，平成２年ころから，バブル崩壊や地価の下落によ

り不良債権が増大していた。その後も，株価低迷や地下の下落が止まら

なかったため，ＮＥＤは，保有資産の含み益を失い，経営状況は悪化し

ていった。

長銀は，平成６年３月期から期間５年，損益支援総額１８５４億円の

再建計画を策定し，国税当局から承認を受けて，支援を開始し，平成９

年３月期までに１０５１億円の損益支援を行った。

しかし，その後も地価の持続的下落に歯止めがかからなかったため，

新たな再建計画の見直しが必要となったことから，長銀は，平成１０年

３月期を起点に期間５年間で，総額２９５１億円の計画（当初計画から

通算４００２億円）を策定し，国税当局に届け出た。

， ，国税当局は 後述する長銀リースの再建計画の見直しと時期が重なり

， ，長銀リース ランディック２社の支援の前倒し終了と輻輳することから
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平成１０年３月期は当初計画の承認残枠の範囲で損失処理を認めること

とし，見直し計画は平成１１年度に行うようにとの要請をしてきた。こ

， ， ， 。れを受け 長銀は 平成１０年３月期 ２０２億円の損益支援を行った

なお，朝日監査法人（現あずさ監査法人）による会計監査は，平成９

年３月期，同１０年３月期とも適法意見であった。平成１０年３月期に

おいて，ＮＥＤの負債は４９７６億円，純資産は，１５４億５３００万

円であった（乙Ｆ２６ 。）

また，ＮＥＤは，平成９年３月期決算には１３億０３００万円，平成

１０年３月期決算には１６億６８００万円の経常利益を上げた（乙Ｆ２

５，２６ 。）

なお，平成１０年５月の日銀考査においてⅣ分類と評価された４００

億円の債権については，平成１０年３月期における支援損の分割計上で

ある。

また，青葉エステート及びその受皿会社８社の計９社については，Ｎ

ＥＤの再建計画及び同社の支援計画に組み込まれており，国税当局の承

認も得て，平成１４年３月期までの支援によりすべて処理される予定だ

った（甲１１ 。青葉エステートなど受皿９社については，ＮＥＤが借）

入債務について保証予約をしており，再建計画もグループ一体として作

成していた。

なお，エクセレーブファイナンスは，ＮＥＤに対するファイナンスカ

， 。ンパニーであり その資産はほぼすべてＮＥＤに対する貸付金であった

(ウ) 長銀リースグループ

長銀リースは，昭和６１年に設立されたもので，船舶や航空機等の製

， ，造のために 大規模なファイナンススキームが海外において開発されて

長銀が国際業務の重要分野として，このスキームの一翼に参加した際の

リース形態のファイナンスの受皿として，長銀の国際融資業務と一体を
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なし，補充する役割があった。

しかし，バブル崩壊により営業貸付金部門の不良債権が拡大したこと

から，長銀リースは，保有資産の含み益を失い，経営不振に陥った。

長銀は，平成６年３月期を起点に５年間，総額７９７億円の支援計画

を策定し，国税当局の承認を得て，平成９年までの４年間に総額５０５

億円の支援を実施した。

平成１０年３月期，前記ＮＥＤグループと同様の理由により，支援計

画の見直しが必要になったことから，同年３月期を起点に期間４年で総

額１０１４億円の計画（当初計画から通算１５１９億円）を策定し，国

， 。税当局から承認を得て 同年３月期に４４１億円の損益支援を実施した

しかし，長銀としては，不良債権の前倒し処理を急ぐため，さらに７９

８億円の損益支援を行い，見直しの損益支援を１年で完了した。その結

， （ ），果 長銀リース本体及び受皿会社の不良債権をすべて処理し 甲１１

長銀リースは，自転可能な状態となった。

， ， ，なお 受皿会社１１社の債務は 長銀リースからの貸出しのみであり

長銀本体からの貸付けはないことから，長銀の独立の償却の対象外であ

った。また，長銀の支援計画の中には，受皿会社１１社も長銀リースと

一体として，支援対象としていた。

長銀リースの受皿会社１１社の清算予定のため，債務超過予定額３５

８億円について，長銀は，平成１０年３月期に貸倒引当金として計上を

したが，有税となった。

長銀リースは，平成９年３月期決算には１０億０５００万円，平成１

０年３月期決算には１０億４０００万円の経常利益を上げ，平成１０年

３月期において，負債は，２２９３億６９００万円，純資産は，１８億

４５００万円であった（乙Ｆ２３，２４ 。）

(エ) ランディックグループ



96

ランディックは，昭和４９年，賃貸ビル事業，マンション事業，不動

産仲介業を行うため，長銀不動産の事業部門より営業譲渡を受けること

で設立された。銀行にとって，不動産事業は，銀行業務を補完する必須

の業務であり，設備資金などの長期資金の貸出しを本業とする長銀にと

って，ランディックの不動産業務は，他銀行との差別化，取引先との接

点強化の視点から不可欠の関連ノンバンクであった。

ランディックは，平成２年前半ころまでは，保有資産の含み資産によ

り自力決算が可能であった。

しかし，副業の営業貸付部門において，バブル崩壊，地価の大幅かつ

持続的な下落により，不良債権が増大していた。平成８年以降は，不動

産市況の長期低落傾向により，ランディックは，経営不振となり，長銀

からの支援が必要となった。

長銀は，平成９年３月期から期間５年総額１９７３億円の損益支援の

計画を策定し，国税当局から承認を得た。

しかし，平成９年３月期に３０２億円，平成１０年３月期には，計画

の３年前倒しにより，１２２１億円の損益支援の実施をして，不良債権

処理を完了させ，その結果，ランディックは自転可能な状態となった。

その後は，長銀は，残高維持といった資金支援も予定していた。

芝中央ファイナンスは，ランディックが１００パーセント出資する金

融子会社であり，不稼働資産処理を一体として行っていた。ランディッ

クは，芝中央ファイナンスの借入債務について保証予約をしており，長

銀は，平成１０年３月期，芝中央ファイナンスの債権について３９７億

円を貸倒引当金として計上し，有税引当を実施した。

受皿会社１３社及び不動産子会社６社の債務は，ランディックが貸付

けをしているもので，長銀が直接融資を行っているものではないから，

償却の対象外である。不動産子会社については，国税当局が不動産の評
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価損失については無税処理を認めないこととしているので，事業化や事

業化物件の稼働率向上により，活性化を図っていた。

明和監査法人によれば，ランディックは，平成１０年３月期決算にお

いて，債務超過も認められず，むしろ増益傾向であった。本業である賃

貸ビル事業も，稼働率がほぼ１００パーセントであった。

ランディックは，平成９年３月期決算には５２億５４００万円，平成

１０年３月期決算には２億１０００万円の経常利益を上げ，負債は，４

９４９億９１００万円，純資産は，４３億１９００万円であった（乙Ｆ

２８，２９ 。）

(オ) 第一ファイナンスグループ

第一ファイナンスは，昭和５６年３月，金銭貸付及び金銭貸付の仲介

業務を行うために設立され，信販会社との提携ローン等の業務を行って

きた関連ノンバンクである。第一ファイナンスの役員はすべて長銀出身

者であった。第一ファイナンスの主な業務としては，有価証券の投資及

び運用業務を目的として，長銀の取引先である事業会社や金融機関の株

式の保有を業務としており，長銀関連会社に対する出資も行っていた。

第一ファイナンスは，貸出業務を拡大していたが，平成７年ころの関

西系ノンバンクの破綻に伴い長銀以外の金融機関からの資金調達が進ま

なくなった。

第一ファイナンスは，平成７年７月，平成６年１１月に設立されてい

た平河町ファイナンスに対し，正常貸付先債権及びこれに見合う借入金

を移管して，長銀の１行取引とし，提携先であった新京都信販の提携ロ

ーン先からの回収業務及び大阪銀行等関西系銀行の関連ノンバンクの清

算処理期間に合わせ，適切な回収を行い，回収の極大化に努めていた。

第一ファイナンスが長銀に代替して出資する機能は，有価証券保有と

いう形で引き続き担っており，債権回収業務の完了にも相当な年数が必
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要であった。実際，第一ファイナンスの資産の約半分は，市場性のある

有価証券であった。長銀は，母体行として融資面につきロールオーバー

（折り返し融資）を実行し，新規融資や返済条件の変更による残高維持

を行い，貸付金の回収・管理のために人材派遣等の支援を行っていた。

甲１１によれば，第一ファイナンスは，将来的には清算する予定はあ

ったようにみえるが，それは，早くても関西系ノンバンクの最終配当が

行われる平成１３年度以降のことであり，少なくとも本件当時は，企業

維持の方針を打ち出していた。

なお，はまなす興産，すずらん恒産については，長銀本体からの貸付

けはないことから，長銀の償却の対象外であった。

平成１０年３月期決算において，長銀は，第一ファイナンスの繰越損

失相当額部分１３８億円につき有税による引当（間接償却）を行った。

(カ) ジャリックグループ

ジャリックは，昭和４５年，不動産売買情報提供などの仲介業務を行

う日本不動産取引情報センターとして設立され，不動産担保金融，抵当

証券業務にも進出していた関連ノンバンクである。

ジャリックは，不動産仲介部門をランディック流通販売に移管し，本

件当時は貸出業務と株式保有業務とを主体にしていた。明和監査法人に

よる監査済みの計算書類によると，債務超過もなく，黒字を上げて自転

していた。

長銀は，ジャリックに対しては，残高維持などの資金支援を行ってお

り，ロールオーバーに応じるなどの追加支援も予定していた。

ジャリックは，平成９年３月期決算には３３５４万７０００円，平成

１０年３月期決算には２億２８９９万９０００円の経常利益を上げてお

り，純資産は，平成１０年３月期において，３億３１８７万円であり，

負債は７８２億８９７９万６０００円であった（乙Ｆ３０，３１ 。）
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なお，ジャリックの融資先であるジェーイーコーポーレーションは，

長銀の直接の融資先ではないため，長銀の償却の対象外であった。

(キ) 日比谷総合開発等

エル都市開発は，平成２年８月に設立され，日比谷総合開発は，平成

， ， 。 ，６年２月設立 平成７年には 軽井沢総合開発が設立された いずれも

長銀ないし関連ノンバンクの担保不動産の事業化会社である。

これら事業化会社は，バブル崩壊によって生じた不良債権について，

， ，担保不動産を債務者から切り離し その事業化により付加価値をつけて

， ，事業収益を確保するため 不動産の売買・賃貸借・仲介・管理及び鑑定

住宅の建設，不動産に関するコンサルティング業務を行っていた。エル

都市開発は主に長銀から，日比谷総合開発と軽井沢総合開発は，関連ノ

ンバンク各社から，担保対象不動産を移管されており，取得に必要な資

金については長銀が融資をしていた。長銀としては，不動産の事業化に

は計画の立案から竣工まで数年の期間が必要であるから，事業収益を得

られるに至るまで，金利などのキャリングコストが不可欠であると考え

ていた。

しかし，バブル崩壊による地価の下落傾向に歯止めがかからず，日比

谷総合開発等の事業化会社もその影響が避けられなかった。

長銀は，事業収益が得られるに至るまで金利等のキャリングコストに

ついて，返済資金の融資による借換えによって残高維持の資金支援を行

い，かつ追加支援を行う予定であった。各社は，優良物件を鑑定価格に

沿って取得し，権利関係を調整の上，賃貸ビル・マンション等の開発・

事業化を計画していた。

なお，平成８年の大蔵省検査では，日比谷総合開発等及びそのグルー

プ企業に対する資産査定の評価は，Ⅱ分類の査定であった（甲１３ 。）

エ 常務会の資料について
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平成９年における自己査定トライアルの準備や結果を受けて作成された

長銀の各種常務会の資料等（甲２５等）は，関連親密先について，企業維

持を前提とせず，現時点で法的に清算した場合の資産評価を記載した，い

わゆる清算バランスに基づいて作成されており，関連親密先の現状の評価

ではなく，仮に法的に破綻させた場合の評価を記載したものであった。ま

た，当時，まだ採用されていなかった時価会計による資産査定を行い，自

己査定基準において採用されるであろう，厳格な査定基準を当てはめたも

のであり，関連親密先の資産状況を極めて厳格に査定したものであった。

関連親密先は，いずれも本件中間期の時点では，法的に清算をする予定

はなく，長銀としては，母体行として関連親密先に対する支援を継続し，

少なくとも企業維持を図っていく予定であった。

(6) 被告らの刑事事件等の関連事件について

被告ａ，被告ｈ及び被告ｉは，平成１０年３月期決算の粉飾決算による違

法配当を理由に証取法違反及び商法違反の罪により起訴され，第１審で有罪

（東京地裁平成１１年（特わ）第２１３９号，平成１４年９月１０日判決。

甲６５）となった（なお，控訴も棄却された。東京高裁平成１５年(う)第１

２４４号，平成１７年６月２１日判決参照 。）

ただし，刑事事件の第１審判決の理由中においては，少なくとも平成１０

年３月期以前の会計慣行は，早期是正措置以降の新基準とは異なるとの認定

がされた。すなわち 「早期是正措置が導入される以前の金融機関において，

は，不良債権償却証明制度において認められた限度において，貸出金等の償

却・引当を行うのが一般的な傾向であったことは弁護人らが指摘するとおり

であったと認められる ・・・平成１０年３月期決算においては，早期是正。

措置制度を有効に機能させるために策定された，資産査定や償却・引当のあ

り方等に関する資産査定通達等の趣旨に沿った会計処理を行うべきであっ

て，それ以前に許容されていた税法基準に従った償却・引当の方法であって
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も，この趣旨に反する会計処理は「公正なる会計慣行」と評価することはで

きない」と判示されている（甲６５ 。）

他方，平成１０年３月期決算に基づく配当が違法配当に該当するか否かが

争われた民事訴訟においては，第１審（東京地裁平成１１年(ワ)第２８１６

４号，平成１７年５月１９日判決。乙Ｂ４）及び控訴審（東京高裁平成１７

年(ネ)第３７６９号，平成１８年１１月２９日判決。乙Ｂ８）とも，その判

決理由中において，当時の会計慣行が税法基準であったとの認定がされ，関

連親密先に対する支援につき損金計上が過少，違法ではないことが認定され

た。

なお，同種の事案である日債銀の民事事件においても，京都地裁は，税法

基準が当時の公正なる会計慣行であるとして，株式取得者からの損害賠償請

求を棄却し（乙Ｆ１３ ，大阪高裁は，第１審の判断を維持して，控訴を棄）

却した（乙Ｆ１４ 。）

２ 争点(1)について

(1) 本件当時の「公正なる会計慣行」

上記認定事実によれば，本件で問題とされている平成９年９月の本件中間

期当時 「公正なる会計慣行」とされていたのは，いわゆる税法基準に基づ，

く会計処理であると認められる。

すなわち，銀行の貸出金については，原則として大蔵省検査によるⅣ分類

と査定された貸出金について，無税による償却・引当の義務を負うこと及び

関連ノンバンク向け貸出金に対する償却・引当については，銀行が関連ノン

バンクに対する支援を継続する限り，償却・引当てを不要とする（但し，支

援損の計上を通じて計画的段階的に処理する ）ことが決算経理基準を補充。

する一般的な会計慣行となっていたものであり，本件当時，この具体的基準

は，商法３２条２項を介し 「公正なる会計慣行」として法規としての効力，

を取得するに至っていたものというべきである。
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もともと，会計慣行とは，一般的に広く会計上の習わしとして，相当の期

間繰り返し行われてきた会計処理に関する具体的基準ないし処理方法をいう

ものと解すべきところ，企業会計の技術性や多様性に照らし，関係法令や通

達の改変に伴い，その内容が実務の運用動向に応じて変化し，発展して行く

ことが前提とされていることは明らかであり，時と共に異なりうるものであ

ることも明らかである。

すなわち，会計基準は，相対的なものであり，絶対的な概念はなく，当該

企業会計の実態を反映しているものであれば，いかなる会計基準を採用して

もよいといえる。例えば，資産を取得時の原価で評価するのか，会計時の時

価で評価するのかは，会計処理の考え方の違いであって，そのいずれかが絶

対的に正しいというものではない。また，会計基準の合理性は，経済活動の

発展によっても，変化していくものであるから，事後的に会計基準の妥当性

を評価するのではなく，あくまでも本件中間期に広く採用されていた会計基

準の妥当性が判断されるべきである。

したがって，原告らの主張する新会計基準（改正後の決算経理基準をいう

ものと解される ）が本件当時 「公正なる会計慣行」として斟酌されるべ。 ，

きものかどうかは，それがその当時，唯一絶対の会計基準とまではいえない

までも，少なくとも，他の会計基準に比較して，会計「慣行」として確立し

， 。 ，たものであり それが適正であったことが立証される必要がある すなわち

この点は，当時の会計に関連する法令や通達などを手がかりとして，会計基

準が実務上，どのように運行されていたかを検討することにより判断される

べきものである。

前記のとおり 「公正なる会計慣行」といえるためには，一般的に広く会，

計上の習わしとされていて（一般性 ，相当の時間繰り返して行われている）

こと（反復継続性）が必要であると解すべきである。なぜなら，一般性を有

していなければ，会計基準として，そもそも適切なものとはいい難い特殊な
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基準としか評価できないし，反復継続性がなければ，慣行としての規範性を

有するとはいえないからである。

， ，まず 会社の会計帳簿等を作成する上での根拠となる商法の規定をみると

旧商法２８５条の４第２項において取立不能のおそれのある金銭債権を控除

， ，すべきことについて規定があるものの 具体的な基準については規定がなく

同３２条２項の文言からは 「公正なる会計慣行」にしたがって，会計に関，

する規定を解釈すべきとされているものの，何が「公正なる会計慣行」とさ

れるかは，文言上明らかではないことは前記のとおりである。

また，企業会計原則及び同注解は，一般的に企業における「公正なる会計

慣行」を明文化したものとされるが，貸倒引当金の計上については，いずれ

も具体的な算定基準を規定していないことから，やはり 「公正なる会計慣，

行」ということはできない。

銀行が実務運営の指針としていた通達である決算経理基準によると，貸倒

引当金のうち税法上容認されている限度額については必ず繰り入れるものと

し，債権償却特別勘定への繰入れは，税法基準の他，有税によってもなし得

ると規定されていたことは前記のとおりである。

しかしながら，長銀を初め，殆どの銀行では，前記認定事実のとおり，本

件中間期も法人税法施行令９７条３項に基づき貸付債権の内３．０／１００

０を貸倒引当金として計上しており，税法上許容された範囲内という最低限

度の要求は満たしていた。

また，法人税基本通達９－６－４の適用については，不良債権償却証明制

度における実施要領の運用実態及び解釈が問題となるが，上記認定事実によ

れば，当時の大蔵省は，各金融機関が抱えている不良債権処理を推進するこ

とを目的としつつも，無税償却の範囲をできる限り厳格に解釈し，金融機関

の抱える不良債権処理を進める一方で，債権の償却に関しては，税の徴収機

関としての立場から，課税対象法人による利益調整の方法として利用されな
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いよう，無税償却の恣意的な利用を防止すべく，無税の間接償却が認められ

る範囲を極めて限定して解釈していたものである。

また，関連親密先について，銀行が将来において事業廃止を予定していた

場合でも，具体的に清算等を実行した場合にのみ無税償却を認めていたに過

ぎず，このことは，長銀が平成８年３月期に第一住建に対する債権の償却を

行った際も有税扱いとされた事実からも明らかである。また，本件中間期後

に自己査定制度が導入された平成１０年３月期決算においても，無税償却の

範囲が制限され，関連親密先の債権の大半を有税償却しなければならなかっ

たことも前記認定のとおりである。

そして，当時の大蔵省としては，不良債権処理のための制度は，法人税基

本通達９－６－４による無税償却によるのでなく，債権放棄などを前提とし

た法人税基本通達９－４－２による運用，すなわち，貸倒引当金として個別

に債権償却特別勘定に計上するのではなく，段階的処理に基づき，損益支援

を寄附金とはせずに，損金扱いする例外規定の活用を通じ処理する方法を重

視していたことが窺える。その理由は，バブルの崩壊により経営体力の落ち

いていた関連ノンバンクの貸付金を一斉に回収することにより，関連ノンバ

ンクが倒産し，結果的に親銀行の経営状況をも圧迫し，連鎖的に金融機関の

破綻が生じることを恐れたからであろうと推認される。元来，銀行は，貸出

先の資金需要に応え，与信をして経済活動の発展を図り，経営不振の事業者

についても，その再建を援助して貸出金の回収を図ることが業務上の使命で

あり，貸出先の一時的経営不振により，直ちに貸出金の回収を図ったり，回

， ， ，収不能として回収を断念することは 慎重でなければならないとされ 特に

母体行主義のもとでは，関連ノンバンクへの支援を容易にするため，法人税

基本通達９－４－２を活用することによって損益支援を損金扱いにして，事

実上無税とする一方，上記のとおり，法人税基本通達９－６－４の適用範囲

を制限し，個別的な償却引当を認めないとする運用をしていたのである。
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不良債権処理を監督する主務官庁である大蔵省は，平成１０年６月の金融

監督庁の発足に至るまで，銀行業務につき強力かつ広範な監督権限を有し，

その通達の示すところに従い，各銀行は決算処理を行うこととされてきたこ

， ，とも公知の事実であって この基準が上記のような税法基準であったことは

これを否定することができないものである。

このように，税法基準は，主務官庁の方針そのものであり，その監督下に

ある金融機関は，その方針に従うのが最も合理的であり，かつ一般的であっ

たといえるのであって，資産査定通達などを先取りした資産の自己査定によ

る会計処理は，却って莫大な有税償却を行わなければならないことになり，

これによる税負担の増大からくる会計上の不利益も無視できなかったという

ことができる。そうであるとすれば，金融機関にとって，税法基準に基づき

会計処理を行うのが最も一般的な会計基準であったということができる。

そして，税法基準による会計処理は，長銀のみならず他の金融機関や他業

種の企業でも広く採用されていたのであり，早期是正措置の導入が行われる

までは，最も一般的かつ合理的運用であったと認められることから，一般的

に広く会計上の習わしとして，反復継続して，相当の期間繰り返し行われて

いたということができる。

まして，有税償却は，課税負担が増加し，償却に必要な資金が倍増するこ

とから，ほとんど行われることがなかったことも金融機関における一般的な

会計処理であったことは前記認定のとおりである。

また，関連親密先等の支援先に対する債権については，無税であれ有税で

あれ，償却の対象としないのが，当時の銀行実務であった。特に，母体行主

義の下では，関連ノンバンク等に対して，継続的な支援を予定しているもの

であり，支援を約束しながら，貸付金を回収不能として貸倒引当金に計上し

て，償却の対象とすることは，矛盾した行動であり，場合によっては，背任

的行為とすらされたからである（乙Ａ２ 。）
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以上のとおり，本件当時，税法基準による会計処理が一般的であり，貸倒

引当金の計上については，税法上定められている限度を超えて，無税償却し

たり，有税償却を行うような慣行があったものとは認められず，原告ら主張

の新基準が当時の「公正なる会計慣行」であったことを認めることはできな

い。

(2) 本件中間期以降の会計基準

他方，平成１０年４月１日から早期是正措置に基づく自己査定基準が導入

されることとされていたので，それに先立つ形で，平成９年７月ころから，

同年６月を基準に自己査定トライアルによる資産査定が一部で実施されてい

る。しかしながら，それは，あくまで試行段階であって，本件当時は，自己

査定基準の導入が法令によって義務づけられていたものではないから，本件

中間決算において，自己査定トライアルに基づく会計処理を行わなかったこ

とが，違法となるものとはいえない。

前述のとおり，税法基準により，支援先については，原則として償却の対

象外とするのが当時の会計慣行であった。そのような運用が，結果的に不良

債権処理の足かせとなったとしても，この当時の会計慣行が不適切だったと

法的に評価することまではできない。行為規範の遵守につき，事後的な規範

によって判断することはできないからである。

本件中間決算期当時，平成１０年４月１日に向けて，長銀が自己査定基準

を作成し，その基礎となる資産査定通達によるトライアルを実行し，早期是

正措置の導入に備えていたことは前記のとおりである。しかしながら，それ

が即座に「公正なる会計慣行」といえるほどに一般的なものであったかは，

明らかではない。事実，本件当時，自己査定基準を前提とした会計処理を行

っていた金融機関は，大手では東京三菱銀行１行のみで，ほかの金融機関は

自己査定基準をいまだ採用してはいなかったことから，資産査定通達はもち

ろん，４号実務指針が本件当時に適用された事例はほとんどなかったといえ
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る。この点からしても，改正後の決算経理基準（自己査定基準）は，平成９

年９月期当時，いまだ，広く一般的な会計上の習わしとなっていたというこ

とはできない。

改正後の決算経理基準は，早期是正措置が平成１０年４月１日より導入さ

れ，金融機関が自己査定基準に基づき，資産査定を行うようになり，平成１

１年３月期から有税による償却であっても会計上の問題を解消する税効果会

計が導入されたことにより，初めて，会計慣行としての一般性を有するに至

ったものと認められるのであって，この基準による会計処理が「公正なる会

計慣行」となったといえるのは，早くとも，平成１０年３月期決算以降，実

際には，金融検査が大蔵省から独立した金融監督庁の手に委ねられ，金融検

査マニュアルに則った改正後の決算経理基準に基づき，自己査定を厳格に審

査する慣行が定着した後に，これが一般的な会計慣行になったというべきで

ある。前記のとおり，行政上の資産査定の運用は，平成１０年３月から同１

１年にかけて，極めて大きな変容をし，金融監督庁と税務をつかさどる大蔵

省とが分離したことにより，税務とは切り離されて厳格な資産査定をし，関

連親密先の実態を個別具体的に明らかにした上で，必要な償却等が行われる

ようになったものである。

よって，本件中間期当時は，自己査定基準が導入される前の税法基準によ

る会計処理が 「公正な会計慣行」であったというべきであり，平成１０年，

３月期から実施されるべき資産査定通達や４号実務指針の考え方を取り込む

という慣行は，確立していなかったのである。

(3) この点につき，原告らの主張は，自己査定基準の導入前であっても，資産

査定通達や４号実務指針の考え方が採用されるべきであったというものであ

り，あるいは，従来からの会計基準そのものの変更はなかったとしながら，

商法２８５条の４第２項の趣旨からして，回収可能性の見地から金銭債権を

個別具体的に把握し，実質的回収可能性の判定によって，回収不能見込額が
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決せられるべきであったと主張するものである。そして，実施要領７(2)②

のａ項は 「合理的な」再建計画等との限定を付しているにもかかわらず，，

ｂ項については，回収見込みのない追加支援でもよいという解釈は不合理で

あり，ｂ項にいう追加的支援も，当然，それによって債務者の事業好転・元

本回収が見込まれるようなものでなければならないと主張する。

確かに，金融機関が経営上の困難に直面した貸出先に対して支援を行うこ

とは，関係者の努力により元本が回収されることを前提にしており，そのた

め，合理的な再建計画が実施されている貸付先等に対するものでなければな

らないことは主張のとおりであり，支援を行っても，将来の破綻がほぼ確実

であると見込まれる貸付先に対する支援が相当でないことも主張のとおりで

ある。

しかしながら，前記のように，税法基準によれば，債権の回収可能性を個

別的，実質的に判断した上，回収不能見込額の引当を行うことは，原則とし

て行われていなかったのである。

また，法人税基本通達９－６－４は，法人の有する貸金等に係る債務者が

「債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し，事業好転の見通しがない

こと，当該債務者が天災事故，経済事情の急変等により多大の損害を被った

ことその他これらに類する事由が生じたため，当該貸付金の相当部分（おお

むね５０％以上）の金額につき回収の見込みがないと認められるに至った場

合」には 「その回収の見込みがないと認められる部分の金額」をその該当，

することとなった事業年度において損金経理により，債権償却特別勘定に組

み入れることができたが，この無税償却に当たっては，所轄税務署長の認定

が必要と規定されており（上記通達９－６－４ ，銀行については，不良債）

。 ，権償却証明制度が実施されていたことも前記のとおりである しかるところ

（ ） ， ，その運用基準である実施要領 甲６の３ においては ７(2)ハ②において

「事業好転の見通しがないこと」について，事業好転の見通しの有無は，事
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例に応じて個別的に判断するほかにないが，次に該当する場合は 「事業好，

」 ，転の見通しがない と判断することは原則として適当ではないと考えられる

として，ａ 合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進行中である場

合。ただし，９－６－５に該当する場合（引用者注：倒産手続の申立て及び

手形取引停止処分があった場合）は，この限りではない。ｂ 債務者に対し

て追加的な支援（融資，増資・社債の引受，債務引受，債務保証等）を予定

している場合を規定しているところ，本件において，関連ノンバンクや，関

連親密先に対し，長銀の支援が予定されていたこと，この中には，合理的な

再建計画が大蔵省によっても承認されたものもあることからすれば，いずれ

も上記ａｂに該当することが明らかである。

また，平成９年４月２１日付事務連絡として 「金融機関等の関連ノンバ，

ンクに対する貸出金の査定の考え方について」が金融証券検査官宛に出さ

れたが，これによると 「関連ノンバンクに対する貸出金については，当面，

の方針として，当該貸出金の分類額が直ちに引当・償却に結びつけられる

か否かは別にして，いわゆる母体行主義を前提とし，将来の親金融機関等

の経営に与える影響等を総合的に把握することに重点を置き，査定を行っ

ている」との記載があり（乙Ｄ３ ，前記に説示した母体行主義やメインバ）

ンクシステムの下では，母体行がこれら関係会社の経営に特別の影響力と

責任を有してその信用保証機能を負担し，それが金融システムの秩序を維

持するため不可欠の仕組みとして認知されていたこと，決算経理基準の下

においても，母体行が関係会社に対して有する債権については，偶発的損

失のリスクが極めて少なく 「支援」としての債権放棄や追加融資が期待で，

きることから，一般債務者に対する債権の場合とは質的に異なった要素が

考慮できること，母体行主義のもとでは，メインバンクに求められている

コーポレートガバナンスの担い手としての機能，他行が資金を供給する際

メインバンクに求める事実上の信用保証機能が明確であり，メインバンク
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制度を容認して金融システムの安定の根幹としてきた行政の期待も強かっ

たこと，こうした母体行と関係会社の密接な関係は，金融取引の基本的ネ

ットワークを形成し，母体行としての各銀行がこのシステムを維持するこ

とが金融システム維持の根幹を担う基本ルールとして守られてきたことな

どの諸事情を考慮すると，支援とは，対象とする関係会社に対する貸出金

につき査定分類がいかなるものであったかどうかとは連動することなく，

少なくとも，破綻の可能性が相当程度確実に見込まれる場合を別として，

母体行等からの有形無形の経済的援助等のすべてを指すものというべきで

ある。

すなわち，ａの場合と異なり，母体行からの支援が予定されている場合

は，上記のように，原則として事業の好転が見込まれ，債権の回収が期待

できる状況が招来されることが事実上期待できるところから，ａの場合と

異なり，相当性，合理性要件等を規定しなかったものと認められる。

そこで 「支援」の解釈については，次のとおりに考えるべきである。，

実施要領７(2)ハ②ｂ項にいう「支援」とは，融資等の積極的な資金援助

のみならず，債権放棄や人材派遣等も含む広義の「支援」をいい，必ずしも

その内容について，元本回収の見込みがある等の合理性があることは規定上

要求されていないが，これは，母体行主義等を前提とする以上，経営不振に

陥った貸付先に対し，原則として支援が期待され，これにより事業好転も期

待され，これにより債権回収が期待できるという事実上の期待の見込みがあ

るからである。したがって，破綻の可能性が相当程度確実に見込まれる場合

を別として，母体行等からの有形無形の経済的援助等のすべてを指すものと

いうべきである。

よって，実施要領の７(2)ハ②のｂ項の「支援」について，合理性の存在

という文言にない要件を加えることは妥当ではない。

他方，支援体力の有無を「支援」の要件とするか否かも問題となるが，支
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援する側の母体行の当時の支援体力及び関連親密先の経営状況を総合的に考

慮した上で，実施要領にいうところの「支援」と評価できるかどうか判断す

べきであり，前記認定事実及び後記判断によれば，長銀は，これを有してい

るものと判断される。

３ 争点(2)について

(1) 長銀の支援体力

本件において，長銀による「支援」があったといいうるか，以下，検討を

加える。

第３の２(3)で述べたとおり，実施要領にいう「支援」を行うためには，

母体行も，相応の支援体力を有していなければならない。もっとも，貸借対

照表などから，客観的に債務超過に陥っていないなど事情が認められる場合

には，原則として，支援体力があったと認めてよい。

この点，上記認定事実のとおり，長銀の支援体力は，平成９年９月期中間

決算当時は，自己資本に余裕があり，平成１０年３月期の貸借対照表上も債

務超過には陥っていなかった。また，平成１０年７月から９月にかけて実施

された金融検査の結果を受けて，大蔵省から指示された要追加償却額や含み

， 。損の部分を差し引いてもなお 長銀の自己資本に余裕があったと認められる

よって，本件中間期における長銀の関連親密先に対する支援体力は，十分

にあったものといえる。

(2) 関連親密先に対する支援

支援の実効性の判断に当たっては，母体行の支援体力のほか，支援先の債

務超過額，再建計画の期間，再建可能性の有無等を考慮する必要がある。た

だし，前述のとおり 「支援」は，必ずしも合理的なものであることまでは，

， 「 」 ，「 」要せず 客観的に 支援 の実が上がっていないような場合にのみ 支援

といえないと判断されるだけである。したがって，元本回収の見込みが直ち

にあるいは短期間に期待できるとまではいえなくとも 「支援」によって収，



112

支が持ち直したとか，企業維持に支障が生じていなければ 「支援」として，

評価してよいといえる。

上記認定事実によれば，関連親密先の経営状況について，不良債権が増大

し，その先行きが懸念されつつも長銀による支援計画そのものは，存在した

と認められる（甲１１，乙Ｂ１ 。その内容も，形式的な支援ではなく，関）

連親密先の経営の建直しや少なくとも企業維持を図るための支援であり 支，「

援」として実効性のあるものであったといえる。

上記認定事実のとおり，関連親密先のうち，日本リース，ＮＥＤ，長銀リ

ース，ランディック及びジャリックは，数字の上では，経常利益を上げてい

た上に，日本リース，長銀リース，ランディック及びジャリックは，自力で

。 ， ， ，経営を進めていたのである それゆえ 長銀の支援は 関連親密先に対して

， ， 。業績を好転させ あるいは再建という目的にとって 有効であったといえる

， ， ， ，また 母体行主義の下では 母体行の責任として 関連ノンバンクを維持し

業績を好転させていく役割があったのであるから，いわゆる企業維持が目的

であっても「支援」と評価して良いのである。よって，関連親密先の経営に

も関与したり，残高維持を図ることなど，消極的な支援であっても，実施要

領の「支援」に該当するといえる。

以下，関連親密先の各グループごとに検討を加える。

ア 日本リースグループについて

上記認定事実によれば，日本リースは，長銀の損益支援によって，収益

力を回復させ，いわゆる自転可能な状態になっていた。また，長銀は，追

加的な支援も予定しており，日本リース本体の経営改善策とも相まって，

今後の業績の回復も見込まれていたことから，事業好転の見通しがなかっ

たとはいえない。よって，前述した税法基準を前提にすれば，法人税基本

通達９－６－４に該当しないため，債権償却特別勘定に繰り入れることは

できず，償却の対象であったとはいえない。
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この点，原告らは，日本リースが新規リース成約のストップや資金ショ

ートの可能性を指摘して，日本リースは既に破綻していたと主張する。し

かし，平成９年１１月当時は，山一證券の破綻などにより，本件中間期以

降に発生した後発事情によって，すべての金融機関は危機にさらされ，こ

のような状況下において，金融機関の貸出姿勢が消極的になるのは，むし

， ， ， 。ろ 当然のことであるし 実際 他の大手リースも同様の対応をしていた

そのほか，新規リース契約の一時的なストップは，リース事業の拡大を一

， ，時断念するだけのことであり 既存のリース契約は継続していたのだから

日本リースが実質的に破綻していたことの根拠とはならない。

また，日本リースのグループ会社である，ビルプロやビルプロ３社，有

楽エンタープライズについても，不良債権が累積し，赤字状態であったと

はいえ，事業化計画がなかったとまではいえず，長銀も本件中間期におい

て，清算する予定はなかったものである。ビルプロ等は，いわゆる事業化

会社であって，プロジェクトファイナンスであったことから，事業が軌道

に乗るまでは，赤字の状態が続くことは，当然のことであった。むしろ，

長銀は，企業維持のために残高維持等の支援を予定していたことから，実

施要領のｂ項の「支援」の予定があったといえ，法人税基本通達９－６－

， 。４には当てはまらず 回収不能見込額を無税償却することはできなかった

原告らは，ビルプロ等について，事業化計画が存在しなかったと主張す

る。しかし，事業化計画は，プロジェクトファイナンスであって，相当程

度の期間を要することから，本件中間期に計画が具体的に実現していない

ことをもって，事業化計画がなかったということはできない。

よって，長銀の日本リースグループに対する債権については，無税償却

はできないので，貸倒引当金に計上することはできない。

イ ＮＥＤグループについて

上記認定事実によれば，ＮＥＤ本体は，再建計画の途中ではあったが，
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長銀の損益支援の影響もあって，経常利益は上げていた。また，ＮＥＤの

再建のためには，なお追加の損益支援が必要であり，長銀は，その見直し

計画も含めて策定済みで，大蔵省の承認も得ていた。よって，税法基準に

照らすと，法人税基本通達９－６－４に該当しなかったため，債権の償却

はできなかった。

また，青葉エステート及びその子会社８社についても，長銀が直接貸し

付けているのではないから，長銀は直接償却の対象とすることはできず，

また，ＮＥＤと一体となった再建計画が策定されていたことから，ＮＥＤ

本体と合わせて償却の可否を考えるべきである。前述のとおり，ＮＥＤに

は，追加支援が行われ，償却することはできなかったことから，グループ

会社だけとりあげて，個別に償却することはできない。

原告らは，青葉エステートやその子会社８社について，そもそも支援の

対象にも当たらないと主張するが，ＮＥＤ本体と一体となった支援計画が

承認されていた以上，支援先ですらないということはできない。

エクセレーブファイナンスについては，その資産は全てＮＥＤに対する

貸付金であり，ＮＥＤに対する長銀の損益支援により，ＮＥＤの手元資金

が増加することで，この貸付金は回収可能な資産となる。換言すれば，Ｎ

ＥＤに対する支援により，結果的にエクセレーブファイナンスの支援にも

なることから，実施要領にいう「支援」に該当する。よって，長銀のエク

セレーブファイナンスに対する貸付について，法人税基本通達９－６－４

の適用はないことになり，償却引当の対象とはならない。

ウ 長銀リースグループについて

上記認定事実によれば，長銀リースは，長銀の損益支援等により，再建

計画が完了し，いわゆる自転可能な状態であった。そのため，本件当時の

会計慣行であった税法基準によれば，合理的な再建計画があったといえ，

法人税基本通達９－６－４に該当せず，また，自転可能であったことから
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も，事業好転の見込みがなかったとはいえないことから，有税による償却

もできなかった。

また，長銀リースの子会社１２社については，長銀からの直接の貸付が

ないことから，長銀の直接の償却の対象とはならない。そして，長銀リー

スが追加支援を受けており，子会社もそのグループとして，再建計画に組

み込まれており，一体として評価すべきであるから，無税でも有税でも償

却の対象とはならない。

エ ランディックグループについて

上記認定事実によれば，ランディックは，長銀の損益支援等により，再

建計画が完了し，いわゆる自転可能な状態であった。そのため，本件当時

， ，の会計慣行であった税法基準によれば 合理的な再建計画があったといえ

事業好転の見込みがないとはいえないことから，法人税基本通達９－６－

４の適用はなく，また，有税によって償却すべき場合にも当たらない。

ランディックは，経常利益だけをみれば，平成９年３月期と平成１０年

３月期とを比較すると，下降傾向にあったが，純資産はまだ十分にあり，

原告らの主張するような経営破綻状態ではなかった。また，長銀も追加的

， ，な支援を予定していたことから 事業好転の見込みがなかったとはいえず

やはり，法人税基本通達９－６－４の適用はなかったといえる。

また，芝中央ファイナンスをはじめとする，ランディックの不動産子会

社６社，受皿会社１３社についても，長銀からの直接の借入がないことか

ら，グループを全体として評価すべきである。となると，ランディックグ

ループについても，ランディック本体の支援が完了していた以上，償却の

対象とはならない。

オ 第一ファイナンスグループについて

上記認定事実によれば，長銀は，第一ファイナンスに対し，母体行とし

て，残高維持の支援を行っており，また，企業維持のための追加支援の予
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定があった。そのため，本件当時の会計慣行であった税法基準によると，

「支援」があった場合に該当するから，法人税基本通達の適用はなく，償

却引当の対象とはならない。

確かに，第一ファイナンスの保有する有価証券が，平成８年の大蔵省の

検査によって，Ⅳ分類と査定された。しかし，これは，平成７年事務連絡

に基づく検査で，関連ノンバンクの資産査定は，償却・引当とは無関係に

， ， ，行われたものであり 保有有価証券については 低価法によって査定され

評価損をⅣ分類とされたが，これは，償却・引当に結びつくものではなか

った。

また，すずらん恒産及びはまなす興産については，長銀からの直接の出

資はないことから，長銀による償却の対象とはならない。それゆえ，そも

そも法人税基本通達９－６－４の適用はない。

カ ジャリックグループについて

上記認定事実によれば，ジャリックは，本件中間期当時から，黒字を上

げて自転しており，債務超過もなかった。長銀としても，ジャリックに対

しては，残高維持などの資金支援やロールオーバーに応じるなどの追加支

。 ， ，援を行っていた よって 本件当時の会計慣行であった税法基準によれば

そもそも，経営状況が悪化していたわけでもなく，また，長銀による追加

的な支援も予定されていたことから，法人税基本通達９－６－４の適用の

前提を欠いており，償却引当の余地はない。

なお，ジェーイーコーポレーションについては，ジャリックの子会社で

あり，長銀による直接の貸付はなかったことから，長銀による償却の対象

とはならなかった。

キ 日比谷総合開発等について

上記認定事実によれば，長銀は，日比谷総合開発等に対しては，担保不

動産の取得のための融資のほか，残高維持等の支援を行っていた。事業化
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会社というのは，一種のプロジェクトファイナンスであり，事業が軌道に

， ， 。乗るまでの間 しばらく赤字が続くのは むしろ当然のこととされていた

それゆえ，経営が破綻していると評価するには，事業化の計画がないか，

実効性に乏しいものでなければならないというべきである。この点，日比

谷総合開発等については，保有不動産について事業化計画が策定され，実

行に移されている段階であり，事業は軌道に乗ろうとしていたところであ

って，長銀としても追加的な支援を行っていた。それゆえ，本件当時の会

，「 」 ，計慣行であった税法基準によれば 支援 が行われていた場合に該当し

法人税基本通達９－６－４の適用はなかったことから，償却の対象とはな

らない。

確かに，不動産価格の下落によって，含み損を抱える事例も少なくはな

いが，それのみを理由として，不動産の事業化会社に合理性がないとはい

えない。むしろ，不動産価格以外の付加的な価値により，収益を上げてい

くという意味では，一定の合理性のある事業といえる。

原告らは，日比谷都市開発等を不良資産を購入しただけの，実質破綻会

， 。社と主張するが 事業化会社を単に資産価値だけで破綻会社とはいえない

それに，事業化会社は，不動産価格の変動に影響されるが，本件中間期に

おいて，不動産価格の下落が続くのか持ち直しがあるのかは，判断が難し

， ， ，いところから 不動産価格の下落のみをもって 不良資産と断定するのは

早計に過ぎる。

以上によれば，本件の関連親密先は，いずれも長銀の支援によって回復基

調をみせていたか，少なくとも企業維持が図られており，そのほか，将来に

おける支援予定もあったことから，実施要領ｂ項の追加的な「支援」を予定

している場合に該当し，法人税基本通達９－６－４には該当しないことにな

る。

したがって，本件半期報告書において，関連親密先に対する貸付債権につ
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いて，貸倒引当金を計上しなかったことについては，当時の会計慣行であっ

た税法基準にかなうものであって，虚偽の記載であるとは認められない。

(3) これに対し，原告らは，刑事裁判の供述調書等に添付された資料や常務会

資料をもって，関連親密先は，既に債務超過に陥っており，実質的には破綻

状態であったと主張する。しかし，これらの資料は，早期是正措置の導入に

備えて，不良債権処理の促進を検討するために作成され，また，貸借対照表

は，その時点において清算した場合を仮定したいわゆる清算バランスによる

ものであり，当該企業をその時点で法的破綻させたような場合の極端な評価

方法であるところ，少なくとも，長銀としては，その時点において関連親密

先を清算することは予定していなかったのであるから，その数字のみをもっ

て関連親密先のほとんどが破綻状態にあったと評価するのは早計である。ま

た，常務会の資料は，減損会計ないし時価会計を厳格に適用して，資産評価

をしているが，本件当時は，資産評価について，いわゆる減損会計ないし時

価会計ではなく，取得時価格会計が主流であったことから，清算バランスに

よる資産評価が必ずしも当時の「公正な会計慣行」と位置づけられていたわ

けではなかったから，被告らによる査定の結果の当否を後の時価会計といっ

た基準を前提に判断することは，本件当時の実態を正確に表したものとはい

えない。

(4) 仮に，減損会計や時価会計を用いて，資産評価をした結果が，最もよくそ

の企業の資産状況及び経営状態を表すものであるとしても，本件当時，その

会計方法が主流とはいえなかった以上，直ちに虚偽の数字を記載したとか，

粉飾決算であったとかと評価することはできないのである。

仮に，関連親密先が実質的に破綻していたとしても，上記認定事実のとお

り，長銀は，追加の支援予定をしていた以上，不良債権償却証明制度の承認

を得ることはできなかったのであるから，原告らの主張するような貸倒引当

金に計上し，無税償却をすることはできなかったはずである。
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すなわち，関連親密先が実質的には，債務超過であったとしても，それが

直ちに法人税基本通達９－６－４の適用対象となるのではなく，相当期間，

債務超過が継続し，しかも事業再建の見込みがない等，前記要件が備わらな

ければならないのであり，実施要領の「支援」に該当すれば，すなわち事業

再建の見込みがないとはいえない以上，この「支援」が認定できる限り，実

質的に債務超過であっても，貸付債権について無税償却はできなかったこと

に変わりはないのである。

そして，大蔵省の資産査定において，Ⅳ分類とされた債権についても，そ

れをもって，必ず貸倒引当金として計上し，無税償却の対象となるわけでは

ないことは，平成７年通達のとおりである。本件当時は，大蔵省が銀行の監

督行政として行う資産査定と，税法基準において不良債権償却証明制度が承

認されるかということとは別の問題であった。

この点につき，原告らは，被告らの刑事事件の供述調書や公判調書及びそ

れに添付された長銀の常務会の資料をもって，関連親密先が実質的に破綻し

ていたと主張する。しかし，原告らの引用する刑事事件の被告元役員らや長

銀の元関係者の調書については，反対尋問を経ていない以上，その信用性が

保障されているとはいえず，この供述のみから直ちに，本件半期報告書や関

連親密先の会計が全て粉飾であり，関連親密先の経営状況が実質的に破綻し

ていたと認めることはできない。また，刑事事件は，平成１０年３月期決算

についての平成１０年に行われた金融監督庁による資産査定を前提とし，長

銀の作成した自己査定基準の内容の当否が争われており，自己査定基準の適

用のない本件とは，前提を異にする。

むしろ，長銀の刑事事件における金融監督庁のｎ検査官の証言では，金融

査察などで，関連親密先に対する債権について，破綻懸念先とはされても，

実質破綻先と評価されたものは少なかったと認められる。再建計画の見直し

が必要であったＮＥＤグループにおいても，大蔵省はその再建計画の合理性
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を認め，破綻懸念先に留めていた（甲３１の１ 。しかも，それは，平成１）

０年３月期を基準とした資産査定においてのことである。同様のことは，同

じく平成１０年３月期を基準にして行われた日銀考査についてもいえること

である（甲３０ 。その結果が長銀の自己査定の結果と大きく異ならなかっ）

たことは，前述のとおりである。そして，税法基準よりも厳しい基準で査定

された金融監督庁の金融査察や日銀考査においても，刑事事件で問題視され

た長銀の自己査定の結果と大きな差はなかったのであるから，本件半期報告

書の記載は，まさに税法基準に従ったものであり，その記載が虚偽であると

はいえないことが明らかである。

さらに，原告らは，被告らが「支援」の内容を明らかにしていないと主張

するが，原告らが長銀の粉飾決算を主張する以上，原則としては，原告らの

方が「支援」と評価できないことや，事業好転の見込みがないことを明らか

， ， ，にする必要があり ひいては 決算書の虚偽性を立証する必要があるところ

これらの証明がないことも前記のとおりである。

(5) また，原告らは，平成９年８月に実施された自己査定トライアルによる資

産評価を前提に，会計処理を行うべきであったとも主張するようである。し

かし，自己査定トライアルは，あくまで来たるべき自己査定基準に備えた試

行期間に過ぎず，自己査定トライアルに基づく会計処理は，会計慣行として

一般化されていたとはいえない。

よって，自己査定トライアルの結果に基づく財務諸表の作成が義務づけら

れていたとはいえず，このことから，長銀の関連親密先に対する「支援」が

なかったということや 「支援」があったとしても不良債権処理を先送りに，

するだけの不合理なものであったということはできない。

また，上記認定事実のとおり，本件中間期後の平成１０年３月期決算にお

いて，長銀は，本件中間期に比して５１９７億円増の貸倒引当金を計上した

が，無税償却が認められたのは，支援損が認められたＮＥＤ，長銀リース，
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ランディックのみで，その他は有税償却となった。また，長銀が既に国有化

された平成１１年３月期においても，相当額が有税引当となったことからす

れば，仮に本件中間期に原告らの主張どおり，関連親密先について貸倒引当

金を計上したとしても，不良債権償却証明制度の承認を得られず，そのため

債権償却特別勘定の繰入れを認められないことにより，無税償却はできなか

った可能性が高いのである。

この点につき，原告らは，長銀が関連親密先や経営の実態を隠蔽して有価

， 。証券報告書等を作成したから 有税償却にならざるを得なかったと主張する

しかしながら，繰り返し述べてきたとおり，本件当時の大蔵省が法人税基本

， 「 」通達９－６－４の適用について 不良債権償却証明制度の実施要領の 支援

を広義に解釈しており，不良債権償却証明制度の適用範囲を制限していたこ

とから，長銀が原告らの主張どおりの貸倒引当金を計上しても，その全額に

ついて無税償却はできなかった可能性は高いのであって，長銀としては，実

態を隠蔽するという意図などはなく 「公正なる会計慣行」とされていた税，

法基準に従って，関連親密先に対する債権を貸倒引当金に計上しなかったに

すぎないのである。また，わざわざ関連親密先の実態を隠蔽せんがために，

長銀にとって，課税負担が大きく，会計上の不利益も大きい有税償却を行う

ことが合理的な経営判断であるともいえない。

よって，原告らの主張には理由がない。

(6) 中間財務諸表の特殊性

中間財務諸表は，上記認定事実のとおり，中間会計期の期間損益や中間期

末日時点での資産，負債を確定するものではなく，一事業年度の上半期とい

う独立の会計期間ではない期間について，当該期間を含む事業年度の損益予

測に資する有用な会計情報を提供するものである。そして，本件半期報告書

では，監査証明の対象となる中間財務諸表自体の追加情報として 「銀行業，

の決算経理基準が平成９年７月３１日に改正され，当事業年度末決算から適
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用されることに伴い，当事業年度末決算においては，資産の自己査定結果を

踏まえた新たな償却及び引当金の計上基準を定め，その基準に基づき貸出金

償却及び貸倒引当金を計上することになりました。この結果，当事業年度末

決算においては多額の貸倒引当金繰入等が見込まれます 」と記載し，中間。

貸借対照表，中間損益計算書と当該追加情報を合わせて読むように注意を促

していた（乙Ｆ１８ 。）

中間期決算の性格からすれば，中間財務諸表は，一般投資家に対し，必ず

， 。しも確定的な数字を呈示しなくても 有益な会計情報を提供していればよい

そして，虚偽記載か否かは，単に数字の相違だけではなく，それが重要な

事項であり，一般投資家の誤解をもたらさないものか否かで判断すべきとこ

ろ，平成１０年３月期には，自己査定制度の導入により，従来より多額の有

税引当を行うことになるべきことが確定的であった一方，どれほどの貸倒引

当金が積み増しされるかは必ずしも明確ではなかったことから，年度末決算

， ，に多額の貸倒引当金を繰り入れするとの注記があれば 一般投資家であれば

年度末決算に多額の貸倒引当金の計上が行われることが想定できるのである

から，誤解をもたらすとまではいえない。なお本件中間期決算の数字が虚偽

とはいえないことは，前述のとおりである。

そして，長銀は，実際に平成１０年３月期決算において，多額の貸倒引当

金を計上し，償却引当を実行している。その基礎となる数値も，上記認定し

， ，た関連親密先の経営状況からすれば 税法基準による処理に従っている以上

不合理なものとまでいうことはできない。

また，原告らは，貸倒引当金の計上時期についても，支援の実施の決定時

， 。 ，にすべきであり 実施時に先送りすることは許されないと主張する しかし

原告らの引用する文献は，一般論として，独立の会計年度における損失の計

上の先送りをすることは妥当でないとしていると解されるところ，中間決算

では，独立の会計年度の途中で有益な会計情報を示すものであるから，損失
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として確定していない場合も考えられるのであり，必ずしも中間期に計上を

しなければならないというものではない。会計情報としては，決算時に貸倒

引当金の大幅な積み増しが予告されていれば十分と考えられる。

(7) 以上によれば，長銀の本件半期報告書における虚偽事実の記載を前提とす

る原告らの主張には，そもそも理由がない。

４ 争点(6)の因果関係について

そもそも，原告らが長銀の株を購入した時期は，上記争いのない事実で述

べたとおり，平成１０年１月３０日から同年７月３日にかけてのことであり

（甲損１ないし５９ ，長銀の株価は，既に，貸倒引当金を大幅に積み増す）

という本件中間報告書の注記の追加情報を受けて下落していた時期であっ

た。また，原告らの一部は，本件中間期より平成１０年３月期決算の内容を

みて，長銀の株を取得したとも評価しうるのである。すなわち，長銀の株価

が底値をうったとみて，株価の値上がりを期待した買いであることも考えら

れ，本件半期報告書の数字を信頼しての購入といえるかにも疑問がある。

また，長銀が国有化されるに至った原因は，本件中間期における粉飾決算

というよりも，長銀を取り巻く金融環境及び金融行政の変化や当時の政府の

政治的判断によるところも大きいといえることから，原告らに損害が生じた

主たる原因は，本件半期報告書以外にもあるといいうるのである。そして，

長銀の株価が０円となり，ほぼ無価値になったのは，国有化に伴うものであ

って，本件中間期における本件半期報告書の記載が，直接の原因になってい

るとはいえない。

よって，原告らが，本件半期報告書の記載内容に基づいて，長銀の株を購

入したのかが明らかではなく，仮に何らかの損害が発生したとしても，因果

関係は認められない。

よって，いずれにしろ，原告らの請求には理由がない。

なお，これは，終局判決である。
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５ 結論

よって，その余の争点を検討するまでもなく，本訴請求はいずれも理由がな

いから，これを棄却することとし，訴訟費用の負担につき，民訴法６１条を適

用して，主文のとおり判決する。
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